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(57)【要約】
【課題】内視鏡手術を実施するための改良された方法及
び装置、安定していながらも動的な手術環境において最
小の侵襲で内視鏡手術により胃腸障害を処置するための
システムを提供すること。
【解決手段】システムは、例えば内視鏡手術室を含み、
手術室は、可逆的に拡開可能なリトラクタを備えること
ができ、それは対象者の体内で安定した手術環境を提供
するために拡開するものである。その拡開は、スタビラ
イザ・サブシステムに関して非対称とすることができ、
これによって、対象組織を可視化するとともに、最小の
侵襲で患者の外部から対象組織を処置するために、それ
ぞれ独立に操作される術具及び内視鏡のための空間が最
大限に確保される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体腔内で最小侵襲手術を実施するためのシステムであって、
　内視鏡をその中に貫通させて受容するように構成及び寸法設定された第１のルーメンと
、第１の可撓性チューブをその中に貫通させて受容するように構成及び寸法設定された第
２のルーメンと、を有する可撓性カテーテルと、
　前記第２のルーメンを貫通して移動可能である第１の可撓性チューブであって、該第１
の可撓性チューブは、その中に貫通して延びる第１のチャネルを有し、該第１のチャネル
は、その中で軸方向移動するための第１の内視鏡器具を受容するように構成及び寸法設定
されていて、該第１の可撓性チューブは、長手軸と、該長手軸に対して曲がった状態に移
行可能なチューブ遠位部とを有し、前記第２のルーメン内で軸方向にスライド可能である
、第１の可撓性チューブと、
　前記カテーテルの遠位部に配置された体腔再成形システムであって、非拡開挿入状態か
ら拡開状態に移行可能な第１と第２の可撓性要素を含み、これにより、前記体腔を非対称
形状に再成形することで非対称な手術空間を形成するための、拡開されたケージを形成し
、該拡開されたケージ内で前記第１の可撓性チューブの前記遠位部は移行可能である、再
成形システムと、を備える
　ことを特徴とするシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願：
　本願は、２００９年１２月１６日に出願された特許文献１からの優先権を主張する、２
０１０年１２月１６日に出願された特許文献２の一部分を継続し、かつ２０１２年６月２
２日に出願された特許文献３の一部分を継続するものである。これらの出願の各々の全内
容は、参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本明細書で提供される教示は、一般に、安定していながらも動的な手術環境において、
最小侵襲の手法で、胃腸障害を内視鏡手術により処置するための改善された方法及び装置
に向けられる。
【背景技術】
【０００３】
　胃腸系を含む内視鏡手術は、従来の外科手術に対して利点を提示するが、それは、内視
鏡手術が、それほど侵襲的ではなく、かつ可視化を提供するかもしれないという点におい
てである。これらの手術は、問題に取り組み、かつ当業者によって確認される新しい処置
方法を提供するために、進化を続けている。
【０００４】
　現在の１つの問題として、対象組織に隣接する安定な手術空間を、最小侵襲で最適に拡
開するための技術が欠如していることが含まれるが、その技術がなければ、対象組織は、
手術処置中に対象病変または欠陥の周りで閉縮する可能性がある。手術空間を効果的に拡
開し、かつ最適に再構成（再形成する）能力を持てば、管腔内手術は著しく容易になる。
より良く拡開された、安定で最適に構成された手術空間によって、器具及び内視鏡は独立
に操作され、かつ対象組織の周りで適切に可視化されることが可能である。当業者であれ
ば、対象組織と、参照、方位、外科的操作のための周囲の解剖学的構造との両方を見ると
共に、これらに接近するための能力を持つことを正しく認識する。
【０００５】
　現在の別の問題として、対象組織及び周囲組織の両方を拡開するだけでなく、これらを
固定すると共に再形成するための内視鏡技術が欠如していることが含まれる。腸において
は、例えば、そのような安定な手術空間として、非閉縮の、または閉縮されにくい空間が
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含まれ得る。そのような空間は、限られた蠕動を有するか、または無蠕動であり、かつ／
または腹腔における特別な点に固定されている。固定ポイントは、例えば患者の腰のよう
な、患者の中での固定体ポイントに関連して固定されると考えることが可能である。有意
の排便は、腸における体腔内手術の間は極めて望ましくないと考えられるが、例えば、そ
の理由は、困難で不安定な手術環境を作り出すかもしれないからである。そのような排便
は、もちろん、鎮静された患者においてさえも普通のことでありであり、例えば、空気漏
れ、蠕動、呼吸及び、観察機械及び器具の移動から、腸の閉縮によって引き起こされ得る
。この問題を克服するための技術を持つことは、安定な手術空間を提供することに役立つ
が、これは、手術環境における当業者が、臨床的に要望することである。
【０００６】
　現在の別の問題として含まれるのは、例えば、調節可能な組織リトラクト構造によって
、組織を動的にリトラクトするための内視鏡技術が欠如していることであるが、このよう
な調節可能な組織リトラクト構造によって、構造の拡開または閉縮をある程度制御するこ
とが見込まれ、その結果、器具及び対象組織の周りで所望されるような手術空間がさらに
構成される。そのような制御は、手術空間の中及び周りにおいて、組織の配置はもちろん
のこと、リトラクタを調節する方法を有効に備えることが可能である。リトラクタにかか
る張力を強める及び緩めることによって、手術空間に配置されるべき組織の量は、例えば
、手術中により良く測定され、かつ制御され得る。その上、組織リトラクション及び、特
に牽引－逆牽引が容易となり得るが、そのことは、手術中に望ましい切開面を形成するこ
と、または組織をより最適に位置決めすることに役立つ。この問題を克服するための技術
を持つことは、組織切開、組織のリトラクション、切断及び除去に対してより望ましい手
術環境を作り出すことに役立つ。
【０００７】
　現在の別の問題として含まれるのは、処置のための手術空間を最大化し得る手法におい
て、内視鏡、器具及び手術空間を体系付けるための内視鏡技術の欠如である。より大きな
手術空間は、体外から最小侵襲の手法で器具及び内視鏡を操作するための能力を改善し得
る。即ち、当業者であれば、器具が入るポイントを有する手術空間を持つ。そのポイント
とは、対象組織から実際的な程度に離れていて、その結果、対象組織に接近し、かつこれ
を可視化する際に付加的な柔軟性を提供し、恐らく、対象組織に向けて器具の軌跡を選択
するためのより多くの操作場所を提供するが、この操作場所は、例えば、対象組織の切開
面に少なくとも略垂直である。この問題を克服するための技術を持つことによって、組織
除去に対してより望ましいシステム及び処置が、当業者に提供される。
【０００８】
　少なくとも上記のことに照らして、内視鏡胃腸外科処置の当業者は、本明細書で教示さ
れる、以下に提供される技術を正しく認識する。（ｉ）管腔内手術空間の最小侵襲拡開。
（ｉｉ）固定、特に、伸張を伴わない再構成、または伸張を伴う再構成を含む固定。いず
れの再構成でも、対象組織及び周囲組織は、安定な手術空間を提供することに役立つ。（
ｉｉｉ）動的に組織をリトラクトすること。これは、器具と対象組織との間の手術空間を
さらに構成するために、部分的な拡開または閉縮、または、完全な拡開または閉縮を考慮
に入れる。（ｉｖ）手術空間及び操作性を最大化するためのリトラクタ及び術具のような
内視鏡器具の体系付け。これは、対象組織に接近し、かつこれを可視化する際に最大の柔
軟性を考慮に入れる。正しく認識されるべきことであるが、そのような改善によって、技
術的な複雑さが軽減され、かつ、そのような改良がなければ複雑な内視鏡手術の有効性及
び安全性が増加する。その上、非侵襲的で、かつ従来の結腸内視鏡法の作業フローを実質
的に混乱させない手法で、対象者の体内に導入される手頃なシステムを用いながら、低コ
ストでそうしたことを行うことは、内視鏡外科手術の分野における極めて本質的な進歩で
あると、当業者によって見なされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】米国仮特許出願公開第６１／２８７，０７７号
【特許文献２】米国特許出願第１２／９７０，６０４号
【特許文献３】米国特許出願第１３／５３１，４７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本明細書で提供される教示は、一般に、安定していながらも動的な手術環境において、
最小侵襲の手法で、内視鏡手術により胃腸障害を処置するための改善された方法及び装置
に向けられる。システムは、例えば、内視鏡手術室を含む。手術室は、可逆的に拡開可能
なリトラクタを有することが可能であり、リトラクタは、対象者の内部で安定な手術環境
を提供するために拡開する。拡開は、スタビライザ・サブシステムの周りで非対称であり
得ることから、術具及び内視鏡の各々が独立に操作されるために空間を最大化し、その結
果、対象組織を可視化し、かつ最小侵襲の手法で、患者の外部から対象組織を処置する。
本明細書で教示される実施形態は、他の改善の中でも、術具ポートと対象組織の間の距離
を増加させ、その結果、より大きな視野はもちろんのこと、対象組織に対する術具の操作
性及び三角配置を改善する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示の一態様において、胃腸管のような患者の体腔において最小侵襲処置を実行する
ためのシステムが提供される。該システムは、内視鏡をその中に貫通させて受容するよう
に構成及び寸法設定された第１のルーメンと、第１の可撓性チューブをその中に貫通させ
て受容するように構成及び寸法設定された第２のルーメンと、を有する可撓性カテーテル
を備える。第１の可撓性チューブは、第２のルーメンを貫通して軸方向にスライド可能で
あり、かつその中を貫通して延びる第１のチャネル（ルーメン）を有し、該第１のチャネ
ルは、その中で軸方向移動するための第１の内視鏡術具（器具）を受容するように構成及
び寸法設定されていて、該第１の可撓性チューブは長手軸と、該長手軸に対して曲がった
状態に移行可能なチューブ遠位部とを有する。体腔再成形（再構成）システムは、カテー
テルの遠位部に配置され、該再形成システムは、非拡開挿入状態から、拡開されたケージ
を形成する拡開状態へ移行可能な第１及び第２の可撓性要素を含み、これにより、体腔を
非対称形状に再成形することで非対称な手術空間を形成し、第１の可撓性チューブの遠位
部は、該拡開されたケージ内で移行可能である。カバーリングが、再形成システムの少な
くとも一部に対して設けられることが可能であり、該カバーリングは、生体組織を受容す
るための開口部を有する。
【００１２】
　幾つかの実施形態において、カテーテルは、第２の可撓性チューブを受容するように構
成及び寸法設定された第３のルーメンを有し、第２の可撓性チューブは、その中を貫通し
て延びる第２のチャネル（ルーメン）を有し、該第２のチャネルは、その中で軸方向移動
するための第２の内視鏡術具（器具）を受容するように構成及び寸法設定されている。第
２の可撓性チューブは長手軸と、該長手軸に対して曲がった状態に移行可能なチューブ遠
位部とを有することが可能である。第２の可撓性チューブは、第３のルーメン内で軸方向
にスライド可能であり得、かつ第２の可撓性チューブの遠位部は、拡開されたケージ内で
移行可能であり得る。
【００１３】
　幾つかの実施形態において、第１の可撓性チューブ及び／または第２の可撓性チューブ
は、カテーテルに結び付けられない。幾つかの実施形態において、可撓性チューブの遠位
先端部は、カテーテルのルーメン内にあるときには、長手軸に沿って略一直線であり、第
２及び第３ルーメンから露出すると、曲がった状態に戻ることが可能である。
【００１４】
　幾つかの実施形態において、ケージは第３及び第４の要素をさらに含み、再成形システ
ムが拡開状態に拡開されるときには、第１及び第２の要素は、それらの閉縮挿入状態から
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、カテーテルの長手軸から離れて外向きに拡開状態へ移行し、第３及び第４の要素は、非
拡開挿入状態に略維持される。
【００１５】
　システムは、幾つかの実施形態において、スタビライザを含むことが可能であり、該ス
タビライザは、ケージ（再形成システム）の安定性及び剛性を向上させるために、第１の
状態から第２の状態に移行可能である。幾つかの実施形態において、ケージは第５の可撓
性要素を含み、かつスタビライザは、第５の要素のルーメン内で移行可能な安定化要素を
備える。
【００１６】
　幾つかの実施形態において、第１及び第２の可撓性要素は、カテーテルの片側にのみ拡
開し、これにより、体腔を非対称に再成形（再構成）するために、非対称な手術空間及び
非対称なケージを形成する。
【００１７】
　システムは、第１及び／または第２のアクチュエータを含むことが可能である。第１の
アクチュエータは、カテーテルの近位領域に配置され、かつ安定化要素に作動的に接続さ
れ、これによって、ケージの安定性及び剛性を向上させるために、第１の状態と第２の状
態との間で安定化要素を移行させることが可能である。第２アクチュエータは、カテーテ
ルの近位領域に配置され、かつ第１及び第２の可撓性要素に作動的に接続され、これによ
って、非拡開状態と拡開状態との間で第１及び第２の要素を移行させることが可能である
。
【００１８】
　幾つかの実施形態において、第１及び第２の要素を所望の拡開状態に保持（ロック）す
るために、幾つかの状態の１つに第２のアクチュエータを維持するための保持（ロック）
機構が設けられる。解放機構は、保持機構を解放するために設けることが可能である。
【００１９】
　幾つかの実施形態において、システムは、第１及び第２の要素の近位部を保持するため
の近位カプラと、第１及び第２の要素の遠位部を保持するための遠位カプラとを含み、近
位カプラ及び遠位カプラは、カテーテルが内視鏡上にバックロードされるときに、内視鏡
をその中に貫通させて受容するように寸法設定された開口部を含むことが可能である。幾
つかの実施形態において、カバーリングの遠位部は、遠位カプラに接続されていて、カバ
ーリングの近位部は、近位カプラに接続されている。
【００２０】
　カバーリングは、その中に除去する生体組織を封入するために、閉止可能であり得る。
縫合糸のような可撓性閉止部材が、カバーリングに取り付けられ、可撓性閉止部材は、引
っ張られることでカバーリングを閉止する。
【００２１】
　幾つかの実施形態において、第１の、及び／または第２の横ブリッジ部材を設けること
が可能である。第１横ブリッジ部材は、再形成システムの剛性を向上させるために、第１
の可撓性要素と第２の可撓性要素とを連結するために、設けることが可能である。第２横
ブリッジ部材は、再形成システムの剛性を向上させるために、第３の要素と第４の要素と
を連結するために設けることが可能である。
【００２２】
　本開示の別の態様に従えば、胃腸管のような患者の体腔において、最小侵襲手術を実施
するための方法が提供される。当該方法は、可撓性内視鏡の近位領域上に可撓性カテーテ
ルを挿入するステップと、対象組織を可視化するために、体腔内に可撓性内視鏡を挿入す
るステップと、カテーテルを内視鏡上で進めるステップと、体腔再形成（再構成）システ
ムを、非対称な手術空間を形成するべく体腔を再形成するために、非拡開挿入状態から拡
開状態に拡開するステップと、第１の可撓性チューブをカテーテル内で操作するステップ
であって、該第１の可撓性チューブが、湾曲した遠位先端部を有し、かつ該湾曲した遠位
先端部を位置決めし、かつ向きを設定するために、カテーテル内で軸方向に移動可能かつ
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回転可能である、ステップと、を備える。当該方法は、第１の可撓性チューブ内で第１の
内視鏡器具（術具）を操作するステップであって、該第１の可撓性チューブは、一定の湾
曲を規定するために選択された位置に位置決めされることが可能であり、かつ内視鏡術具
は、該選択された位置及びまたは一定の湾曲を変更することなく、内視鏡術具の遠位先端
部と対象組織との間の距離を調節するために、軸方向に移動可能であり得る、ステップを
、さらに備える。
【００２３】
　幾つかの実施形態において、当該方法は、ａ）第２の可撓性チューブをカテーテル内で
操作するステップであって、該第２の可撓性チューブは、湾曲した遠位先端部を有すると
共に、その湾曲した遠位先端部を位置決めし、かつ向きを設定するために、カテーテル内
で軸方向に移動可能かつ回転可能である、ステップと、ｂ）第２の可撓性チューブ内で第
２の内視鏡術具を操作するステップであって、該第２の可撓性チューブは、一定の湾曲を
規定するために選択された位置に位置決めされることが可能であり、かつ該第２の内視鏡
術具は、該選択された位置及びまたは一定の湾曲を変更することなく、該第２の内視鏡術
具の遠位先端部と対象組織との間の距離を調節するために、軸方向に移動可能であり得る
、ステップと、を含むことが可能である。
【００２４】
　幾つかの実施形態において、第１の可撓性チューブの遠位先端部及び／または第２の可
撓性チューブの遠位先端部は、通常は湾曲していて、挿入時にカテーテルに拘束されると
きは、略一直線状の状態にあり、カテーテルの拘束から露出されるときは、自動的に湾曲
した状態になる。
【００２５】
　幾つかの実施形態において、第１及び第２の可撓性チューブは、独立に軸方向に移動可
能、かつ独立に回転可能であり、しかも、取り外し可能にカテーテルの中に貫通させて挿
入可能であって、カテーテルに結び付けられないままとされる。
【００２６】
　幾つかの実施形態において、第１及び第２の内視鏡術具は、対象組織に関して三角配置
を実現するように、対象組織に向かって曲がっている。
【００２７】
　当該方法は、操作器具を、内視鏡のワーキングチャネルの中に貫通させて、再成形シス
テムにより形成された非対称な手術空間の中へ挿入するステップをさらに含むことが可能
である。
【００２８】
　再形成システムはカバーリングを含むことが可能であり、かつ当該方法は、除去する対
象組織を封入するために、該カバーリングを閉止するステップをさらに含むことが可能で
ある。
【００２９】
　当該方法は、再成形システムを剛性化するステップをさらに備えることが可能である。
幾つかの実施形態において、再成形システムを剛性化し、かつ安定化させるため、再成形
システムに対して、剛性化構造を遠位に進めるための制御が作動される。
【００３０】
　別の態様において、教示は、対象者の体内での位置決めを容易にするための浮動式マル
チルーメンカテーテル・リトラクタシステムを含む。これらのシステムは、対象者の最小
侵襲処置を提供するように設計される。幾つかの実施形態において、当該システムは、シ
ステム内で少なくとも略浮動式の構成において、浮動チャネルと、浮動内視鏡とを誘導す
るように構成された高可撓性アウタチューブを備える。この可撓性アウタチューブは、ル
ーメンと、近位端と、遠位端とを有することが可能である。そして、システムの使用中は
、浮動チャネルはガイドとして作用し、これを通して術具は、対象者の体内の対象組織の
処置で操作される。幾つかの実施形態において、術具として含み得るのは、把持具、鉗子
、スネア、クランプ、ハサミ、メス、切開器具、内視鏡ステープラ、組織ループ、クリッ
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プアプライヤ、縫合糸送達器具、または、エネルギーによる組織凝固器具または組織切断
器具である。そして、幾つかの実施形態において、浮動チャネルは、術具を操作するよう
に、屈曲可能部を動かすための挙上要素を有することが可能である。
【００３１】
　幾つかの態様において、当該システムはまた、安定していながらも動的な手術環境を備
えることが可能であり、該手術環境は、対象者の体内での処置空間を形成するために拡開
する、可逆的に拡開可能なリトラクタを含むことが可能である。リトラクタは、例えば、
アウタチューブの遠位端よりも遠位側で拡開が起こり、処置のために対象組織の蠕動を少
なくとも略抑えるために拡開するように構成され得る。システムの使用中は、浮動チャネ
ルを使用する実施形態において、浮動チャネルは、第１の近位位置及び第１の遠位位置で
、アウタチューブのルーメンに少なくとも略取り付けられていて、かつ、第１の近位位置
と第１の遠位位置との間で、アウタチューブのルーメン内において少なくとも略浮動して
いる。同様に、システムの使用中は、幾つかの実施形態において、浮動内視鏡は、第２の
近位位置及び第２の遠位位置で、アウタチューブのルーメンに少なくともスライド可能に
取り付けられることが可能であり、かつ第２の近位位置と第２の遠位位置との間で、アウ
タチューブのルーメン内において少なくとも略浮動している。そして、システムの使用中
は、少なくとも略浮動式の構成においては、アウタチューブの近位端と遠位端との間でア
ウタチューブの長さ全体にわたってルーメンに固定される術具及び内視鏡用のルーメンを
有するような第２のシステムに比して、システムの柔軟性が少なくとも実質的に向上する
ことが可能である。少なくとも略浮動式の構成の向上した柔軟性によって、対象組織の処
置のために、対象者の体内でシステムを容易に位置決めすることが促進され得る。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、リトラクタは、可逆的に安定化され、かつ可逆的に拡開可
能であり得、該リトラクタは、拡開時に非対称な処置空間を形成する。そして、リトラク
タは、対象者の体内での当該システムの位置決めを容易とするように設計された該リトラ
クタの可撓性構成を可逆的に補強するとともに、該リトラクタの拡開を可逆的に補強する
ように構成され得る。
【００３３】
　別の態様における教示はまた、対象者の最小侵襲処置のために、可逆的に安定化される
と共に可逆的に拡開可能なリトラクタを有するマルチルーメンカテーテル・システムを含
む。当該システムは、システム内にチャネル及び内視鏡を誘導するための可撓性アウタチ
ューブを備え、該可撓性アウタチューブは、ルーメンと、近位端と、遠位端とを有する。
チャネルはガイドとして作用し、これを通して術具は、対象者の体内で対象組織の処置に
おいて操作される。幾つかの実施形態において、リトラクタは、可逆的に安定化されると
共に可逆的に拡開可能であり得、該リトラクタは、拡開時に処置空間を形成し、かつアウ
タチューブの遠位端よりも遠位側で拡開が起こるように構成される。リトラクタは、対象
者の体内での当該システムの位置決めを容易とするように設計された該リトラクタの可撓
性構成を可逆的に補強するとともに、該リトラクタの拡開を可逆的に補強するように設計
され得る。これらの実施形態において、リトラクタの可逆的に補強された構成は、拡開の
ための構造的支持体としての少なくとも略剛性のビームを形成し得る。
【００３４】
　浮動システムを利用するシステムの幾つかの実施形態を使用する間、チャネル（ガイド
）は浮動チャネルであり得、該浮動チャネルは、（ｉ）第１の近位位置及び第１の遠位位
置で、アウタチューブのルーメンに少なくとも略取り付けられていて、かつ（ｉｉ）第１
の近位位置と第１の遠位位置との間で、アウタチューブのルーメン内において少なくとも
略浮動している。同様に、そのようなシステムを使用する間、内視鏡は浮動内視鏡であり
得、該内視鏡は、（ｉｉｉ）第２の近位位置及び第２の遠位位置で、アウタチューブのル
ーメンに少なくともスライド可能に取り付けられていて、かつ（ｉｖ）第２の近位位置と
第２の遠位位置との間で、アウタチューブのルーメン内において少なくとも略浮動してい
る。そして、幾つかの実施形態においてそのような浮動システムを使用する間、チャネル
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（ガイド）及び内視鏡は少なくとも略浮動式の構成を形成していて、これによれば、（ｖ
）アウタチューブの近位端と遠位端との間でアウタチューブの長さ全体にわたってルーメ
ンに固定される術具及び内視鏡用の別個のルーメンを有するような第２のシステムに比し
て、当該システムの柔軟性が少なくとも実質的に向上していて、向上した柔軟性によって
、対象組織の処置のための対象者の体内での当該システムの位置決めを容易にしている。
【００３５】
　幾つかの実施形態において、教示はまた手術室を含み、該手術室は、対象者の最小侵襲
処置のための、可逆的に安定化されると共に可逆的に拡開可能なリトラクタを有する浮動
式マルチルーメンカテーテル・リトラクタシステムを備える。これらの浮動式実施形態の
幾つかにおいて、当該システムは、システム内で少なくとも略浮動式の構成において、浮
動チャネルと浮動内視鏡とを誘導するための高可撓性アウタチューブを備えることが可能
である。高可撓性アウタチューブは、ルーメンと、近位端と、遠位端とを有することが可
能である。そして、浮動チャネルは、ガイドとして作用することが可能であり、これを通
して術具は、対象者の体内の対象組織の処置で操作される。リトラクタは、可逆的に安定
化されると共に可逆的に拡開可能なリトラクタであり得、該リトラクタは、拡開時に処置
空間を形成する。リトラクタは、例えば、拡開がアウタチューブの遠位端よりも遠位側で
起こり、かつ、対象者の体内での当該システムの位置決めを容易とするように設計された
該リトラクタの可撓性構成を可逆的に補強するとともに、該リトラクタの拡開を可逆的に
補強するように構成され得る。
【００３６】
　幾つかの実施形態において浮動システムを使用する間、浮動チャネル（ガイド）は、（
ｉ）第１の近位位置及び第１の遠位位置で、アウタチューブのルーメンに少なくともスラ
イド可能に取り付けられていて、かつ（ｉｉ）第１の近位位置と第１の遠位位置との間で
、アウタチューブのルーメン内において少なくとも略浮動していることが可能である。同
様に、幾つかの実施形態において浮動システムを使用する間、浮動内視鏡は、（ｉｉｉ）
第２の近位位置及び第２の遠位位置で、アウタチューブのルーメンに少なくともスライド
可能に取り付けられ、かつ（ｉｖ）第２近位位置と第２遠位位置との間で、アウタチュー
ブのルーメン内において少なくとも略浮動していることが可能である。そして、幾つかの
実施形態において浮動システムを使用する間、少なくとも略浮動式の構成において、アウ
タチューブの近位端と遠位端との間でアウタチューブの長さ全体にわたってルーメンに固
定される術具及び内視鏡用のルーメンを有するような第２のシステムに比して、（ｖ）当
該システムの柔軟性を少なくとも実質的に向上させることが可能である。向上した柔軟性
によって、対象者の体内での当該システムの容易な位置決めが促進され得る。そして、リ
トラクタの可逆的に補強された構成は、対象組織の処置のために、対象者の体内において
、拡開のための構造的支持体としての少なくとも略剛性のビームを形成する。
【００３７】
　幾つかの実施形態において、リトラクタは、少なくとも２つの拡開可能なリトラクタ要
素を備え、該部材の各々は近位端及び遠位端を有し、該近位端はアウタチューブとスライ
ド可能に係合していて、該部材の各々は、遠位端に向けて近位端をスライドする量を増加
させることで該部材を圧縮して該リトラクタを拡開させるように構成される。これらの実
施形態はまた、アウタチューブの遠位端よりも遠位側に配置され、かつ少なくとも２つの
リトラクタ要素の各々の遠位端が固定された遠位ネクサスと、遠位ネクサスをアウタチュ
ーブの遠位端に連結するスタビライザ・サブシステムであって、該リトラクタの非対称な
拡開のために該リトラクタの可撓性部分を可逆的に補強するように構成された少なくとも
略剛性の構成要素を有するスタビライザ・サブシステムと、を含むことが可能である。
【００３８】
　幾つかの実施形態において、リトラクタは、４つの拡開可能なリトラクタ要素であって
、該部材の各々は近位端及び遠位端を有し、近位端はアウタチューブとスライド可能に係
合していて、該部材の各々は、遠位端に向けて近位端をスライドする量を増加させること
で該部材を圧縮して該リトラクタを拡開させるように構成されている、リトラクタ要素を



(9) JP 2018-122126 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

備える。これらの実施形態はまた、アウタチューブの遠位端に取り付けられた近位カプラ
を含むことが可能であり、該近位カプラは、４つのリトラクタ要素とスライド可能に係合
するための４つのリトラクタポートを有し、４つのリトラクタポートは、該近位カプラの
周りに周方向に配置されて、該リトラクタの非対称な拡開のための、リトラクタ要素の可
逆的な軸方向のスライドを容易とするように構成されている。これらの実施形態はまた、
アウタチューブの遠位端よりも遠位に配置され、かつ４つのリトラクタ要素の各々の遠位
端が固定された遠位ネクサスまたはカプラと、遠位ネクサスをアウタチューブの遠位端に
連結するスタビライザ・サブシステムであって、（ｉ）近位カプラから遠位ネクサスへ延
びる可撓性構成要素と、（ｉｉ）近位カプラにスライド可能に係合するとともに、該リト
ラクタの非対称な拡開において該リトラクタを可逆的に補強するために近位カプラから遠
位ネクサスへ可逆的に延びる少なくとも略剛性の構成要素と、を有するスタビライザ・サ
ブシステムと、を含むことが可能である。
【００３９】
　可撓性構成要素及び剛性の構成要素は、幾つかの実施形態において、それぞれ、シャフ
トの遠位端の中心軸に少なくとも略平行な中心軸を有し、剛性の構成要素は、非対称な拡
開のための構造的支持体としての少なくとも略剛性のビームを形成するものであり、該剛
性ビームは管腔側と反管腔側とを有する。そして、拡開は、剛性ビームの管腔側で処置空
間を増加させるように不均衡に大きな量で起こり、処置空間は、剛性ビームの周りで非対
称に分布する体積を有する。幾つかの実施形態において、ビームの反管腔側よりもビーム
の管腔側において、少なくとも５倍大きい量で、拡開が起こる可能性がある。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、当該システムは、拡開中にリトラクタ要素を所望の向きに
維持するように構成されたブリッジ部材を含み、該ブリッジ部材は、４つのリトラクタ要
素のうちの少なくとも２つを作動的に安定化させる。その上、幾つかの実施形態において
、アウタチューブは、対象者の体内での当該システムの位置決めがさらに容易となるよう
に、当該システムに耐キンク性及びトルク伝達性を持たせるためにワイヤ補強されること
が可能である。
【００４１】
　本明細書で提供される当該システムは、幾つかの異なる処置方法で使用され得る。例え
ば、当該システムは、病変への多方向・多角度アプローチを用いて胃腸病変を処置する方
法で使用され得る。当該方法は、対象者の胃腸管内において、当該システムを位置決めす
ることであって、処置のために対象病変の近傍にリトラクタを配置することを含めて、位
置決めすることと、術具を使用するための処置空間を形成するように、リトラクタを拡開
させることと、例えば、組織がリトラクトされかつ安定化される場合、幾つかの病変がよ
り良く見ることが可能なように、可視化を改善することと、術具に関連して対象組織を最
適に位置決めすること、例えば、十二指腸乳頭の位置を最適化することによって、手術中
にそのカニューレ挿入を容易にすることと、術具によって対象組織を処置することと、リ
トラクタを閉縮させることと、対象者の体内から当該システムを抜去することと、を含む
。病変には、穿孔、組織病変、ポリープ、腫瘍、出血、憩室炎、潰瘍、癌組織、血管異常
、または盲腸が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】一部の実施形態による、安定していながらも動的な手術環境において、最小の襲
性で内視鏡手術により胃腸障害を処置するためのシステムを例示している説明図
【図２Ａ】一部の代替の実施形態に従って、上行結腸の病変の治療のために本明細書で教
示されるシステムをどのように位置決めできるかを例示している説明図
【図２Ｂ】一部の代替の実施形態に従って、上行結腸の病変の治療のために本明細書で教
示されるシステムをどのように位置決めできるかを例示している説明図
【図３Ａ】一部の実施形態に従って、本明細書で教示されるシステムをどのように結腸の
病変の除去に使用できるかを例示し、システムの全体を示すために結腸が切断図で示され
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ていて、結腸の中に挿入されている、リトラクタを覆っているシースを有するシステムを
例示している説明図
【図３Ｂ】非拡開状態にあるリトラクタを例示している説明図
【図３Ｃ】非対称手術空間を形成する拡開状態にあるリトラクタを例示し、関節動作状態
にある内視鏡をさらに示している説明図
【図３Ｄ】それぞれの術具チャネルから延びている２つの内視鏡器具を示す図３Ｃに類似
の図
【図３Ｅ】対象病変に向けて曲げられた２つの術具及び内視鏡器具を例示している説明図
【図３Ｆ】内視鏡器具によって結腸壁から除去される病変を例示している説明図
【図３Ｇ】結腸壁から除去されてリトラクタ内にある病変を例示している説明図
【図３Ｈ】病変の除去により生じた結腸の欠損部を修復するために、術具チャネルから延
びて結腸壁に向けて曲げられた内視鏡器具を例示している説明図
【図３Ｉ】結腸壁の組織欠損部を閉じるためのクランプの留置を例示している説明図
【図３Ｊ】結腸からの除去のために病変を捕捉する閉縮状態にあるリトラクタを例示して
いる説明図
【図３Ｋ】結腸からの除去のためにシース内に収納されたリトラクタを例示している説明
図
【図３Ｌ】外科手術完了後の閉じられた組織欠損部を例示している説明図
【図４Ａ】一部の代替の実施形態による、拡開構造及び閉縮構造の側面図、軸方向図、及
び斜視図における、スタビライザ・サブシステムを含むシステムの詳細を例示し、リトラ
クタが非拡開（閉縮）状態にあるシステムの側面図
【図４Ｂ】リトラクタが非拡開状態にあるシステムの軸方向図
【図４Ｃ】リトラクタが拡開状態にあるシステムの軸方向図
【図４Ｄ】図４Ａの状態にあるシステムの斜視図
【図４Ｅ】拡開状態にあるリトラクタを示す図４Ｄに類似の図
【図５Ａ】一部の代替の実施形態による、拡開構造及び閉縮構造の側面図及び平面図を含
む、本明細書で教示されるシステムの側面図及び平面図を例示し、リトラクタが非拡開（
閉縮）状態にあるシステムの側面図
【図５Ｂ】拡開状態にあるリトラクタを示す図５Ａに類似の側面図
【図５Ｃ】リトラクタが図５Ａの非拡開状態にあるシステムの平面図
【図５Ｄ】リトラクタが図５Ｂの拡開状態にあるシステムの平面図
【図６Ａ】一部の他の代替の実施形態による、システムの拡開構造及び閉縮構造の側面図
及び断面図を含むシステムの側面図を例示し、リトラクタが非拡開（閉縮）状態にあるシ
ステムの側面図
【図６Ｂ】システムの内部の要素を示すためにハウジングが半分除去された図６Ａに類似
の側面図
【図６Ｃ】拡開状態にあるリトラクタを示す図６Ａに類似の側面図
【図６Ｄ】拡開状態にあるリトラクタを示す図６Ｂに類似の側面図
【図７】一部の実施形態によるシステムのアウタチューブの遠位端の破断図を例示し、リ
トラクタの拡開及び閉縮の要素を示している説明図
【図８】図７の破断図を例示し、一部の実施形態による、対象者の体内でのシステムの位
置決めのための柔軟性を向上させるためにシステムの要素をアウタチューブ内で浮動させ
ることができるシステムのアウタチューブの遠位端を示している説明図
【図９Ａ】一部の実施形態による術具を誘導するために使用することができるワーキング
チャネル及び／または浮動チャネルの側面図
【図９Ｂ】一部の実施形態による術具を誘導するために使用することができるワーキング
チャネル及び／または浮動チャネルの側面図
【図１０Ａ】一部の実施形態による、リトラクタシースが本明細書で教示されるシステム
のリトラクタを覆っているシステムの代替の実施形態を例示し、リトラクタが非拡開（閉
縮）状態にあるシステムの平面図
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【図１０Ｂ】非拡開状態にあるシステムの斜視図
【図１０Ｃ】リトラクタが非拡開状態にあるシステムの側面図
【図１０Ｄ】拡開状態にあるリトラクタを示すシステムの平面図
【図１０Ｅ】拡開状態にあるリトラクタを示すシステムの側面図
【図１１】カテーテル及び２つの術具チャネルを示すシステムの代替の実施形態の斜視図
【図１２】リトラクタシステムが閉縮状態で示されている（内視鏡が結腸の中に挿入され
る前の）図１３の内視鏡の近位端が挿入されている図１１のカテーテルの斜視図
【図１３】内視鏡の結腸を貫通した挿入を例示
【図１４】図１３の内視鏡上をさらに前進した図１１のカテーテルを示す斜視図であり、
リトラクタシステムが閉縮状態で示している説明図
【図１５】対象組織に隣接した所望の位置まで内視鏡上を十分に前進したカテーテルを示
す斜視図であり、リトラクタシステムが閉縮状態で示している説明図
【図１６】図１１のカテーテルの近位端の斜視図
【図１７Ａ】剛性化構造を前進させてリトラクタシステムを剛性化するためのアクチュエ
ータの近位位置から遠位位置への移動を示す部分側断面図
【図１７Ｂ】剛性化構造を前進させてリトラクタシステムを剛性化するためのアクチュエ
ータの近位位置から遠位位置への移動を示す部分側断面図
【図１７Ｃ】剛性化構造の代替の実施形態を示す図１５に類似の斜視図
【図１７Ｄ】可撓性要素上を前進した図１７Ｃの剛性化構造を示す図１７Ｃに類似の斜視
図
【図１８】図１１のカテーテルの近位端の中に挿入するために、この近位端の近傍にある
２つの術具チャネル（ガイド）を示す斜視図
【図１９Ａ】図１１のカテーテルの中に挿入された２つの術具チャネルを例示する斜視図
【図１９Ｂ】術具チャネルの代替の実施形態を例示する斜視図
【図２０Ａ】リトラクタシステムを拡開状態に移行させるためのアクチュエータの近位位
置から遠位位置への移動を示す部分側断面図
【図２０Ｂ】リトラクタシステムを拡開状態に移行させるためのアクチュエータの近位位
置から遠位位置への移動を示す部分側断面図
【図２１Ａ】拡開状態にあるリトラクタシステムを示す図１５に類似の図であり、リトラ
クタシステムの拡開によって形成された手術空間（部屋）の中に進められた２つの術具チ
ャネルをさらに例示している説明図
【図２１Ｂ】リトラクタシステムの拡開の前の、２つの術具チャネルがカテーテルから前
進している代替の実施形態を例示する図２１Ａに類似の図
【図２２】第１の術具チャネルから前進した第１の内視鏡器具（術具）を示す図２１Ａに
類似の図
【図２３】第２の術具チャネルから前進した第２の内視鏡器具（術具）を示す図２２に類
似の図
【図２４】術具チャネルからさらに前進した両方の内視鏡器具を示す図２３に類似の図
【図２５】結腸壁の病変を切除するために２つの術具チャネルからさらに前進した内視鏡
器具を示す図２４に類似の図
【図２６】リトラクタシステム内に配置された切開器具によって結腸壁から除去された病
変を示す図２５に類似の図
【図２７】結腸からの除去するためにリトラクタシステムを閉縮状態に戻すアクチュエー
タの近位側への移動を示すカテーテルの近位端の斜視図
【図２８】閉縮状態にあるリトラクタシステムを示す図２６に類似の図
【図２９】除去のために病変を封入するように閉じられたカバーリング部材を示す図２８
に類似の図
【図３０】リトラクタシステムが拡開状態にあるシステムの前面図であり、カテーテルか
ら延出した２つのチャネルを示している説明図
【図３１Ａ】カバーリング（バッグ）を閉じるための縫合糸を保持するスイッチを例示す
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る断面図
【図３１Ｂ】カバーリング（バッグ）を閉じるための縫合糸を保持するスイッチを例示す
る断面図
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本明細書に記載される教示は、一般に、安定していながらも動的な手術環境において、
最小の侵襲性で内視鏡手術により胃腸障害を処置するための改善された方法及び装置に関
する。システムは、例えば、本明細書に開示されるシステムによって形成される内視鏡手
術室を含む。この手術室は、対象者の体内で安定した手術環境を提供するために可逆的に
拡開可能なリトラクタを有することができる。一部の実施形態では、この拡開は、スタビ
ライザ・サブシステムに関して非対称とすることができ、これによって、対象組織を可視
化するとともに、最小の侵襲性で患者の外部から対象組織を処置するために、それぞれ独
立に操作される術具及び内視鏡のための空間が最大限に確保される。本明細書で教示され
る実施形態は、その他の改善として、独立した操作性を向上させ、かつ対象組織に対する
術具のそれぞれの三角配置を容易にするために、術具ポートと対象組織との間の距離を増
加させる。この距離の増加は、より広い視野を得る方法も実現することができる。本明細
書で教示されるシステムは、例えば、（ｉ）体外から制御装置を用いて、蛇行した体腔及
び開口部、例えば、胃腸管における対象組織の周りに手術空間を動的に構成することがで
き；（ｉｉ）複数の手術具及び器具、例えば、内視鏡及び把持具を体外から対象組織に向
かって進めるための可撓性通路を形成し；（ｉｉｉ）手術空間の中で術具を整え、及び／
または拘束し；（ｉｖ）処置のために対象組織及び周囲組織を少なくとも略固定及び／ま
たは安定させ；及び／または（ｖ）体外から、手術空間内の器具、例えば、把持具の幾何
学的位置及び向きに対する制御を可能にすることができる。
【００４４】
　本明細書に開示される一部の実施形態では、関節動作内視鏡が、カテーテルのチャネル
の中に貫通して挿入され；他の実施形態では、システムは、可撓性内視鏡、例えば、従来
の結腸境にバックロードされ、次いで、この内視鏡が、対象組織の近傍の位置まで挿入さ
れ、次いで、カテーテルが、再成形システム（ケージ）が対象組織に隣接するように可撓
性内視鏡上を進められる。
【００４５】
　本明細書に開示される一部の実施形態では、対象組織を処置するための内視鏡手術器具
（術具）は、マルチルーメンカテーテルのそれぞれのルーメンまたはチャネルの中に直接
貫通して挿入される。器具（術具）がカテーテルのチャネルのルーメンの中に直接挿入さ
れるこれらの実施形態では、手術器具は、カテーテルから露出されると自動的に湾曲した
状態となり、対象組織に向かって曲げることができる湾曲部を遠位端に有することができ
る、あるいは、手術器具は、遠位先端部を関節動作させる／曲げるために使用者によって
能動的に制御される機構を有することができる。他の実施形態では、カテーテルのチャネ
ルまたはルーメンの中に直接挿入される内視鏡手術器具（術具）の代わりに、可撓性チュ
ーブが、カテーテルのルーメンまたはチャネルの中に貫通して挿入され、器具のガイドと
して機能する。即ち、まず可撓性チューブが、カテーテルのルーメンまたはチャネルの中
に挿入され、次いで、内視鏡器具が、ぞれぞれの可撓性チューブの中に貫通して挿入され
る。可撓性チューブは、カテーテルから露出されると自動的に湾曲した状態となり、対象
組織に向かって曲げることができる湾曲部を遠位端に有することができる、あるいは、可
撓性チューブは、遠位先端部を関節動作させる／曲げるために使用者によって能動的に制
御される機構を有することができる。可撓性チューブを利用するこれらの実施形態では、
可撓性チューブの湾曲性及び操作性により、内視鏡器具の位置決め及び向き設定が制御さ
れるため、内視鏡器具は、予め湾曲した先端部または関節動作機構を備える必要がない。
【００４６】
　好ましい実施形態では、本明細書に開示されるシステムは、体腔内の非対称手術空間を
形成するリトラクタを含む。より詳細には、制限された体腔、例えば、結腸内で手術する
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場合、体腔の拡張は、体腔が通常の状態に戻る能力を超えて伸び得る、または体腔を破裂
させ得るより危険な過剰な拡張が望ましくないため制限される。本明細書に開示される非
対称手術空間は、体腔を再構成または再形成する－体腔内の円筒状空間を非円筒状の非対
称空間に変形させて（即ち、幾何学的に変形させて）、対象組織の周りの空間を対象組織
の周りのより大きい手術空間に移行させて、視覚的及び機械的改善の両方を実現するよう
に設計されている。言い換えれば、円筒状の手術空間では、使用されない大きな空間領域
が存在するが、本明細書に開示される実施形態の再成形では、空間が移動または変化して
、使用されない空間が減少し、組織のアクセス及び治療のための大きな領域が形成される
。
【００４７】
　本明細書で使用される「処置する」、「処置」、及び「処置している」という語は、例
えば、疾患若しくは障害の予防、疾患若しくは障害の抑制、及び／または疾患若しくは障
害の症状の改善における治療的及び／または予防的使用を含む。「対象者」と「患者」と
いう語は、互換的に使用することができ、動物、例えば、限定されるものではないが、非
霊長類、例えば、ウシ、ブタ、ウマ、ネコ、イヌ、ラット、及びマウスなど；及び霊長類
、例えば、サルまたはヒトなどを含む哺乳動物を指すことができる。
【００４８】
　一部の実施形態では、本明細書で教示されるシステムは、可撓性のトルク伝達可能なマ
ルチチャネルシャフトの遠位端に動的に再構成可能な非対称リトラクタ構造を含むことが
でき、この非対称リトラクタ構造は、リトラクタの拡開によって形成される手術空間の剛
性及び形状の両方に対する制御を可能にするハンドルを有する。一部の実施形態では、リ
トラクタは、２～８、３～５、４～６、またはこれらのうちの任意の範囲の数の可撓性リ
トラクタ要素を有するスタビライザ・サブシステムを含むことができる。一部の実施形態
では、リトラクタ要素は、患者の体内での位置決めのために完全に閉縮すると少なくとも
互いに略平行に整列し得る。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、互いに約５～３０
度、約１０～２５度、約１５～２０度、約１５度、またはこれらのうちの任意の範囲の角
度である平面に整列される。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、約４～１２ｃｍ、
６～１０ｃｍ、７～９ｃｍ、５～１１ｃｍの範囲、またはこれらのうちの任意の範囲の長
さを有するフレームを形成する。一部の実施形態では、フレームは、約８ｃｍの長さであ
る。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、約１～５ｃｍ、２～４ｃｍの範囲、または
これらのうちの任意の範囲の幅を有するフレームを形成する。一部の実施形態では、フレ
ームは、約３ｃｍの幅である。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、約１～５ｃｍ、
２～４ｃｍの範囲、またはこれらのうちの任意の範囲の高さを有するフレームを形成する
。一部の実施形態では、フレームは、約３ｃｍの高さである。当業者であれば、本明細書
に説明される目的のためにリトラクタ要素を形成するために使用することができる様々な
適切な材料が存在することを理解されよう。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、Ｎ
ＩＴＩＮＯＬから形成することができる。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、マル
チフィラメント鋼線またはポリマーコードを含むことができる。ポリマー材料としては、
ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート
、ポリウレタン、またはポリエチレンを挙げることができる。リトラクタ要素の標準寸法
は、材料によって異なり得る。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、直径が約０．５
０８ｍｍ～１０．１６ｍｍ（約０．０２０インチ～０．４０インチ）の範囲のワイヤを含
むことができる。一部の実施形態では、リトラクタ要素は、直径が約０．７６２ｍｍ（約
０．０３０インチ）である。
【００４９】
　「約」という語は、実施形態で使用できる量または範囲における可能な偏差を示すため
に本明細書の教示で使用される。「約」は、例えば、指定された正確な量または範囲、及
び機能に実質的な差異を生じさせないであろう偏差を含めるために実施形態で使用するこ
とができる。機能における差異は、例えば、一部の実施形態では、差異が２０％未満で、
他の実施形態惠では１５％未満で、なお他の実施形態では１０％未満で、なお別の実施形
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態では、おそらく僅か５％未満で実質的でない。当業者であれば、実質的であるために必
要な機能における差異のパーセンテージは、比較される実施形態自体の機能によって決ま
る。
【００５０】
　本明細書で教示される方法、装置、及びシステムは、最小侵襲手術に使用することがで
きる。非侵襲手術は、対照的に、皮膚または粘膜を破壊することも、体の任意の他の組織
に大きな損傷を与えることもない手術として定義することができる。他方、最小侵襲外科
手術は、外科手術中にアクセスのための最小の外傷及び側副組織の最小の損傷を伴う。「
最小の」、「最小化する」、「最小化している」、「最小化された」、「回避する」、「
回避している」、「回避された」という語は、一部の実施形態では互換的に使用すること
ができる。最小侵襲性外科手術は、例えば、組織の損傷若しくは組織の損傷のリスクを最
小化または回避することによって、患者の外傷を軽減し、治癒過程を促進し、リスクを低
減し、従って入院の期間及び費用を少なくするため望ましい。組織の損傷若しくはそのリ
スクは、例えば、手術が、通常なら手術に関連し得る不必要な組織との接触を最小化また
は回避するように設計されている場合は、最小化または回避することができる。本明細書
で教示される体に優しい手術は、胃腸の外科手術中に組織を温存することに関する。
【００５１】
　本明細書で教示されるシステムは、例えば、組織の後退が、器具と対象組織との距離の
増減を容易にするリトラクタの部分的または完全な拡開または閉縮を含むことができるた
め動的であり得、このリトラクタの部分的または完全な拡開または閉縮は、手術空間の再
構成及び術具の軸方向の移動の支援に有用である。張力の増大及び解放により、手術空間
内に配置される組織の量を、手術中に正確に基準に合わせることができ、例えば、組織の
牽引－収縮－牽引を容易にして、組織の除去の際に切開平面の形成を助けることができる
。当業者であれば、手術空間を動的に再構成して対象組織に対する牽引－収縮－牽引を最
適化する能力が外科手術操作を容易にし得るため、この能力を有することを評価する。
【００５２】
　本明細書に開示されるシステムは、三角配置を実現することもできる。組織が２つの内
視鏡器具間に三角配置される組織の三角配置は、アクセス及び操作性を向上させる。
【００５３】
　図１は、一部の実施形態による、安定していながらも動的な手術環境において、最小の
侵襲で内視鏡手術により胃腸障害を処置するためのシステムを例示している。システム１
００は、対象者の体内での位置決めを容易にするためのマルチルーメンカテーテル・トラ
クタシステムを含むことができ、このようなシステムは、対象者の最小侵襲性処置を行う
ように設計することができる。システム１００は、このシステム１００内で１つ以上のチ
ャネル１１０及び内視鏡１１５を誘導するように構成された可撓性アウタチューブ１０５
を有することができる。可撓性アウタチューブ１０５は、例えば、システム１００の使用
中にチャネル（複数可）及び内視鏡を収容するためにルーメン（不図示）、近位端（不図
示）、及び遠位端１０８を有することができる。ルーメンは、近位端から遠位端に延びる
ことができ、このため、術具チャネル１１０を、使用者が近位端で操作することができる
。あるいは、アウタチューブ１０５は、マルチルーメンチューブとすることができ、この
ため、別個のルーメンが、内視鏡及び個々の術具チャネルを収容し、システム１００の使
用中に、チャネル１１０が、ガイドとして機能することができ、このガイドを介して、術
具１２０、１２５を挿入し、対象者の胃腸管１９５（または他の領域）における対象組織
１９０の処置で操作することができる。チャネル１１０は、例えば、独立に操作可能かつ
関節動作可能な術具と動作可能に接触することができ、このチャネルは、屈曲可能部を動
かすための挙上要素を有する。従って、一部の実施形態のチャネルの長さは、使用者によ
って操作のためにアウタチューブ１０５の近位端からチャネルが延出できる十分な長さで
ある。術具チャネルは、遠位端で屈曲可能または関節動作可能であり、このため、長手方
向軸から離れて対象組織１９０に向かう方向に曲がる。このような屈曲性は、形状記憶材
料の術具チャネル（ガイド）１１０が、図１に示されている形状記憶屈曲状態を有するよ
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うにすることによって実現することができる。術具チャネル１１０は、挿入のためにアウ
タチューブ１０５のルーメンの中に収納されると、略一直線状の状態となり、アウタチュ
ーブ１０５の遠位端から出て前進すると、図１の湾曲状態に戻る。他の材料も利用するこ
とができる。代替の実施形態では、術具チャネル１１０は、機構、例えば、使用者が引張
ってまたはアクチュエータが引張って術具チャネルを屈曲状態に移行させることができる
、遠位端に取り付けられた挙上要素または制御ワイヤを有することができる。術具チャネ
ルの湾曲性（関節動作）を実現するこれらの様々な方法は、本明細書で説明されるシステ
ムの様々な実施形態に使用することができる。
【００５４】
　一部の実施形態では、術具チャネルの中に貫通して挿入される術具は、当業者に公知の
任意の術具とすることができる。例えば、術具１２０、１２５としては、把持具、鉗子、
スネア、ハサミ、メス、切開器具、クランプ、内視鏡ステープラ、組織ループ、クリップ
アプライヤ、縫合糸送達器具、またはエネルギーによる組織凝固器具若しくは組織切断器
具を挙げることができる。チャネル１１０の遠位端である場合が多い屈曲可能部を動かす
ためのチャネル１１０の屈曲性により、チャネル１１０内に配置された術具１２０、１２
５が操作される、即ち、曲げられる。一部の実施形態では、少なくとも１つのチャネル１
１０及び／または内視鏡１１５が、手術中にアウタチューブ１０５内で移動する少なくと
も実質的な自由度を有する、または「浮動」することができるため、システム１００は、
浮動式マルチルーメンカテーテル・リトラクタシステムと見なすことができる。「術具」
と「器具」という語は、本明細書で教示される一部の実施形態では互換的に使用すること
ができることを理解されたい。図面から分かるように、術具１２０、１２５は、術具チャ
ネル１１０が上述のように屈曲するときに、その内部に配置された術具も屈曲するように
、少なくとも遠位端を可撓性にすることができる。あるいは、術具１２０、１２５は、関
節動作可能若しくは制御可能に屈曲可能にする、または形状記憶材料若しくは他の材料か
ら構成して、術具チャネル１１０の屈曲性に依存しないで屈曲できるようにすることも考
えられる。
【００５５】
　２つの術具チャネル１１０が例示されているが、３つ以上の術具チャネルまたは唯１つ
の術具チャネルを備えるシステムを利用できることも理解されたい。加えて、内視鏡は、
手術器具、例えば、把持具または切開器具の挿入のためのワーキングチャネルを有するこ
とができる。
【００５６】
　また、術具は、術具チャネルを必要とすることなく、アウタチューブ１０５のルーメン
の中に貫通して直接挿入できるように屈曲特性を備えることができることも考えられる。
これらの実施形態では、術具自体は、対象組織に向いた屈曲／湾曲を術具チャネルに依存
しないように屈曲可能または関節動作可能な特性を有する。
【００５７】
　一部の実施形態では、システムは、図１に示されているように、対象者の体内で拡開し
て処置空間または手術室１６０を形成する、可逆的に拡開可能なリトラクタ１５０を含む
ことができるため、安定していながらも動的な手術環境を含むことができる。リトラクタ
１５０は、例えば、アウタチューブ１０５の遠位端１０８の遠位側で拡開するように構成
することができる。一部の実施形態では、リトラクタは、処置のために対象組織１９０の
蠕動を少なくとも略抑えることができる。リトラクタ１５０は、例えば、胃腸管１９５の
足場として機能するために様々な構造を有することができる。例えば、リトラクタ１５０
は、リトラクタ要素１５１、１５２、１５３、１５４とともに、これらのリトラクタ要素
１５１、１５２、１５３、１５４に作動的に連結された近位カプラ１９８（これらのリト
ラクタ要素１５１、１５２、１５３、１５４に少なくとも略取り付けられている、及び／
または少なくともスライド可能に係合されているにかかわらない）、及びこれらのリトラ
クタ要素１５１、１５２、１５３、１５４との動作可能な連結の遠位点となる遠位ネクサ
スまたはハブ（またはカプラ）１９９を備えることができる。
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【００５８】
　図１の実施形態では、リトラクタ要素１５１は、第１の角度で近位カプラ１９８から延
びている近位部１５１ａ、好ましくは第１の角度とは異なる第２の角度で遠位ハブまたは
カプラ１９９から延びている遠位部１５１ｂ、及び近位部１５１ａと遠位部１５１ｂとの
間に延在する、組織に係合する係合部１５１ｃを有する可撓性要素である。図示されてい
るように、近位部１５１ａは、長手方向軸に対して遠位部１５１ｃよりも大きい角度で延
びて、リトラクタ要素自体の非対称拡開を実現している。従って、遠位部１５１ｂの長さ
は、近位部１５１ａの長さを超えている。リトラクタ要素１５２は、リトラクタ要素１５
１と同様の構成及び角度でも良いし、あるいは、異なる構成及び角度でも良い。あるいは
、リトラクタ要素１５１及び／または１５２は、近位部と遠位部が同じ長さ及び角度とな
るように構成しても良い。リトラクタ要素１５１、１５２は、長手方向軸の一側の方向に
拡幅することに留意されたい。この非対称拡幅は、後述される非対称室を形成する。
【００５９】
　リトラクタ１５０は、可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能なリトラクタで
あり、拡開時に非対称処置空間１６０を形成する。そして、リトラクタ１５０は、対象者
の体内でのシステム１００の位置決めの容易さを向上させるように設計されたリトラクタ
１５０の可撓性構成を可逆的に補強するとともに、リトラクタ１５０の拡開を可逆的に補
強するように構成することができる。リトラクタ１５０の安定化は、一部の実施形態では
、本明細書で教示されるスタビライザ・サブシステムによってリトラクタ１５０を安定化
させる手段を含むことができ、このスタビライザ・サブシステムは、例えば、拡開された
リトラクタ１５０を支持する少なくとも略剛性のビーム１７５を有する。
【００６０】
　例えば、略剛性のビームを利用することによる、本明細書の様々な実施形態で開示され
るリトラクタシステムの剛性化は、リトラクタシステムを有利に安定化させる、即ち、拡
開中に組織の反対の力によって生じ得る遠位先端部の屈曲を制限する。従って、スタビラ
イザは、荷重を保持し、より安定した部屋を形成するように作用する。一部の実施形態で
は、ビーム１７５は、略長方形の断面、略円形の断面、または他の形状の断面にすること
ができる。ビーム１７５は、リトラクタ要素よりも剛性の高い材料から形成することがで
きる。一部の実施形態では、ビームは、リトラクタ要素の断面寸法よりも大きい断面寸法
を有することができる。図１に示されているように、ビーム１７５は、リトラクタ要素に
よって形成された部屋の底部にあり、リトラクタ要素が、このビーム１７５から離れる径
方向（横方向）に延びている。ビーム１７５は、リトラクタ要素が拡開のためにアウタチ
ューブから露出されたときに露出されるより剛性の高い要素によって形成することができ
る、あるいは、以下により詳細に説明される実施形態の一部でのようにアウタチューブ内
から独立に前進させることができる。
【００６１】
　一部の実施形態では、アウタチューブは、本明細書で教示される目的のために、当業者
にとって有用であると考えられる任意の寸法を有することができる。例えば、アウタチュ
ーブは、約３ｍｍ～約３０ｍｍ、約５ｍｍ～約２５ｍｍ、約７ｍｍ～約２２ｍｍ、約９ｍ
ｍ～約２０ｍｍ、約１１ｍｍ～約１８ｍｍ、約８ｍｍ～約１５ｍｍ、約１０ｍｍ～約１６
ｍｍの範囲、または１ｍｍ増分されたこれらのうちの任意の範囲の外径を有することがで
きる。アウタチューブの長さは、例えば、約３０インチ～約７２インチ（約７６．２ｃｍ
～約１８２．８８ｃｍ）、約３１インチ～約３６インチ（約７８．７４ｃｍ～約９１．４
４ｃｍ）、約２８インチ～約８０インチ（約７１．１２ｃｍ～約２０３．２ｃｍ）、約３
２インチ～約４０インチ（約８１．２８ｃｍ～約１０１．６ｃｍ）、約３４インチ～約３
８インチ（約８６．３６ｃｍ～約９６．５２ｃｍ）の範囲、または１インチ（２．５４ｃ
ｍ）増分されたこれらのうちの任意の範囲とすることができる。
【００６２】
　アウタチューブは、本明細書で教示される目的のために、当業者にとって有用であるこ
とが知られている任意の材料から製造することができる。例えば、アウタチューブは、ポ
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リマー、または場合によっては埋め込みワイヤ補強を有するポリマーを含むことができる
。このワイヤ補強は、メッシュ、編み組、螺旋コイル、またはこれらの任意の組み合わせ
とすることができる。ワイヤ補強は、本明細書で説明される目的に有用であると当業者が
考える任意の材料を含むことができる。例えば、ワイヤ補強は、ポリマーチューブよりも
約１～３桁高い弾性係数を有する材料を含むことができる。ワイヤ材料は、例えば、約０
．００３インチ～約０．０１７インチ（約０．０７６ｍｍ～約０．４３２ｍｍ）、約０．
００５インチ～約０．０１５インチ（約０．１２７ｍｍ～約０．３８１ｍｍ）、約０．０
１０インチ～約０．０１２インチ（約０．２５４ｍｍ～約０．３０５ｍｍ）の範囲、また
は約０．００１インチ（約０．０２５ｍｍ）増分されたこれらのうちの任意の範囲の直径
を有するステンレス鋼を含むことができる。チューブの硬さ、またはデュロメータは、本
明細書で説明される目的に有用であると当業者が考える任意の硬さにすることができる。
例えば、硬さは、例えば、約５０ショアＡ～約６０ショアＡ、約４０ショアＡ～約８０シ
ョアＡ、約４５ショアＡ～約７０ショアＡの範囲、または１ショアＡ増分されたこれらの
うちの任意の範囲とすることができる。当業者であれば、アウタチューブは、可撓性で弾
性的に屈曲可能であるが、ハンドルまたはシステムの近位端からリトラクタまたはシステ
ムの遠位端にトルクを伝達するために十分な捻じり剛性を有するべきであることを理解さ
れよう。
【００６３】
　アウタチューブは、一部の実施形態では近位カプラと本明細書で呼ばれるリングに遠位
端で連結することができ、このリングは、リトラクタ要素が貫通してスライドするように
その内部に形成されたポータルを有するとともに、内視鏡及び少なくとも１つの術具のた
めのチャネルの所望の向き設定及び位置決めを可能にし、これにより、リトラクタ要素、
内視鏡、及び少なくとも１つの術具が、特定の機能、例えば、手術空間の拡大、切開平面
の視野の向上、または当業者に興味があると考えられる任意の他の手術変数が実現される
ように所定の要領で互いに対して整えられる。例えば、図１に示されている実施形態では
、リトラクタ要素のポータルは、内視鏡及び術具チャネルのポータルから径方向外側に離
間している。
【００６４】
　一部の実施形態では、本明細書で教示されるリトラクタ構造はそれぞれ、処置に望まし
い程度に病変を略固定する手段である。例えば、平坦または底部が広いポリープ、例えば
、底部が約１ｃｍ以上の幅のポリープについての現在のループの使用及び断片除去では、
明確な切除縁を形成することができないが、本明細書で教示されるシステムは、一部の実
施形態では、処置領域の周りの腸壁の全周囲を固定するまたは取り付けて、明確な切除縁
の形成を容易にすることができる。当業者であれば、本明細書で教示されるシステムによ
って形成することができる、（ｉ）少なくとも略閉縮しない、（ｉｉ）少なくとも略蠕動
しない；かつ（ｉｉｉ）例えば、臀部のような任意の体の固定点に関連する腹腔内の特定
の部位に少なくとも略取り付けられる手術空間を有することを評価されよう。これは、既
存のシステムに対する大きな改善である。なぜなら、既存のシステムは、例えば、手術空
間からの空気の漏れによって生じ得る腸の閉縮；たとえ鎮静状態の患者でも一般的である
蠕動；及び、患者の呼吸、スコープ若しくは他の器具の操作の動き、または場合によって
は処置領域を動かす周囲の蠕動よって引き起こされるさらなる不所望の腸の運動を含む、
多数の既存の問題に対応していないためである。このような問題は、本明細書で教示され
るシステムによって対処される。従って、本明細書で教示されるシステムは、胃腸の内視
鏡手術中に通常生じる腹部における様々な動く力に対する少なくとも実質的な抵抗を有す
る剛性の安定した構造を提供することができる。当業者であれば、手術空間に対するこれ
らの動く力の影響の軽減が、固有の技術的な複雑さ、制限された効果、及び内視鏡手術中
の安全性の低下の改善に役立つことを理解されよう。
【００６５】
　上記の利点を有する手術空間を形成することに加えて、この手術空間は、処置、例えば
、ポリープ切除のための術具の十分な手術距離を確保して個々の術具の操作性及び制御性
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を向上させて、組織の三角配置を可能にするために形成される。手術空間の距離はまた、
対象組織の視認性を改善するために有利に確保される。
【００６６】
　一部の実施形態では、本明細書で教示されるシステムは、使用中に内視鏡上をスライド
させて位置決めすることができる。これらの実施形態では、まず内視鏡が対象組織に隣接
した位置まで挿入され、次いで、マルチルーメンチューブまたはカテーテルが内視鏡上を
進められ、内視鏡が、この内視鏡を受容するアウタチューブまたはカテーテルのルーメン
（チャネル）上をスライドする。実際、現在の最新の手術で当業者によって既に使用され
ている、本明細書で教示されるシステムを使用する様々な方法が存在することを理解され
たい。例えば、この方法は、マルチルーメンチューブをオーバーチューブ、カバー、また
はシースの中に挿入することを含むことができる。そして、一部の実施形態では、内視鏡
は結腸境とすることができる。多くの実施形態では、使用方法にかかわらず、リトラクタ
構造は、対象病変と対向壁との距離、及び最も後退しているが可視化された位置にある器
具と病変との距離を長くして有効な手術空間を拡大させるために結腸壁の一側を非対称に
機械的に後退させることができる。
【００６７】
　一部の実施形態では、システムは、術具及び内視鏡を操作するための少なくとも２つの
ワーキングチャネルを有するマルチルーメンカテーテルを含むことができ、２つのワーキ
ングチャネルのそれぞれは、互いに独立に、かつ内視鏡とは独立に６度の自由度を有する
。内視鏡及び術具を独立に操作できることにより、例えば、１つの器具が組織若しくは病
変を別の器具、例えば、切開器具に対して離れる方向若しくは略垂直に後退させるととも
に、独立に内視鏡の位置を最適化する、従って、処置領域の視野を最適化することが可能
である。これは、明確な縁で組織の除去を容易にする。チャネルは、数度の自由度、一部
の実施形態では６度の自由度で術具を操作することができ、現在の最新のシステムと比較
すると、手術領域の操作性が大幅に向上している。一部の実施形態では、少なくとも１つ
の独立に操作可能かつ関節動作可能な術具は、手術領域で最大約３６０度、約３１５度、
約２７０度、約２２５度、約１８０度、約１３５度、または約９０度の角度、独立に回転
可能とすることができる。加えて、術具は、手術領域の少なくとも一方向に最大約１８０
度、約１３５度、約９０度、または約４５度の角度まで独立に屈曲可能とすることができ
る。
【００６８】
　本明細書で教示されるシステムは、システムの柔軟性の向上をさらに促進するために、
浮動チャネルの向きを整える手段を有することができる。一部の実施形態では、例えば、
近位カプラ、即ち、アウタチューブの遠位端に取り付けることができるリングを使用して
、術具及び内視鏡を特定の構成に整えて、これらがシャフトから出て、リトラクタによっ
て形成された手術空間の中に入るときの器具の特定の位置決めを容易にすることができる
。一部の実施形態では、術具チャネルは、最も拡開するリトラクタ要素から、内視鏡より
も遠くに配置することができる。同様に、アウタチューブの近位端は、各チャネルに対応
するそれぞれの開口を有することもでき、これらの開口は、例えば、１つ以上のチャネル
をアウタチューブに作動的に連結する、ハンドルカプラの一部またはハンドル自体とする
ことができる。アウタチューブとチャネルとの動作可能な連結は、例えば、患者の外部か
ら内視鏡及び術具を制御する手段を実現することができる。リングは、本明細書で論じら
れる目的に適切であると当業者が考える任意の材料から形成することができる。例えば、
リングは、ステンレス鋼、または場合によってはプラスチック、例えば、ポリカーボネー
ト若しくはアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）から形成することができる。
【００６９】
　一部の実施形態では、本明細書で教示されるシステムは、要素の任意の組み合わせを含
むことができ、選択される要素の組み合わせは、このシステムとは別個に得られる要素と
ともに動作可能となるように設計されることを理解されたい。例えば、システムは、アウ
タチューブ及びリトラクタ要素を含むことができ、アウタチューブは、別個に得られる少
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なくとも１つのチャネル及び別個に得られる内視鏡とともに動作可能である。同様に、シ
ステムは、アウタチューブ、リトラクタ、及び内視鏡を含むことができ、チャネルが、別
個に得られる；または、アウタチューブ、リトラクタ、及びチャネルを含むことができ、
内視鏡が別個に得られる。さらに、システムは、アウタチューブ、リトラクタ、内視鏡、
及び少なくとも１つのチャネル；または、ハンドル、アウタチューブ、リトラクタ、内視
鏡、少なくとも１つのチャネル、及び少なくとも１つの術具を含むことができる。
【００７０】
　「実質的な」及び「略（実質的に）」は、例えば、パラメータの相対指標を指すために
使用することができる。「実質的な」及び「略（実質的に）」は、一部の実施形態では、
例えば、量、性能、または他の特性に関連する変化または機能の程度を示すために使用す
ることができる。以下は、一般的な実施形態の説明における例のためのものである：上述
のように、システムは、浮動システムと見なすことができ、一部の実施形態では、浮動チ
ャネル、浮動内視鏡、複数の浮動チャネル、またはこれらの組み合わせを有することがで
きる。例えば、「システム内の少なくとも略浮動する構成」という句は、別のシステムの
要素に対して少なくとも一方向に動きを制限するある種の取り付け部、このような動きの
制限を最小限にする最小の取り付け部を有することができる、または場合によっては取り
付け部を有していない構成、例えば、チャネルまたは内視鏡の構成を指すことができる。
例えば、チャネルまたは内視鏡は、第２のこのようなシステムの柔軟性を向上させるため
、または第２のこのようなシステムの柔軟性の向上を本質的に達成するために浮動型構成
を使用しないこのような第２のシステムに関連したアウタチューブ内で少なくとも略浮動
するように構成することができる。従って、多くの実施形態では、内視鏡及び／またはチ
ャネルは、構成の実質的な部分がシステム内に取り付けられないようにすることができ、
これにより、この実質的な部分が、アウタチューブ内を「浮動する」または略自由に動く
ことができる。「実質的な部分」は、例えば、第２のこのようなシステムの柔軟性を向上
させるため、または第２のこのようなシステムの柔軟性の向上を本質的に達成するために
浮動型構成を使用しないこのような第２のシステムと比較した、システムの性能特性、例
えば、柔軟性の向上を実現するためにシステム内に取り付けてはならない構成のパーセン
テージとすることができる。
【００７１】
　「処置のために対象組織の蠕動を少なくとも略抑える」という句は、例えば、性能特性
、例えば、処置を容易にする対象組織の動きの制御を実現する通常の使用条件下で、いく
らかの最小の蠕動を有する、または場合によっては蠕動のない対象組織を指すことができ
る。「少なくとも略取り付けられた」、例えば、「アウタチューブのルーメンに少なくと
も略取り付けられた」という句は、例えば、固定取り付け部または可動取り付け部を有す
る要素を指すことができる。一部の実施形態では、取り付け部は、要素とルーメンとの間
とすることができ、この場合、要素の動きの自由動が少なくとも１度低下する。例えば、
要素は、スライド及び／または回転がルーメン上の特定の固定点に対して生じる限り、ア
ウタチューブのルーメンに対してスライド及び／または回転することができる。同様に、
「少なくとも略取り付けられた」は、もちろん、一部の実施形態では、「固定された」ま
たは「可逆的に固定された」などを意味することができる。同様に、「少なくともスライ
ド可能に取り付けられた」は、少なくとも要素間のスライド運動、例えば、ポートとチュ
ーブとのスライド運動を可能にする要素間の取り付けを指すことができる。一部の実施形
態では、内視鏡は、少なくともスライド可能に取り付けることができ、例えば、このスコ
ープは、その中心軸の方向にスライドしてポートに対して出入りすることができ、このた
め、スコープがポートを越えて延出する距離を調整可能である。そして、一部の実施形態
では、要素は、「少なくともスライド可能に取り付ける」ことができ、この場合、要素は
、スライドすることができ、さらに他の方向にも移動することができる。例えば、ポート
は、一部の実施形態では、スコープよりも実質的に大きくすることができ、このため、ス
コープは、軸方向にスライドし、かつ左右に移動して、その中心軸がアウタチューブの中
心軸に対して平行になるようにする、または場合によっては、その中心軸がアウタチュー
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ブの中心軸に対して平行にならないようにすることができる。
【００７２】
　「柔軟性を少なくとも実質的に向上させる」という句は、要素の別の向き及び設計と比
較した場合に、システムの柔軟性を向上させる要素の向きを指すことができる。例えば、
「第２のこのようなシステムに対してシステムの柔軟性を少なくとも実質的に向上させる
」という句は、システムの柔軟性が、対象組織の処置のための対象者の体内でのシステム
の位置決めの容易さを改善する最小限の増加を有するような、通常の使用条件下で浮動構
成を有していない第２のシステムに対する請求項にかかわるシステムの柔軟性の比較を指
すことができる。
【００７３】
　「少なくとも略剛性の要素」という句は、通常の使用で発生する力の下で、所望の機能
が得られるような剛性または十分に剛性の要素を指すことができる。例えば、所望の機能
は、対象者の体内でのリトラクタの拡開時に、リトラクタの長さに沿った１つ以上の位置
での剛性要素の曲げモーメントの発生を防止または抑制することであり得る。一部の実施
形態では、本明細書で教示されるシステムは、４つのリトラクタ要素を備えるリトラクタ
を有することができ、このうちの少なくとも２つは、対象者の体内で拡開して処置のため
の手術空間を形成することが可能である。この例では、手術空間を形成するための少なく
とも２つのリトラクタ要素の対象組織に向かう拡開は、組織を後退させるために十分な力
を必要とし、かつ剛性要素に曲げモーメントを生じさせ得る反対方向の対抗する力を生じ
させる。当業者であれば、このような曲げモーメントは問題であり得、例えば、このよう
な曲げモーメントは、対象組織の処置中のリトラクタの状態に対する使用者の制御に影響
を及ぼす不安定性の原因となることを理解されよう。このような実施形態では、曲げモー
メントを防止または抑制する要素は、「少なくとも略剛性」であり得、例えば、この場合
、使用者が、対象組織の後退中のリトラクタの状態に対する所望のレベルの制御、または
少なくとも十分な制御を維持する。一部の実施形態では、曲げモーメントを防止または抑
制する要素は、対象者の体内または体外にあるにかかわらず、少なくとも略剛性であり得
、この場合、リトラクタの拡開による要素の屈曲は、０．０～約５度、約１．０度～約１
０度、約２．０度～約１２度、約３．０度～約１０度、約１．０度～約１５度、約１．０
度～約９．０度、約１．０度～約８．０度、約１．０度～約７．０度、約１．０度～約６
．０度、約１．０度～約５．０度、約１．０度～約４．０度の範囲、または約０．１度増
分されたこれらのうちの任意の範囲の撓みを生じさせる。一部の実施形態では、剛性要素
の撓みは、約１．０度、約２．０度、約３．０度、約４．０度、約５．０度、約６．０度
、約７．０度、約８．０度、約９．０度、約１０．０度、または０．１度増分されたこれ
らのうちの任意の値を超えることができない。屈曲は、例えば、拡開によって剛性要素に
対して生じる力により剛性要素の軸の元の位置から撓んだ点として測定することができる
。
【００７４】
　「実質的な」または「略（実質的に）」という語は、一部の実施形態では互換的に使用
することができ、当業者によって許容され得る任意の相対指標を用いて説明することがで
きる。例えば、相対的なパーセンテージは、実質的な量、実質的な変化、実質的な相違、
または実質的な機能などを示すために使用することができる。一部の実施形態では、パー
センテージは、１０％超、２０％超、３０％超、４０％超、または５０％超とすることが
できる。一部の実施形態では、パーセンテージは、６０％超、７０％超、または８０％超
とすることができる。そして、一部の実施形態では、パーセンテージは、９０％超、９５
％超、または一部の実施形態では、９９％超にもすることができる。例えば、「実質的な
［量］」または「実質的な［変化］」は、基準パラメータに対する任意の量または変化を
含むことができる。量または変化は、例えば、基準パラメータに対する増加または減少を
含むことができ、かつパラメータの基準点と比較することができる。基準点からの偏差は
、例えば、少なくとも１％、少なくとも２％、少なくとも３％、少なくとも５％、少なく
とも１０％、少なくとも１５％、少なくとも２０％、少なくとも２５％、少なくとも３０
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％、少なくとも３５％、少なくとも４０％、少なくとも４５％、または１％増分されたこ
れらのうちの任意の値とすることができる。また、例えば、「実質的な［機能］」または
「略（実質的に）［機能する］」の制限は、基準機能パラメータに対する比較として役立
ち、意図する機能をなお果たす偏差を示すことができる。基準機能としては、例えば、浮
動、無蠕動、取り付け、屈曲、剛性、及び別の物体に対する位置または位置決めを含むこ
とができる。基準点からの偏差は、例えば、１％未満、３％未満、５％未満、１０％未満
、１５％未満、２０％未満、２５％未満、３０％未満、３５％未満、４０％未満、４５％
未満、または０．１％増分されたこれらのうちの任意の値とすることができる。例えば、
要素は、基準から許容され得る偏差未満外れた許容され得る実質的な［機能］を有するこ
とができる。
【００７５】
　従って、システムは、対象者の体内での位置決めを容易にするための浮動式マルチルー
メンカテーテル・リトラクタシステムを含むことができ、このようなシステムは、対象者
の最小侵襲性処置を実現するように設計することができる。一部の実施形態では、システ
ムは、浮動チャネル及び浮動内視鏡をシステム内の少なくとも略浮動する構成の中に誘導
するように構成された可撓性の高いアウタチューブを含む。この可撓性アウタチューブは
、ルーメン、近位端、及び遠位端を有することができる。そして、システムの使用中に、
浮動チャネルは、ガイドとして機能し、このガイドを介して、術具が対象者の体内の対象
組織の処置で操作される。一部の実施形態では、術具としては、把持具、鉗子、ハサミ、
メス、切開器具、内視鏡ステープラ、組織ループ、クリップアプライヤ、縫合糸送達器具
、またはエネルギーによる組織凝固器具若しくは組織切断器具を挙げることができる。そ
して、一部の実施形態では、浮動チャネルは、術具を操作するために屈曲可能部を動かす
ための挙上要素を有することができる。一部の実施形態では、少なくとも１つのチャネル
及び／または内視鏡は、手術中にアウタチューブ内で動くまたは「浮動する」少なくとも
実質的な自由度を有することができるため、システムは、本明細書で教示される浮動式マ
ルチルーメンカテーテル・リトラクタシステムと見なすことができる。
【００７６】
　同様に、システムは、拡開して対象者の体内で処置空間を形成する可逆的に拡開可能な
リトラクタを含むことができるため、安定していながらも動的な手術環境も含むことがで
きる。リトラクタは、アウタチューブの遠位端の遠位側で拡開して、処置のために対象組
織の蠕動を少なくとも略抑えるように構成することができ；対象者の体内でシステムの使
用中に、浮動チャネルを、第１の近位位置及び第１の遠位位置でアウタチューブのルーメ
ンに少なくとも略取り付けることができ、この浮動チャネルが、第１の近位位置と第１の
遠位位置との間でアウタチューブのルーメン内で少なくとも略浮動することができる。同
様に、システムの使用中に、浮動内視鏡を、第２の近位位置及び第２の遠位位置でアウタ
チューブのルーメンに少なくともスライド可能に取り付けることができ、この浮動内視鏡
が、第２の近位位置と第２の遠位位置との間でアウタチューブのルーメン内で少なくとも
略浮動することができる。そして、システムの使用中に、少なくとも略浮動する構成は、
第２のこのようなシステムに対するシステムの柔軟性を少なくとも実質的に向上させるこ
とができ、第２のこのようなシステムは、アウタチューブの近位端と遠位端との間でアウ
タチューブの全長に亘ってルーメンに取り付けられた術具及び内視鏡用のルーメンを有す
る。少なくとも略浮動する構成の向上した柔軟性は、対象組織の処置のための対象者の体
内でのシステムの位置決めの容易さを向上させることができる。さらに、リトラクタは、
拡開時に非対称処置空間を形成する、可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能な
リトラクタとすることができる。そして、リトラクタは、その可撓性構成を可逆的に補強
するように構成することができ、この可撓性構成は、対象者の体内でシステムの位置決め
の容易さを向上させるとともに、リトラクタの拡開のために可逆的に補強するように設計
されている。
【００７７】
　図２Ａ及び図２Ｂは、一部の実施形態に従って、本明細書で教示されるシステムを上行
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結腸の病変の処置のためにどのように位置決めできるかを例示している。位置決め２００
に有用であることが当業者に知られている任意の一連のステップ及び方法を本明細書で教
示されるシステムとともに使用できることを理解されたい。図２Ａは、上行結腸２９５の
一部にある病変、対象組織２９０を探すために内視鏡２１５をどのように使用できるかを
例示している。図２Ｂは、対象組織２９０の処置におけるシステムの位置決め２００のガ
イドとして内視鏡２１５を用いて、マルチルーメンカテーテル・リトラクタシステム２０
１をどのように対象組織２９０に誘導できるかを例示している。図面から分かるように、
マルチルーメンカテーテルは、図２Ｂに示されているように内視鏡２１５上を進められる
。
【００７８】
　図３Ａ～図３Ｌは、一部の実施形態に従って、本明細書で教示されるシステムを結腸の
病変の除去にどのように使用できるかを例示している。上記のように、システムは、患者
の体の他の領域に使用して、他の対象組織を処置することもできる。結腸壁からのポリー
プの除去に関する本明細書の説明は、システム（及び本明細書に開示される他のシステム
）を他の外科適用例及び他の体の空間に使用することができるため、一例として図示され
記載される。システムは、胃腸病変３９０の処置３００において図２Ａ及び図２Ｂに示さ
れているように位置決めすることができ、病変への多方向・多角度アプローチを使用する
ことができる。例えば、図２Ａ及び図２Ｂに示されているように、このアプローチは、内
視鏡３１５を用いて対象者の胃腸管腔の病変を見つけること；及び、対象組織、胃腸病変
３９０を処置するための、略剛性の安定した管腔内手術領域を形成することを含むことが
できる。図３Ａでは、システムは、病変３９０で位置決めされ、図３Ｂでは、拡開可能な
リトラクタ３５０が、後に拡開して非対称手術空間３６０（図３Ｃ）を形成するために露
出されている。図３Ａでは、シースまたはカバー３５５が、挿入を容易にするためにリト
ラクタ要素上に配置されていて、シース３５５の遠位端が、遠位カプラ３９９に当接する
か、または遠位カプラを覆っている。対象部位まで挿入されたら、図３Ｂに示されている
ように、シース３５５が除去されて、後の拡開のためにリトラクタ要素が露出されている
。あるいは、リトラクタ要素は、拡開状態に付勢することができ、かつシース３５５によ
って閉縮送達状態に維持することができることも理解されたい。このような実施形態では
、リトラクタ要素を露出させるシース３５５の除去により、リトラクタ要素が、図３Ｃの
その拡開状態に自動的に拡開することができる。
【００７９】
　図３Ｃ及び図３Ｄは、手術空間３６０の形成、並びに内視鏡３１５及び術具３２０、３
２５の操作を例示している。リトラクタ３５０が病変３９０に隣接して位置決めされると
、リトラクタ３５０が拡開されて、病変３９０の処置のための非対称手術空間３６０が形
成される。一部の実施形態のリトラクタ３５０は、遠位カプラ３９９と近位カプラ３９８
とを互いに対して移動させることによって拡開することができ、カプラ３９９とカプラ３
９８との距離が短くなると、リトラクタ要素が、アウタチューブ（カテーテル）３０５の
長手方向軸に対してさらに横方向に押される。代替の実施形態では、リトラクタ要素は、
アクチュエータに作動的に連結することができ、このため、アクチュエータは、以下に詳
細に説明される図１１の実施形態でのようにリトラクタ要素を曲げるように移動する。な
お他の代替の実施形態では、リトラクタ要素は、アウタチューブまたはアウタチューブを
覆うシースから露出されると、リトラクタ要素がその拡開構造、例えば、それらの形状記
憶拡開構造に自動的に戻るように、形状記憶材料または他の材料から構成することができ
る。このような形状記憶リトラクタ要素が利用される場合、これらのリトラクタ要素は、
露出されると、図３Ｂの状態から図３Ｃの状態に自動的に移行する。
【００８０】
　システムは、本明細書で教示される任意の構成、例えば、（ｉ）病変３９０の観察に使
用される少なくとも１つの独立に操作可能かつ関節動作可能なスコープ３１５、（ｉｉ）
病変３９０の処置に使用される少なくとも１つの独立に操作可能かつ関節動作可能な術具
３２０、３２５のための少なくとも１つの術具チャネル３１０、及び（ｉｉｉ）非対称に
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拡開可能な構造をとり得るリトラクタ３５０を有することができる。一部の実施形態では
、リトラクタ３５０は、病変３９０に向かって非対称に拡開することができ、この拡開で
は、リトラクタ３５０の一部が、病変３９０の周囲組織を押して、非対称手術領域を形成
することによって手術領域を拡大し、従って、処置のための病変３９０の手術領域３６０
内への進入を容易にする。リトラクタ３５０は、アウタチューブ３０５の遠位端の遠位側
に位置決めすることができ、非対称手術領域３６０は、病変３９０の処置を容易にするた
めに、独立に操作可能かつ関節動作可能なスコープ３１５及び少なくとも１つの術具３２
０、３２５に対して略剛性かつ安定性とすることができる。病変３９０の処置は、例えば
、（ｉ）病変３９０を関節動作スコープ３１５で観察すること、及び（ｉｉ）非対称手術
領域３６０内の病変３９０への多方向・多角度アプローチを用いて、病変３９０の処置に
少なくとも１つの術具３２０、３２５を使用することを含むことができる。
【００８１】
　図３Ａ～図３Ｊの実施形態では、４つのリトラクタ要素が設けられている。２つのリト
ラクタ要素３５３、３５４が、リトラクタシステムの底部にあり、外向きに曲がった形状
または弓形形状を有する。リトラクタ要素３５１、３５２は、さらに径方向外向きに拡開
して、病変が確認された結腸壁に対して力を加える。これらのリトラクタ要素は、以下に
さらに詳細に説明される。
【００８２】
　一部の実施形態では、独立に操作可能かつ関節動作可能なスコープ３１５及び少なくと
も１つの術具３２０、３２５は、手術領域３６０内で独立に軸方向に移動可能であり、手
術領域３６０内で独立に回転可能であり、かつ手術領域３６０内で少なくともと一方向に
独立に屈曲可能であり得る。従って、一部の実施形態では、病変３９０の周囲組織を押す
リトラクタ３５０の部分、例えば、リトラクタ要素３５１、３５２は、アウタチューブ３
０５の遠位端の中心軸３０７から、リトラクタの他の部分よりもさらに拡開し、アウタチ
ューブ３０５の遠位端の中心軸３０７を中心に単に対称に拡開する第２のこのような構造
と比較すると、病変３９０の処置のためのより一層大きい手術空間３６０を形成すること
ができる。これは、過度に伸長させて結腸に損傷または裂傷を与えることなく、対象領域
における結腸の構造を変形させることによって実現される、器具の先端部から対象組織ま
での最も長い手術距離を確保することが望ましいという事実によるものである。
【００８３】
　リトラクタシステムが図３Ｃに示されているように拡開した後に、視認性を改善するた
めに内視鏡３１５を、手術空間３６０内で対象病変３９０に向かって関節動作させること
ができることに留意されたい。
【００８４】
　図３Ｅは、病変３９０への多方向・多角度アプローチを例示し、病変３９０に対する手
術領域３６０、内視鏡３１５、及び術具３２０、３２５の位置決めのステップを示してい
る。リトラクタ３５０が、図３Ｃに示されているように拡開された後に、システムの使用
者が、病変３９０を観察して、手術空間３６０内の殆ど全ての所望の角度から術具３２０
、３２５を用いて病変３９０に到達することができる。術具チャネル３１０が、マルチル
ーメンカテーテルまたはチューブの各ルーメンの中を貫通して進められ、内視鏡術具また
は器具が、術具チャネル３１０の中に貫通して挿入され、術具の遠位端が、図３Ｄに示さ
れているように術具チャネル３１０の遠位側に延出する。術具チャネルの利点は、図１１
の実施形態に関連付けて詳細に後述され、このような利点は、術具チャネルを利用するこ
の実施形態及び他の実施形態に当てはまる。上記のように、代替の実施形態では、屈曲可
能／関節動作可能な術具チャネルを使用しないでも内視鏡術具の操作を可能にする上記説
明された屈曲可能／関節動作可能な特性を内視鏡術具が有するのであれば、術具チャネル
を用いずに、内視鏡術具をカテーテルまたはチューブのルーメンの中に直接挿入すること
ができることも考えられる。
【００８５】
　図３Ｆは、システムの多様性を例示し、独立に選択された第２の角度から術具３２５を
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使用して病変３９０を把持し、そして独立に選択された第３の角度から内視鏡３１５を使
用して病変３９０を観察できるようにしながら、独立に選択された第１の角度から術具３
２０を使用して病変３９０を切開して除去するステップを示している。図示されているよ
うに、術具３２０、３２５の異なる角度は、病変へのアクセス、病変の操作性及び除去を
容易にする組織の三角配置を有利に達成する。切開具３２０によって胃腸管３９５から病
変３９０が切除された後に、組織欠損部３９７が残る。切開具３２０は、一部の実施形態
では、電気外科器具の形態であり得るが、他の切開具／切除具も利用できることに留意さ
れたい。図３Ｇは、手術の完了の準備として切除病変３９０をリトラクタアセンブリの中
に放出するステップを例示している。図３Ｈ及び図３Ｉは、組織欠損部３９７を閉じるス
テップを例示し、病変３９０の切除のための術具３２０が、病変を閉じるための術具３２
２に代わっていることを示している。この病変は、様々な方法、例えば、機械式（例えば
、クリップ、ステープル、または構造物）、接着剤、電気エネルギーなどによって閉じる
ことができる。図３Ｊ及び図３Ｋは、術具３２３を用いて除去のために病変３９０を捕捉
するステップ、及び対象者からシステムを除去する準備として、閉縮したリトラクタ要素
３５１、３５２、３５３、３５４の中に病変３９０を捕捉して閉じ込めるためにリトラク
タ３５０を閉縮させるステップを例示し、閉縮されたリトラクタ要素の中に閉じ込められ
た病変をさらに封入するためにカテーテル上をスライドさせることができる任意選択のリ
トラクタカバー３５５の使用も含む。図３Ｌは、組織欠損部が閉じられて処置が完了した
図である。
【００８６】
　一部の実施形態では、例えば、図３Ｂ～図３Ｊに示されているように、システムは、対
象者の体内で拡開して処置空間３６０を形成する、可逆的に拡開可能なリトラクタ３５０
を含むことができるため、安定していながらも動的な手術環境を含むことができる。リト
ラクタ３５０は、例えば、アウタチューブ（カテーテル）３０５の遠位端３０８の遠位側
で拡開するように構成することができる。一部の実施形態では、リトラクタは、処置のた
めに対象組織３９０の蠕動を少なくとも略抑えることができる。リトラクタ３５０は、例
えば、胃腸管３９５内の足場として機能する様々な構造を有することができる。例えば、
リトラクタ３５０は、リトラクタ要素３５１、３５２、３５３、３５４とともに、これら
のリトラクタ要素３５１、３５２、３５３、３５４に作動的に連結された近位カプラまた
はハブ３９８（これらのリトラクタ要素３５１、３５２、３５３、３５４に少なくとも略
取り付けられている、及び／または少なくともスライド可能に係合されているにかかわら
ない）、及びこれらのリトラクタ要素３５１、３５２、３５３、３５４との動作可能な連
結の遠位点となる遠位ネクサスまたはカプラ３９９を含むことができる。遠位ネクサスま
たはカプラ３９９は、リングの形状で示されているが、当業者に望まれる事実上全ての形
状、例えば、円錐、半球、及び球などにすることができ、システムの遠位端を越える内視
鏡の通過のためのポートを備えても良いし、または備えなくても良い。上記のように、一
部の実施形態では、近位カプラ３９８を遠位カプラ３９９に向かって移動させる、遠位カ
プラを近位カプラ３９８に向かって移動させる、または両方のカプラを互いに向かって移
動させてこれらのカプラの距離を縮めて、リトラクタ要素を径方向外向きに押すことがで
きる。リトラクタ要素の外向きの拡開の程度は、近位カプラ３９８と遠位カプラ３９９と
の距離を制御することによって制御することができる。リトラクタは、近位カプラ３９８
と遠位カプラ３９９との距離を調整することによって、所望に応じて拡開状態から閉縮状
態へ、そして閉縮状態から拡開状態へ繰り返し移行させることができる。このようなリト
ラクタ要素の制御された拡開は、図１１の実施形態でのように、リトラクタ要素の近位端
をアクチュエータに作動的に接続することによって達成することもできる。あるいは、上
記のように、リトラクタ要素を、形状記憶材料などの材料から構成して、カテーテルまた
はシースが露出されると自動的に拡開するようにすることができる。
【００８７】
　図示されているリトラクタ要素の拡開状態では、リトラクタ要素３５１は、第１の角度
で近位カプラ３９８から延びた近位部３５１ａ、好ましくは第１の角度とは異なる第２の
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角度で遠位ハブまたはカプラ３９９から延びた遠位部３５１ｂ、及び近位部３５１ａと遠
位部３５１ｂとの間に延在する、組織に係合する係合部３５１ｃを有する可撓性要素であ
る。図示されているように、近位部３５１ａは、長手方向軸に対して遠位部３５１ｂより
も大きい角度で延びて、リトラクタ要素自体の非対称拡開を形成する。従って、遠位部３
５１ｂの長さは、近位部３５１ａの長さを超えている。リトラクタ要素３５２は、リトラ
クタ要素３５１と同様の構成及び角度にしても良いし、または異なる構成及び角度にして
も良い。あるいは、リトラクタ要素３５１及び／または３５２は、近位部及び遠位部が同
じ長さ及び角度となるように構成しても良い。リトラクタ要素３５１、３５２は、長手方
向軸の一側の方向に拡開することに留意されたい。この非対称拡開により、非対称室（手
術空間）が形成される。リトラクタ要素３５１、３５２は、上述のように弧状または弓状
に延びる。一部の実施形態では、リトラクタ要素３５１、３５２は、カテーテルの長手方
向軸に対して一方向にのみ拡開するため、これらのリトラクタ要素は、長手方向軸を含む
長手方向の平面の上（図３Ｄの向きで見て）に維持される。一部の実施形態では、要素３
５１、３５２のみが拡開し、リトラクタ（ケージ）の底部を形成する要素３５３、３５４
は、リトラクタの挿入（閉縮）状態でも拡開状態でも、略同じ状態に維持される。図１の
リトラクタ要素と同様に、以下に説明される図１０Ａの実施形態でのように、覆われた部
屋を形成するために要素３５１、３５２、３５３、３５４をプラスチックまたは他の材料
で覆うことができることに留意されたい。
【００８８】
　リトラクタ３５０は、可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能であるリトラク
タであり得、リトラクタ３５０は拡開時に非対称の処置空間３６０を形成し得る。そして
、リトラクタ３５０は、対象者の体内でのシステム３００の位置決めを容易とするように
設計されたリトラクタ３５０の可撓性構成を可逆的に補強するとともに、リトラクタ３５
０の拡開を可逆的に補強するように構成され得る。幾つかの実施形態では、リトラクタ３
５０の安定化は、本明細書で教示されるようなスタビライザ・サブシステムによってリト
ラクタ３５０を安定化させる手段を含み得、スタビライザは、例えば、拡開したリトラク
タ３５０を支持するために、少なくとも略剛性のビーム３７５を有し得る。略剛性のビー
ム３７５は、断面が略矩形、断面が略円形、または他の断面形状であってもよい。ビーム
３７５は、リトラクタ要素と同一またはリトラクタ要素よりも堅い材料で提供され得る。
これは、本明細書に記載されるような、より安定化したチャンバを形成するのに役立つ。
示されるように、ビーム３７５はリトラクタ要素によって形成されるチャンバの底部にあ
り、リトラクタ要素はビーム３７５から離れて放射状（側方向）に拡開する。ビーム３７
５は、以下により詳細に記載される実施形態の幾つかと同様に、リトラクタ要素が拡開の
ためにアウタチューブから露出されるときに露出されるより剛性な要素によって形成され
得、あるいは、アウタチューブから独立して前進でき、または剛性化構造の前進によって
形成され得る。
【００８９】
　図４Ａ－４Ｅは、幾つかの実施形態による、スタビライザ・サブシステムを含む、本明
細書で教示されるような代替システムの詳細を、拡開構成及び閉縮構成の側面図、軸方向
図、及び斜視図で示している。図面はマルチルーメンカテーテル・システムの一例を示し
ていて、それは、対象者の最小侵襲処置のための可逆的に安定化されるとともに可逆的に
拡開可能であるリトラクタを有するという点で、図３Ａ－３Ｋのシステムと類似している
。図４Ａ－４Ｃは、システム４００が、システム３００と同様の方法で、システム４００
内で術具チャネル（図示せず）及び内視鏡（図示せず）を誘導するための可撓性アウタチ
ューブ（またはカテーテル）４０５を備え得ることを示す、側面図及び軸方向図を示して
いる。可撓性アウタチューブ４０５は、ルーメン、近位端（図示せず）、及び遠位端４０
８を有している。１つ以上の術具チャネル（図示せず）は、図３Ｇの術具チャネル３１０
が術具３２０、３２５を操作するのと同様の方法で、対象者の体内の対象組織の処置にお
いて操作され得る内視鏡器具（図示せず）のガイドとして機能する。幾つかの実施形態で
は、リトラクタ４５０は、拡開時に処置空間を形成し、かつアウタチューブ４０５の遠位
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端４０８よりも遠位側で拡開を発生させるように構成される、可逆的に安定化されるとと
もに可逆的に拡開可能であるリトラクタ４５０であり得る。リトラクタ４５０は、対象者
の体内でのシステムの位置決めを容易とするように設計されたリトラクタ４５０の可撓性
構成を可逆的に補強するとともに、リトラクタ４５０の拡開を可逆的に補強するように設
計され得る。これらの実施形態では、リトラクタ４５０の可逆的に補強された構成は、リ
トラクタ４５０の拡開のための構造的支持体として可撓性ビーム４７０から少なくとも略
剛性のビーム４７５を形成し得る。幾つかの実施形態では、スタビライザ・サブシステム
は、可撓性チューブを含み得る可撓性ビーム４７０、及び少なくとも略剛性のビーム４７
５を形成するための手段を含み得る。本明細書で教示される手段は、例えば、リトラクタ
を拡開する前に、可撓性のロッドまたはビーム４７０内で少なくとも略剛性のロッドまた
はビームをスライド可能に係合させるための機構を含む、本明細書で教示される全ての実
施形態を含み得る。幾つかの実施形態では、用語「ロッド」及び「ビーム」はほとんど同
じ意味で使用され得、幾つかの実施形態では、用語「ビーム」及び「チューブ」はほとん
ど同じ意味で使用され得る。ビーム４７５は、本明細書に記載の代替案を含め、ビーム３
７５について上述した方法と同様の方法で構成され、かつ機能し得る。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、開示の実施形態の各々において本明細書で教示される可撓性ビ
ームは、ポリマー、例えばポリイミド、ポリエーテルブロックアミド（ＰＥＢＡＸ）、ナ
イロン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ＰＥＥＫ、またはポ
リテトラフルオロエチレン（ＴＥＦＬＯＮ（登録商標））などを含み得る。可撓性ビーム
は、当該技術分野で知られている構成要素及び設計から作製される強化チューブであり得
ることを当業者は理解する。可撓性ビームは、例えば、ステンレス鋼またはＮＩＴＩＮＯ
Ｌなどの金属を含む、例えば、金属のワイヤ、編組、またはコイルで強化された可撓性チ
ューブであり得る。幾つかの実施形態では、可撓性チューブは耐キンク性があり、かつト
ルクを伝達し得る。そして、幾つかの実施形態では、可撓性チューブは可撓性部及び剛性
部の両方の組み合わせを含み得る。これらの実施形態では、例えば、可撓性部は剛性部の
間に存在し得る。幾つかの実施形態では、このような可撓性チューブは、エポキシまたは
シアノアクリレートを用いた接着を含む、当業者に公知の任意の方法を使用して連結され
る重複チューブの複合体を含み得る。
【００９１】
　幾つかの実施形態では、本明細書で教示されるシステムのいずれかは、リトラクタに安
定性を追加するためのブリッジ部材を含み得る。例えば、リトラクタシステム４５０は、
拡開時にリトラクタ要素４５１、４５２、４５３、４５４の所望の向きを維持するように
構成されたブリッジ部材４４４を含み得、ブリッジ部材４４４は、４つのリトラクタ要素
４５１、４５２、４５３、４５４のうちの少なくとも２つ４５１、４５２を作用的に安定
化し得る。すなわち、図４Ａの実施形態では、ブリッジ部材４４４は、組織壁を拡開また
は再構成するために側方向外向きに拡開するように構成された２つのリトラクタ要素４５
１、４５２に取り付けられている。ブリッジ部材４４４は要素４５１、４５２に対して横
構造を形成するため、横方向の移動を制限し得る。示されるように、ブリッジ部材４４４
はまた、ブリッジ４４４並びにリトラクタ要素４５３及び４５４に接続される第２のブリ
ッジ部４４４ａを含むため、全ての４つのリトラクタ要素４５１、４５２、４５３、４５
４を接続し得る。示されるように、上部表面は（図４Ｂの向きで見て）弓状であり得る。
ブリッジ部材４４４は、リトラクタ要素４５１、４５２の一方／両方と別個の構成要素、
または代わりに一体的に形成され得る。ブリッジ部材は、要素４５１、４５２と類似した
材料から構成され得、または異なる材料から構成され得る。
【００９２】
　安定性を高めるために追加のブリッジ部材がリトラクタ要素４５１、４５２に設けられ
得る。１つ以上のブリッジ部材が本明細書に開示の他のリトラクタの実施形態において使
用され得ることに留意されたい。幾つかの実施形態において、ブリッジ部材４４４は、閉
縮状態では図４Ｂ及び４Ｄのように長手軸から半径方向外向きに曲がり得るが、図４Ｃ及



(27) JP 2018-122126 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

び４Ｅの拡開状態では、より半径方向内向きに曲がるように変化し得ることに留意された
い。
【００９３】
　さらに、追加のブリッジ部材（または複数のブリッジ部材）は、ブリッジ部材４４４と
独立して、（図４Ｃの向きから見て）２つの下側リトラクタ要素４５３、４５４の間に延
びてもよい。これらの要素４５３、４５４はリトラクタシステムの下部を開くのに役立ち
得、かつブリッジ部材は、ブリッジ４４４と独立しているかまたはそれに接続されている
かどうかに関わらず、これらの要素を安定化させる、例えば横方向の移動を制限するのに
役立ち得る。下側のリトラクタ要素におけるこのようなブリッジ部材は、本明細書に開示
の他のリトラクタの実施形態において使用され得る。
【００９４】
　幾つかの実施形態では、本明細書で教示されるシステムの各々は、例えばメッシュ、編
組等のワイヤ補強されたアウタチューブを有するため、システムに耐キンク性及びトルク
伝達性がもたらされ、並びに対象者の体内でのシステムの位置決めがさらに容易となり得
る。
【００９５】
　図４Ｄ及び４Ｅは、閉縮構成及び拡開構成のシステム４００の斜視図を示している。マ
ルチルーメン概念は、システム４００のカテーテル４０５内のマルチルーメン４０６ａ、
４０６ｂ、４０６ｃを示すことで、これらの図において明確に示される。ルーメン４０６
ａは上述の内視鏡３１５などの内視鏡（図示せず）を含み得、ルーメン４０６ｂは第１内
視鏡器具（図示せず）のための第１ワーキングチャネル４１０ｂを含み得、かつルーメン
４０６ｃは第２内視鏡器具（図示せず）のための第２ワーキングチャネル４１０ｃを含み
得る。ワーキングチャネル４１０ｂ、４１０ｃは、直接その中に第１及び第２の器具を受
容可能であり、あるいは、上述の術具チャネル３１０のような、スライド可能にその中に
配置される内視鏡器具を曲げるための術具チャネル（術具ガイド）を受容可能である。図
４Ｄは、閉縮構成のシステムを示し、図４Ｅは拡開構成のシステムを示している。図４Ｅ
では、術具チャネル４１０ｂ及び４１０ｃは、それらの遠位端が湾曲状態にあるようにカ
テーテル４０５から露出して示されている。術具チャネルが軸方向にさらに進むことで、
湾曲した遠位端が対象組織と整列し得る。
【００９６】
　システム４００はまた、リトラクタ要素４５１、４５２、４５３及び４５４を備えてい
る。リトラクタシステムはさらに、閉縮構成において可撓性のチューブまたはビーム４７
０を備え、一方で、拡開構成では、リトラクタシステムは可撓性ビーム４７０から形成さ
れた剛性ビーム４７５を有する。幾つかの実施形態では、剛性ビームは、可撓性ビームを
構成する可撓性チューブに剛性ロッドをスライド可能に挿入することによって、可撓性ビ
ームから形成され得る。より具体的には、本実施形態では、可撓性ビーム４７０はその上
に剛性ロッドなどの安定化または剛性化した構造をスライド可能に受容する。剛性化（安
定化）構造は、剛性化構造に作動的に接続されたスライド可能なレバーなどの制御を作動
させて、ユーザにより独立して作動されることにより、アクチュエータの移動が可撓性ビ
ーム４７０上で剛性化構造を遠位に向けて進めるため、ビームが強化され得る。あるいは
、可撓性ビーム４７０は、その中に剛性ロッドなどの剛性化構造をスライド可能に受容す
るためのルーメンを有し得る。いずれかのバージョンの構造は、必要に応じて可撓性ビー
ム４７０から後退するため、システムは元のより柔軟な状態に戻り、リトラクタシステム
の閉縮を補助し得る。ビーム４７０は断面が略円形であってもよいが、他の断面形状も想
到される。前述の実施形態と同様に、剛性ビームはカテーテルの遠位端のゆがみを制限し
、さもなければ、体腔壁によって遠位端に加えられる圧力によってゆがみが生じ得る。
【００９７】
　多くの実施形態では、用語「術具チャネル」は、用語「ワーキングチャネル」または「
術具ガイド」とほぼ同じ意味で使用され得る。そして、幾つかの実施形態では、チャネル
は、アウタチューブの内部に配置された別個の構成要素であってもよく、またはチャネル
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はアウタチューブ内に配置された別個の構成要素の間でアウタチューブのルーメンに残る
空間であってもよい。別個の構成要素には、例えば、内視鏡、ワーキングチャネル、器具
、ガイド等がある。
【００９８】
　幾つかの実施形態では、例えば図４Ａ－４Ｅに示されるように、システムは拡開するこ
とで対象者の体内において処置空間４６０を形成する可逆的に拡開可能なリトラクタ４５
０を備え得るという点で、システムは安定であるが、動的な作動環境を含み得る。リトラ
クタ４５０は、例えば、アウタチューブ４０５の遠位端４０８よりも遠位側で拡開を発生
させるように構成され得る。幾つかの実施形態では、リトラクタは処置のために対象組織
４９０の蠕動を少なくとも略抑えし得る。リトラクタ４５０は、例えば胃腸管４９５内で
足場として機能するために、様々な構成を有し得る。例えば、リトラクタ４５０は、リト
ラクタ要素４５１、４５２、４５３、４５４を、リトラクタ要素４５１、４５２、４５３
、４５４に少なくとも略取り付けられるか、及び／または少なくともにスライド可能に係
合されるかどうかに関わらず、リトラクタ要素４５１、４５２、４５３、４５４に作動的
に接続される近位カプラ４９８、及びリトラクタ要素４５１、４５２、４５３、４５４と
の作動可能な接続の遠位点としての遠位ネクサスまたはカプラ４９９と共に備え得る。上
述の通り、カプラ４９８、４９９の相対移動により、リトラクタ要素は拡開し得る。ある
いは、上述の通り、リトラクタ要素は近位アクチュエータに作動的に取り付けられ得、近
位アクチュエータは固定された遠位部分に対して近位部分を移動させることで、リトラク
タ要素を外向きに曲げ得る。好ましい実施形態では、リトラクタ要素は（他の材料も想到
されるが）超弾性材料で作製され得、または形状記憶のリトラクタ要素が利用されてもよ
い。
【００９９】
　リトラクタ要素４５１及び４５２は、カバーリング４５１ａ、４５２ａをそれぞれ有す
ることができ、それらはリトラクタ要素４５１、４５２の断面直径を増加させることによ
って、それらにバルクを追加する。これは、図６Ａ－６Ｄの実施形態と関連して以下によ
り詳細に説明する。
【０１００】
　さらに、リトラクタ４５０は、可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能である
リトラクタであり得、リトラクタ４５０は拡開時に非対称の処置空間４６０を形成し得る
。そして、リトラクタ４５０は、対象者の体内でのシステム４００の位置決めを容易とす
るように設計されたリトラクタ４５０の可撓性構成を可逆的に補強するとともに、リトラ
クタ４５０の拡開を可逆的に補強するように構成され得る。幾つかの実施形態では、リト
ラクタ４５０の安定化は、本明細書で教示されるようなスタビライザ・サブシステムによ
ってリトラクタ４５０を安定化させる手段を含み得、スタビライザは、例えば、拡開した
リトラクタ４５０を支持するために、少なくとも略剛性のビーム４７５を有し得る。
【０１０１】
　図５Ａ－５Ｄは、幾つかの実施形態による、拡開構成及び閉縮構成の側面図及び上面図
を有する、本明細書で教示されるようなシステムの側面図及び上面図を示している。術具
チャネル及び術具は、本明細書に記載のものと類似していて、明確にするために省略され
ている。図５Ａ及び５Ｂは、システム５００を使用した内視鏡的処置の間に形成され得る
非対称な手術空間の一例を示す、閉縮構成及び拡開構成のシステム５００の側面図を示し
ている。そして、図５Ｂに示されるように、前述の実施形態と同様に、拡開は処置空間ま
たは手術空間５６０を増加させるように剛性ビーム５７５の反管腔側５５７よりも剛性ビ
ーム５７５の管腔側５５９で不均衡に大きな量で生じ得、処置空間５６０は剛性ビーム５
７５周りに非対称に分配された容積を有し得る。幾つかの実施形態では、本明細書に開示
の様々なリトラクタシステムの拡開は、剛性ビーム５７５の反管腔側５５７よりも剛性ビ
ーム５７５の管腔側５５９で少なくとも５倍大きな量で生じ得る。そして、幾つかの実施
形態では、拡開はビームの反管腔側よりもビームの管腔側で、少なくとも１．１倍大きい
、少なくとも１．３倍大きい、少なくとも１．５倍大きい、少なくとも２．０倍大きい、
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少なくとも２．５倍大きい、少なくとも３．０倍大きい、少なくとも３．５倍大きい、少
なくとも４．０倍大きい、少なくとも４．５倍大きい、少なくとも５．０倍大きい、少な
くとも５．５倍大きい、少なくとも６．０倍大きい、少なくとも６．５倍大きい、少なく
とも７．０倍大きい、少なくとも７．５倍大きい、少なくとも８．０倍大きい、少なくと
も８．５倍大きい、少なくとも９．０倍大きい、少なくとも９．５倍大きい、少なくとも
１０．０倍大きい、またはこの範囲内でのあらゆる０．１倍の増分であり得る。
【０１０２】
　幾つかの実施形態では、例えば図５Ａ－５Ｄに示されるように、システムは拡開するこ
とで対象者の体内において処置空間５６０を形成する可逆的に拡開可能なリトラクタ５５
０を備え得るという点で、システムは安定であるが、動的な作動環境を含み得る。リトラ
クタ５５０は、例えば、アウタチューブ５０５の遠位端５０８よりも遠位側で拡開を発生
させるように構成され得る。幾つかの実施形態では、リトラクタは処置のために対象組織
５９０の蠕動を少なくとも略抑えし得る。リトラクタ５５０は、例えば胃腸管５９５内で
足場として機能するために、様々な構成を有し得る。例えば、リトラクタ５５０は、リト
ラクタ要素５５１、５５２、５５３、５５４を、リトラクタ要素５５１、５５２、５５３
、５５４に少なくとも略取り付けられるか、及び／または少なくともにスライド可能に係
合されるかどうかに関わらず、リトラクタ要素５５１、５５２、５５３、５５４に作動的
に接続される近位カプラ５９８、及びリトラクタ要素５５１、５５２、５５３、５５４と
の作動可能な接続の遠位点としての遠位ネクサスまたはカプラ５９９と共に備え得る。カ
プラ５９８、５９９は、例えばカプラ１９８、１９９などの上述のカプラと同様の方法で
、リトラクタ要素５５１、５５２（及び必要に応じて要素５５３、５５４）を拡開するた
めに相対的に移動可能である。あるいは、本明細書に記載の代替実施形態と同様に、リト
ラクタ要素は、例えば遠位カプラ５９９にそれらの遠位端が固定して取り付けられ、かつ
アクチュエータに近位端が作動可能に接続され、または形状記憶材料などの自己拡開材料
で作製され得る。図５Ｂの実施形態における各リトラクタ要素５５１、５５２は、略同型
（対称）な円弧形状に拡開するが、代替的に、各リトラクタ要素は、上述の実施形態と同
様に、非同型（非対称）形状に拡開するように構成されてもよい。リトラクタ要素５５１
、５５２が個々に略対称形状に拡開するこの実施形態では、拡開は、マルチルーメンアウ
タチューブ５０５の片側において、すなわち中心長手軸が通過する長手面の片側のみに存
在することに留意されたい。したがって、リトラクタシステムに対するリトラクタ要素の
拡開は非対称であるが、それらの個々の拡開形状は対称であり得る。リトラクタ要素５５
３、５５４は、リトラクタ要素３５３、３５４と類似したわずかに曲がった構成を有して
いる。図５Ａの向きで見てケージの下部要素として配置されたリトラクタ要素５５３、５
５４は、制限された拡開を有し得るか、またはリトラクタシステムが拡開するときにそれ
らは拡開せず、その代わりにほぼ同じ位置に留まるように設けられ得る。このような実施
形態では、拡開リトラクタ要素５５１、５５２は作動的にアクチュエータに接続され得、
かつ下部要素５５３、５５４は固定的（非可動）にカテーテルに、例えば固定された近位
カプラ及び遠位カプラに取り付けられ得る。このような取り付けの選択肢はまた、本明細
書に開示の他の実施形態にも適用可能であり、そこでは、下部リトラクタ要素はリトラク
タシステムの閉縮状態及び拡開状態においてほぼ同じ位置を維持することが開示されてい
る。
【０１０３】
　さらに、上述のリトラクタと同様に、リトラクタ５５０は、可逆的に安定化されるとと
もに可逆的に拡開可能であるリトラクタであり得、リトラクタ５５０は拡開時に非対称の
処置空間５６０を形成し得る。そして、リトラクタ５５０は、対象者の体内でのシステム
５００の位置決めを容易とするように設計されたリトラクタ５５０の可撓性構成を可逆的
に補強するとともに、リトラクタ５５０の拡開を可逆的に補強するように構成され得る。
幾つかの実施形態では、リトラクタ５５０の安定化は、本明細書で教示されるようなスタ
ビライザ・サブシステムによってリトラクタ５５０を安定化させる手段を含み得、スタビ
ライザは、例えば、拡開したリトラクタ５５０を支持するために、少なくとも略剛性のビ
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ーム５７５を有し得る。図５Ａ－５Ｄの実施形態では、剛性ビーム５７５は、図１のビー
ム１７５のように永久的に補強された状態で設けられ得、あるいは、上述の通りアクチュ
エータによって可撓性要素上に、または可撓性チューブ部材のルーメン内に剛性化（安定
化）構造を進めることによって形成され得る。いずれの場合も、ビームは、対象組織への
接近及び対象組織の操作を容易にするために、安定した非対称な手術空間を形成する非対
称な構成でリトラクタシステムを剛性化する。
【０１０４】
　図６Ａ－６Ｄは、幾つかの実施形態による、システムの拡開構成及び閉縮構成の側面図
及び断面図を有する、本明細書で教示されるようなシステムの側面図を示している。図面
は、対象者の最小侵襲処置のための可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能であ
るリトラクタを有するマルチルーメンカテーテル・システムの一例を示している。図６Ａ
及び６Ｂは、システム６００が、システム６００内部で上述の術具チャネルと類似した１
つ以上の術具チャネル（図示せず）、及び上述の内視鏡と類似した内視鏡（図示せず）を
誘導するための可撓性アウタチューブ６０５を備え得ることを示す側面図を示している。
可撓性アウタチューブ６０５はルーメン、ハンドル６８０内に延びる近位端、及び遠位端
６０８を有している。各術具チャネルは、対象者の体内の対象組織の処置において操作さ
れ得る術具（図示せず）のガイドとして機能する。すなわち、術具チャネルは、上述の実
施形態と同様に、その中を貫通して挿入される術具を受容かつ再配向するように構成され
る。幾つかの実施形態では、リトラクタ６５０は拡開時に処置空間６６０を形成し、かつ
アウタチューブ６０５の遠位端６０８よりも遠位側で拡開を発生させるように構成される
、可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能であるリトラクタ６５０であり得る。
リトラクタ６５０は、対象者の体内でのシステムの位置決めを容易とするように設計され
たリトラクタ６５０の可撓性構成を可逆的に補強するとともに、リトラクタ６５０の拡開
を可逆的に補強するように設計され得る。これらの実施形態では、リトラクタ６５０の可
逆的に補強された構成は、リトラクタ６５０の拡開のための構造的支持体として可撓性ビ
ーム６７０から少なくとも略剛性のビーム６７５を形成し得る。
【０１０５】
　ハンドル６８０は、近位端において内視鏡（図示せず）及び／または術具（図示せず）
のための入口ポート６０９など、システムと外部構成要素とを作動的に組み合わせるため
の入口ポートを備える。ハンドル６８０はまた、アウタチューブ６０５の近位端に作動的
に接続されていて、かつハンドル６８０からアウタチューブ６０５に入る出口ポートを有
し得る。幾つかの実施形態では、システムはスタビライザ・サブシステムを備え得る。例
えば、スタビライザ・アクチュエータ６１２がハンドル６８０に備えられて、可撓性ビー
ム６７０を可逆的に補強することで、リトラクタ６５０の拡開のための少なくとも略剛性
のビーム６７５が形成され得る。リトラクタ・アクチュエータ６１４はハンドル６８０に
備えられて、可逆的にリトラクタ６５０を拡開し得る。リトラクタ６５０は閉縮（非拡開
）状態で図６Ａ及び６Ｂに示されている。
【０１０６】
　図６Ｃ及び６Ｄは、拡開構成のシステム６００の斜視図を示している。拡開構成は、通
常対象者の体内での位置決めのための閉縮状態において存在する可撓性ビームから形成さ
れた剛性ビーム６７５を有する。幾つかの実施形態では、剛性ビーム６７５は、剛性部材
（例えば、ロッド）を、可撓性ビームを構成する可撓性部材上、あるいはその中のどちら
かにスライド可能に挿入することによって可撓性ビームから形成され、可撓性ビームはよ
り堅く、より剛性のビームに変換され得る。図６Ｂ及び６Ｄに示されるように、スタビラ
イザ・アクチュエータ６１２は、ロッドカプラ６１３を介して剛性ロッド６７２などの剛
性部材（安定化構造）に作動的に接続される。したがって、例えば、近位位置から遠位方
向などの第１方向へのアクチュエータ６１２の移動によって、安定化構造６７２は可撓性
ビーム６７０上を進み、（ビーム６７５を形成して）それを剛性化することでリトラクタ
システムが安定化され、例えば、アクチュエータ６１２の近位位置に戻る近位方向などの
逆のアクチュエータ６１２の移動により、安定化構造６７２は可撓性ビーム６７０から後
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退して、可撓性ビーム６７０はそのより柔軟な状態に戻る。
【０１０７】
　リトラクタ・アクチュエータ６１４は、要素カプラ６１１を介してリトラクタ要素６５
１、６５２に作動的に接続される。幾つかの実施形態では、スタビライザ・アクチュエー
タ６１２及び／またはリトラクタ・アクチュエータ６１４はハンドル６８０と可逆的に係
合可能であるため、スタビライザ・アクチュエータ６１２及び／またはリトラクタ・アク
チュエータ６１４はハンドル６８０に対して可逆的に適所に固定され得る。幾つかの実施
形態では、スタビライザ・アクチュエータ６１２及び／またはリトラクタ・アクチュエー
タ６１４は、リトラクタの拡開及び／または閉縮のための少なくとも３つの位置を有する
、複数位置にあり得る。幾つかの実施形態では、スタビライザ・アクチュエータ６１２及
び／またはリトラクタ・アクチュエータ６１４は複数のラチェット歯６１６を有すること
で、リトラクタの拡開または閉縮時に適所にスタビライザを可逆的に固定し、及び／また
はリトラクタを可逆的に固定するための複数の位置を提供可能である。図６Ｂに示される
ように、リトラクタ・アクチュエータ６１４の近位位置では、カプラ６１１は近位位置に
あり、かつリトラクタ要素は非拡開状態にある。図６Ｄに示されるように、リトラクタ要
素を拡開するためにリトラクタ・アクチュエータ６１４は遠位にスライドされて、取り付
けられたカプラ６１１を遠位に移動させるため、取り付けられた要素６５１、６５２は遠
位カプラ６９９に対する要素６５１、６５２の遠位端でのそれらの固定された接続によっ
て、外向きに曲がり得る。
【０１０８】
　当業者は、ハンドルは、システムの操作のために所望のまたは人間工学的な位置を提供
するように任意の様々な形状であり得ることを理解する。例として、リトラクタ・アクチ
ュエータは、リトラクタ要素を拡開または閉縮するためにハンドル６８０内のスロットを
介して前後にスライドする、ハンドル６８０上の指で作動されるボタンとして構成される
。リトラクタの位置を動的に調整またはラチェットするための手段がハンドルスロットに
沿って設けられているため、リトラクタ・アクチュエータのボタンが押されていないとき
、リトラクタ要素の位置を適所に固定し得る。ハンドルの反対側のボタンはスタビライザ
・サブシステムに作動的に接続されているため、可撓性ビームを剛性ビームに変換し、ま
たは剛性ビームを可撓性ビームに変換することが可能である。ハンドルは、例えば、ハン
ドルの本体内に、かつアウタチューブに術具及び内視鏡を導入するためのポートと連通し
た、軸方向に伸びる内部チャネルを有し得る。幾つかの実施形態では、ハンドルは、リト
ラクタ・アクチュエータが作動され得る前に、スタビライザ・アクチュエータが作動され
ることを必要とし、システムの操作において「安全」機構として機能するように構成され
得る。
【０１０９】
　このように、幾つかの実施形態では、例えば図６Ａ－６Ｄに示されるように、システム
は拡開することで対象者の体内において処置空間または手術チャンバ６６０を形成する可
逆的に拡開可能なリトラクタ６５０を備え得るという点で、システムは安定であるが、動
的な作動環境を含み得る。リトラクタ６５０は、例えば、アウタチューブ６０５の遠位端
６０８よりも遠位側で拡開を発生させるように構成され得る。幾つかの実施形態では、リ
トラクタは処置のために対象組織６９０の蠕動を少なくとも略抑えし得る。リトラクタ６
５０は、例えば胃腸管６９５内で足場として機能するために、様々な構成を有し得る。例
えば、リトラクタ６５０は、リトラクタ要素６５１、６５２、６５３、６５４を、リトラ
クタ要素６５１、６５２、６５３、６５４に少なくとも略取り付けられるか、及び／また
は少なくともにスライド可能に係合されるかどうかに関わらず、リトラクタ要素６５１、
６５２、６５３、６５４に作動的に接続される近位カプラ６９８、及びリトラクタ要素６
５１、６５２、６５３、６５４との作動可能な接続の遠位点としての遠位ネクサスまたは
カプラ６９９と共に備え得る。より具体的には、リトラクタ要素６５１、６５２の遠位端
は、遠位カプラ６９９の近位端においてスロットまたは開口部の内部に取り付けられる。
リトラクタ要素６５１、６５２の近位端は、カテーテル内でルーメンを貫通して近位に延
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び、可動カプラ６１１に取り付けられる。このように、リトラクタ要素６５１、６５２の
遠位端が固定されているため、カプラ６１１の遠位側への移動は、図示されるようにリト
ラクタ要素を外向きに曲がらせる。リトラクタ要素６５３、６５４は遠位カプラ６９９に
取り付けられ、かつ幾つかの実施形態では、これらのリトラクタ要素６５３、６５４の幾
らかの拡開が所望される場合、それらは可動カプラ６１１に取り付けられ、あるいは、拡
開が望まれておらず、かつ拡開がリトラクタ要素６５１、６５２に制限されている場合、
リトラクタ要素６５３、６５４はカテーテルに固定して取り付けられ得る。
【０１１０】
　図６Ａ－６Ｄに開示されたリトラクト要素の拡開のためのこのようなカプラは、本明細
書に開示のリトラクタシステムの他の実施形態において利用され得ることが理解されるべ
きである。加えて、リトラクタ要素を拡開するための別の方法は、例えば、カプラ１９８
、１９９などの上述のカプラと同様の方法で、リトラクタ要素６５１、６５２（必要に応
じて６５３、６５４）を拡開するために、例えば、相対的に移動可能なカプラ６９８、６
９９を提供することを含めて、利用され得ることが理解されるべきである。リトラクタ要
素も代替的に、形状記憶材料などの自己拡開材料から作製されてもよい。
【０１１１】
　図６Ａ－６Ｄの実施形態におけるリトラクタ要素６５１、６５２の各々は、略対称な円
弧形状に拡開するが、代替的に、それらは上述の実施形態と同様に、非対称形状に拡開す
るように構成されてもよい。リトラクタ要素６５１、６５２が略対称な形状に拡開するこ
の実施形態では、それらの拡開は、マルチルーメンチューブのアウタチューブ（カテーテ
ル）６０５の長手軸の片側で生じることに留意されたい。したがって、リトラクタシステ
ムの拡開は非対称である一方、リトラクタ要素の個々の拡開した形状は略対称である。リ
トラクタ要素６５３、６５４は、必要に応じて曲がった構成でわずかに外向きに拡開し得
る。リトラクタ要素６５１は、その上にカバーリング６５１ａを有し得る。同様に、リト
ラクタ要素６５２は、その上にカバーリングを有し得る。カバーリングは要素６５１、６
５２の中間部分上で延び、かつ熱収縮チューブの形態であり得る。カバーリングは柔軟性
の低い領域を提供することにより、拡開を制御するのに役立つ。このカバーリングは、図
４Ｄ、４Ｅの実施形態のカバーリング４５１ａ及び４５２ａと類似する。
【０１１２】
　本明細書に記載されるように、リトラクタ６５０は、可逆的に安定化されるとともに可
逆的に拡開可能であるリトラクタであり得、リトラクタ６５０は拡開時に非対称の処置空
間６６０を形成し得る。そして、リトラクタ６５０は、対象者の体内でのシステム６００
の位置決めを容易とするように設計されたリトラクタ６５０の可撓性構成を可逆的に補強
するとともに、リトラクタ６５０の拡開を可逆的に補強するように構成され得る。幾つか
の実施形態では、リトラクタ６５０の安定化は、本明細書で教示されるようなスタビライ
ザ・サブシステムによってリトラクタ６５０を安定化させる手段を含み得、スタビライザ
は、例えば、拡開したリトラクタ６５０を支持するために、少なくとも略剛性のビーム６
７５を有し得る。
【０１１３】
　剛性ロッドは、剛性材料、例えば、ステンレス鋼または他の金属または合金から成る一
直線状の構成要素であり得、それは可撓性チューブの内径（ルーメン）の内外でスライド
可能である。このように、スタビライザ・サブシステムは、ハンドルに作動的に接続され
た機構を介して剛性ロッドを引き戻すことによって、可撓性チューブの近位に（すなわち
、肛門に向かって）剛性ロッドをスライドさせることで、可撓性ビームまたは剛性ビーム
を有することが可能である。剛性ロッドは、上述の実施形態と同様に、可撓性チューブを
補強かつ一直線状にするために、前方に（すなわち、口腔に向かって）押されて可撓性チ
ューブに入り得る。可撓性チューブの長さにわたって剛性ロッドを押すことにより、可撓
性チューブまたは可撓性ビームは剛性かつ一直線状になり、実際には、全リトラクタ構造
が少なくとも略剛性かつ一直線状となるため、リトラクタシステムが安定化し得る。当業
者は、生体内で可逆的に可撓性の構成要素を補強する任意の機構が幾つかの実施形態にお
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いて使用され得ることを理解する。例えば、可撓性チューブまたは可撓性ビームはまた、
チューブのルーメンを通過する可撓性かつ非伸縮性のケーブルを有する一連の剛性チュー
ブを含み得る。ケーブルが弛緩すると、一連の剛性チューブは、例えば、一連の剛性チュ
ーブの各々の間にバネなどの圧縮可能な構成要素を用いて離間することで、可撓性かつ非
重複の構成が提供され得る。ケーブルが張力を受けると、圧縮可能な構成要素は圧縮され
て、剛性チューブは重複し、可撓性ビームは剛性ビームに変換される。このような代替機
構は、本明細書に記載の実施形態のいずれかにおいて利用され得る。
【０１１４】
　本明細書に記載されているような可逆的に安定化されるリトラクタは、位置決めのため
に柔軟性が付与され、かつ、後にリトラクタの拡開のために剛性が付与され得るため、対
象組織の処置部位において手術空間を位置決めするのに有用である。本明細書で教示され
るシステムを蛇行した体腔内、例えば結腸に導入する際、リトラクタは拡開されず、かつ
柔軟であり得る。この柔軟性により、リトラクタは蛇行した体腔内の曲がりに適合するよ
うに曲がり得るため、リトラクタは容易に前進し、かつ体腔に外傷を生じさせないことが
可能となる。リトラクタ要素を共に保持するリングはまた、内視鏡などのガイドの通過を
可能にするルーメンを有し得る。このような実施形態では、リトラクタが導入のための柔
軟モードであるとき、例えば、リングはシステムが前進するときにガイド上を自由にスラ
イドし得る。幾つかの実施形態では、リングのルーメンはガイドの直径に対して十分に大
きいため、ガイドに対するシステムの傾斜及び移動を可能とし、口腔に向かうまたは肛門
に向かうシステムの前進中にシステムがガイドの曲がりに適合するのに役立ち得る。リト
ラクタが体腔内の対象位置まで進むと、リトラクタの可撓性ビームは、本明細書に記載の
通りに一直線状かつ補強され得る。システムは柔軟であり、かつねじり剛性があり得るの
で、近位シャフトまたはハンドルは容易に標的病変の位置に対して所望の通りに回転され
得る。
【０１１５】
　リトラクタ要素は、所望の角度で外側を向くピークを有する予備成形された少なくとも
１つのペアを有し得る。幾つかの実施形態では、角度は剛性ビームの片側において互いに
約４５度～約１３５度、約６０度～約１２０度の範囲であり得、本明細書に提供される図
面において見られるように、頂角は剛性ビームの中心軸にあり得る。幾つかの実施形態で
は、角度はリトラクタ要素間で約９０度である。拡開時には、リトラクタ要素は他のリト
ラクタ要素よりも片側において不均衡に外向きに膨らみ、リトラクタの非対称な拡開をも
たらし得る。少なくとも略剛性のビームは拡開においてリトラクタに対して力が形成され
る時に、リトラクタの変形を防止または抑制し、かつカテーテル先端の屈曲を防止または
抑制する。力には、組織を非対称に外向きに拡開することからの力、及び非対称な手術空
間を形成するためにリトラクタ要素に加えられる初期力がある。
【０１１６】
　幾つかの実施形態では、標的病変部は最も拡開したリトラクタ要素の側面に位置するた
め、処置すべき病変部と内視鏡及び術具が手術空間内に導入されるポータルとの間の距離
の最大化または増大を容易にし得る。内視鏡及び術具は独立して操作されるので、例えば
、最先端のシステムを用いて現在臨床的に得ることができる角度よりも大きな角度の範囲
で病変部に接近することが可能である。この操縦性の増大により、病変部の観察、かつ病
変部を操作及び切開する能力が向上し得る。例えば、本明細書で教示されるマルチチャネ
ルシステムを介して、把持具は器具チャネルから出て手術空間に進み、ポリープに向かっ
て屈曲し、ポリープを把持し、かつ組織を後退させることで、ポリープの基部は露出して
切開器具によって切開され得る。時に、処置すべき病変部と内視鏡及び術具が手術空間内
に導入されるポータルとの間の距離を短くすることも所望され得る。例えば、病変部を最
小に拡開したリトラクタ要素の側面に位置させて、病変部と内視鏡チャネルとを体腔壁に
略平行により良く並べるこが所望され得る。ポリープが最も拡開した側に向かって把持具
によって後退されるとき、このような構成は臨床的に最適である。このような実施形態で
は、切開器具はチャネルを貫通してポリープの基部に進み、体腔壁に付着したポリープの
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基部を切開可能であり、一方で、内視鏡の位置はポリープの基部の接近した観察をもたら
すため、切開のための所望の辺縁を特定するのに役立ち得る。
【０１１７】
　本明細書で教示されるシステムのいずれかはブリッジ部材を備えることができ、それは
リトラクタに安定性を追加するために構造的支持を提供する。ブリッジ部材は、拡開され
たコントラクタの安定性及び剛性を高めまたは強化するための足場手段などの追加の支持
体を提供するための、当業者によって考えられる任意の構成を含み得る。例えば、ブリッ
ジ部材６４４は、拡開時にリトラクタ要素６５１、６５２、６５３、６５４の所望の向き
を維持するように構成され、ブリッジ部材６４４は、４つのリトラクタ要素６５１、６５
２、６５３、６５４のうちの少なくとも２つ６５１、６５２を作用的に安定化させ得る。
示されるように、リトラクタ６５０の閉縮状態でのブリッジ部材の外側部分は半径方向外
向きに延び、かつ拡開状態では、より遠位に延びる（図６Ｄを参照のこと）。１つのブリ
ッジ部材６４４のみが示されているが、２つ以上のブリッジ部材がリトラクタ要素６５１
、６５２を接続するために提供され得ることも想到される。加えて、１つ以上のブリッジ
部材がリトラクタ要素６５３、６５４を接続するために設けられることで、これらの要素
の横方向の移動もまた安定化かつ制限され得る。さらに、幾つかの実施形態では、本明細
書で教示されるシステムの各々は、メッシュ、編組等のワイヤ補強された、例えばアウタ
チューブ６０５などのアウタチューブを有することで、システムに耐キンク性及びトルク
伝達性が提供され、並びに対象者の体内でのシステムの位置決めがさらに容易となり得る
。幾つかの実施形態では、ブリッジ部材６４４は、使用中に周囲の組織からの抗力を低減
するように構成され得る。例えば、図６Ａ及び６Ｂに示されるように、口腔に向かう前方
移動を容易にするように傾斜される前方構成要素６４４ａ、及び肛門に向かう後方移動を
容易にするように傾斜される後方構成要素６４４ｂを備えるようにブリッジ部材６４４を
設計することで、ブリッジ部材６４４は胃腸管内でのシステムの移動を容易にするように
構成され得る。
【０１１８】
　ブリッジ部材はリトラクタ要素に接続されることで、例えば、リトラクタ要素が胃腸組
織に対して拡開するときに、例えば、リトラクタ要素の所望の向きを維持することができ
る。リトラクタが拡開されると、ブリッジ部材もまた外向きに拡開される。幾つかの実施
形態では、ブリッジ部材は、例えば図６のリトラクタ要素６５１、６５２などの最も拡開
するリトラクタ要素のみに作動的に接続され、そのブリッジ部材は、拡開において非対称
な手術空間を形成するために加えられる不均衡な圧力に起因したリトラクタへの大部分の
誘起力を受ける部材であり得る。幾つかの実施形態では、ブリッジはリトラクタ要素が互
いに向かって閉縮するか、または互いから離れて曲がることを防ぐために曲がるように設
計され得、一方でまた、システムにいくらかのばねまたは弾力性を提供することで、組織
と徐々に適合し得る。当業者は、ブリッジは所望の材料特性を提供する任意の適した材料
から成り得ることを理解する。例えば、幾つかの実施形態では、ブリッジは湾曲したニチ
ノールワイヤから形成され得る。ニチノールワイヤの端部は、本明細書で教示される生体
内での使用のために当業者によって適切であると考えられる任意の製造プロセスを用いて
リトラクタ要素に接続され得、このようなプロセスには、例えばチューブコネクタ、接着
剤、またはハンダがある。
【０１１９】
　図７は、幾つかの実施形態による、本明細書で教示されるシステム７００のアウタチュ
ーブの遠位端における断面図を示していて、リトラクタの拡開及び閉縮における構成要素
を示している。図面はアウタチューブ７０５の遠位端７０８を示している。遠位端７０８
は、拡開するリトラクタ要素７５１の向きを制御するためのスロットガイド７５５、及び
下部リトラクタ要素７５４を作動的に受容／支持するためのポート７５４ａを備えている
。別のスロットガイド（図示せず）は、別のリトラクタ要素の向きを制御するために提供
され得る。ルーメン７０６ｃは、手術器具を挿入するための上述の術具チャネルの挿入の
ために、あるいは術具チャネルなしで手術器具を直接挿入するために、ワーキングチャネ
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ル７１０ｃを備えるように設けられ得る。アウタチューブ７０５のルーメン７０６はまた
、遠位端７０８において出口ポートを介して内視鏡（図示せず）を誘導するために使用さ
れ得る。リトラクタ構成要素７５１、７５４、７７０の一部のみが、幾つかの実施形態に
おけるアウタチューブ７０５とリトラクタとの間の関係を部分的に説明するために示され
ている。リトラクタは、例えば、アウタチューブ７０５の遠位端７０８よりも遠位側で拡
開を発生させるように構成され得る。例えば、リトラクタは、上述の実施形態と同様に４
つのリトラクタ要素を備えることができ、ここでは、リトラクタ要素７５１及び７５４が
示されていて、他の２つのリトラクタ要素は断面図のために示されていない。近位カプラ
７９８は、リトラクタ要素に少なくとも略取り付けられるか、及び／または少なくともス
ライド可能に係合されるかどうかに関わらず、作動的に４つのリトラクタ要素に接続され
る。リトラクタは、対象者の体内でのシステム７００の位置決めを容易とするように設計
されたリトラクタの可撓性構成を可逆的に補強するとともに、対象者の体内でのリトラク
タの拡開を可逆的に補強するように構成され得る。幾つかの実施形態では、リトラクタの
安定化は、本明細書で教示されるようなスタビライザ・サブシステムによってリトラクタ
を安定化させる手段を含み得、スタビライザは、例えば、少なくとも略剛性のビーム７７
５に変換され得る可撓性ビーム７７０を有し、それには可撓性ビーム７７０と作動的に接
続しながら本明細書で教示されるような剛性または略剛性の構成要素７７２をスライド可
能に係合する手段が用いられることで、拡開されたリトラクタが支持され得る。可撓性ビ
ーム７７０は、他の実施形態の可撓性ビームと関連して本明細書に記載された方法によっ
て補強され得る。
【０１２０】
　図８は、本実施形態において浮動チャネルシステムが提供されていることを除いて、図
７と類似した断面図を示している。すなわち、図８は、本明細書で教示されるようなシス
テムのアウタチューブの遠位端を示していて、幾つかの実施形態によれば、システムの構
成要素はアウタチューブ内で浮動することにより、対象者の体内でのシステムの位置決め
のための柔軟性が向上し得る。図面はアウタチューブ８０５の遠位端８０８を示している
。遠位端８０８は、拡開するリトラクタ要素８５１の向きを制御するためのスロットガイ
ド８５５、及び下部リトラクタ要素８５４のための開口部８１１を備えている。第２のス
ロットガイド及び第２の開口部（図示せず）は、それぞれ別の上部及び下部のリトラクタ
要素を受容するために設けられる。ルーメン８０６ｃは、手術器具を誘導するための術具
チャネルを受容するか、あるいは、直接手術器具を受容するワーキングチャネル８１０ｃ
を備えるように設けられ得る。アウタチューブ８０５のルーメン８０６は、内視鏡８１５
を誘導するために使用される。リトラクタ構成要素８５１、８５４の一部のみが、アウタ
チューブ８０５とリトラクタとの間の関係の一例を部分的に説明するために示されている
。リトラクタは、例えば、アウタチューブ８０５の遠位端８０８よりも遠位側で拡開を発
生させるように構成され得る。例えば、リトラクタは、上述のように同様の方法で４つの
リトラクタ要素を備えることができ、それらの２つのみが示されている（要素８５１及び
８５４）。近位カプラ８９８は、リトラクタ要素に少なくとも略取り付けられるか、及び
／または少なくともスライド可能に係合されるかどうかに関わらず、作動的にリトラクタ
要素に接続される。リトラクタは、対象者の体内でのシステム８００の位置決めを容易と
するように設計されたリトラクタの可撓性構成を可逆的に補強するとともに、対象者の体
内でのリトラクタの拡開を可逆的に補強するように構成され得る。幾つかの実施形態では
、リトラクタの安定化は、本明細書で教示されるようなスタビライザ・サブシステムによ
ってリトラクタを安定化させる手段を含み得、スタビライザは、例えば、可撓性ビームの
剛性化に関連して本明細書に記載された方法のいずれかにより、少なくとも略剛性のビー
ム８７５に変換され得る可撓性ビーム８７０を有し、それには、例えば可撓性ビーム８７
０と作動的に接続しながら本明細書で教示されるような剛性または略剛性の構成要素８７
２をスライド可能に係合する手段が用いられることで、拡開されたリトラクタが支持され
得る。本明細書に記載の他の実施形態と同様に、アクチュエータは剛性化構造に作動的に
連結されて、剛性化構造を可撓性ビーム８７０に対して前進かつ後退させるために利用さ
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れ得る。
【０１２１】
　リトラクタ要素は、上述の実施形態と同様に、非対称の手術チャンバを形成するために
、閉縮挿入状態と拡開状態との間で移行可能である。
【０１２２】
　システム８００の使用中、ワーキングチャネル８１０ｃは浮動チャネルであり得、それ
は（ｉ）第１の近位位置（図示せず）及び第１の遠位位置８０６ｃでアウタチューブのル
ーメンに少なくとも略取り付けられ、かつ（ｉｉ）第１の近位位置（図示せず）と第１の
遠位位置８０６ｃとの間でアウタチューブ８０５のルーメン８０６内に少なくとも略浮動
する。同様に、システム８００の使用中、内視鏡８１５は浮動内視鏡８１５であり得、そ
れは（ｉｉｉ）第２の近位位置（図示せず）及び第２の遠位位置８０６ａでアウタチュー
ブ８０５のルーメン８０６に少なくともスライド可能に取り付けられ、かつ（ｉｖ）第２
の近位位置（図示せず）と第２の遠位位置８０６ａとの間でアウタチューブ８０５のルー
メン８０６内に少なくとも略浮動する。そして、システム８００の使用中、ワーキングチ
ャネル８１０ｃ及び内視鏡８１５はまた、浮動式の構成の別個の浮動構成要素を形成し、
それは（ｖ）術具及び内視鏡のための別個のルーメンを有する第２のそのようなシステム
にわたってシステム８００の柔軟性を少なくとも略高めることができ、別個のルーメンは
、アウタチューブの近位端と遠位端との間でアウタチューブの全長にわたってルーメンに
取り付けられ、柔軟性の増大により、対象組織を処置するための対象者の体内でのシステ
ム８００の位置決めが容易となり得る。幾つかの実施形態では、内視鏡８１５のための専
用ポート（図示せず）を貫通して内視鏡８１５を挿入することによって、内視鏡８１５は
アウタチューブ８０５の遠位端８０８に少なくともスライド可能に取り付けられるため、
システム８００はアウタチューブ８０５の遠位端８０８の内外でのスライド移動が略制限
されるように構成され得る。そして、幾つかの実施形態では、内視鏡８１５は内視鏡８１
５よりも略大きいポート８０６ａ中でも浮動し得るため、内視鏡のスライド運動及び横方
向の移動のための空間も提供され得る。
【０１２３】
　図９Ａ及び９Ｂは、幾つかの実施形態による、本明細書で教示されるような術具を誘導
するために使用され得るワーキングチャネル及び／または浮動チャネルの側面図を示して
いる。本明細書で説明されるように、ワーキングチャネルは、対象者の体内でのシステム
の位置決め中にアウタチューブの柔軟性をさらに向上させるために、図８と同一または類
似した方法でアウタチューブのルーメン内に浮動する少なくとも一部分を有し得る。幾つ
かの実施形態では、用語「チャネル」、「浮動チャネル」、及び「術具チャネル」はほぼ
同じ意味で使用され得る。各術具チャネルは、リトラクタ・アクチュエータ及び／または
スタビライザ・アクチュエータに対して本明細書で教示される作動的な接続と同一または
類似の方法で、ハンドル９８０に作動的に接続され得る。図９Ａは、略延びた状態の術具
チャネル９１０の先端部９１０ａを示していて、一方で、図９Ｂは、略曲がった状態の術
具チャネル９１０の先端部９１０ａを示していて、遠位先端部９１０ａは術具チャネル９
１０の中心軸に対して略垂直にそれている。本明細書で教示される他のシステムと整合性
のあるシステム９００には、例えば、入口ポート９０９、入口ポート９０９から挿入され
る術具チャネル９１、ワイヤカプラ９１１、ラチェット歯９１６、ワーキングチャネル９
１０の先端部９１０ａを屈曲または延ばすための引張りワイヤ９１７、及びワイヤアクチ
ュエータ９１９が含まれ得る。術具チャネル９１０の先端部９１０ａを屈曲させる能力に
より、対象者の体内での対象組織の処置において術具（図示せず）の独立した位置決めが
容易となる。幾つかの実施形態では、ワイヤアクチュエータ９１９は、術具チャネル９１
０の先端部９１０ａを曲げるための少なくとも３つの位置を有する、複数位置にあり得る
。幾つかの実施形態では、ワイヤアクチュエータ９１９はハンドルハウジング９１５内に
複数のラチェット歯９１６のうちの１つと係合可能な歯を有することで、対象者の体内で
の対象組織の処置において術具（図示せず）を使用する際に、屈曲先端部９１０ａを可逆
的に適所に固定するための複数の位置を提供し得る。より具体的には、ワイヤアクチュエ
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ータ９１９が図９Ａのその遠位位置からより近位位置に移動するとき、引張りワイヤ９１
７を引っ張り、引張りワイヤ９１７は術具チャネル９１０の先端部９１０ａに取り付けら
れ、先端部９１０ａに近位に向けて張力をかけることで、先端部９１０ａが図９Ｂの構成
に曲がり得る。歯９１６とアクチュエータ９１９の歯との係合によりアクチュエータ９１
９の位置が維持されるため、先端部９１０ａの屈曲位置が維持される。先端部は術具チャ
ネル９１０の長手軸に対して略９０度曲げられて示されているが、他の角度に曲げられる
ことも想到されることに留意されたい。また、幾つかの実施形態では、アクチュエータ９
１９は、引張りワイヤ９１７の近位への後退の程度を制御することにより、先端部９１０
ａの角度を制御するように設けられていて、さらなる後退は先端部９１０ａをさらに曲げ
、より少ない後退はより小さい角度に先端部９１０ａを曲げ得る。２つ以上の術具チャネ
ルが設けられ得、かつ複数の術具チャネルはアクチュエータ９１９によって制御され得、
あるいは別個のアクチュエータ９１９が各術具チャネルのために設けられてもよい。また
、様々な機構がアクチュエータ９１９を適所に固定するために利用されることで、術具チ
ャネルの先端部の屈曲状態が維持され得る。
【０１２４】
　術具チャネルを制御するために、他の機構もまた利用可能である。あるいは、１つ以上
の術具チャネルは予め曲げられた（予め湾曲した）先端部を有し得、それはマルチルーメ
ンチューブ（カテーテル）の範囲内で挿入状態にあるときには略一直線状であり、かつカ
テーテルの範囲から露出したときには予め曲げられた状態に戻る。
【０１２５】
　本明細書に記載されるように、チャネルはリトラクタによって形成された手術空間で鉗
子などの器具の軌道及び位置を制御するように構成され得る。幾つかの実施形態では、チ
ャネルは、単独で、またはガイドとして使用され得る追加のチャネルの内部で、システム
のアウタチューブから取り出され、またはアウタチューブを貫通して挿入され得る。チャ
ネルは、実質的に本明細書に記載のシステムにおいて有用であると当業者によって考えら
れる任意のサイズであり得る。例えば、チャネルは、約１ｍｍ～約５ｍｍ、約２ｍｍ～約
４ｍｍ、約１ｍｍ～約３ｍｍの範囲、またはこの中の任意の範囲の内径を有し得る。チャ
ネルの長さは、当然ながらシステムの長さを補わなければならない。例えば、チャネルは
約４０インチ～約７２インチ（約１０１．６０ｃｍ～約１８２．８８ｃｍ）、約４８イン
チ～約６０インチ（約１２１．９２ｃｍ～約１５２．４０ｃｍ）、約４２インチ～約７０
インチ（約１０６．６８ｃｍ～約１７７．８０ｃｍ）、約４４インチ～約６８インチ（約
１１１．７６ｃｍ～約１７２．７２ｃｍ）の範囲、または１インチ（２．５４ｃｍ）増分
されたこの中の任意の範囲の長さを有し得る。
【０１２６】
　チャネルはまた、本明細書に記載の用途に適していることが当業者に公知の任意の材料
または構成を含み得る。例えば、チャネルは、単一のポリマー層、複数のポリマー層、ワ
イヤ補強層、またはこれらの組合せを含み得る。幾つかの実施形態では、チャネルは、（
ｉ）チャネルの内径の滑りやすい管腔表面のための、例えば、ＴＥＦＬＯＮ（登録商標）
またはポリエチレンなどのポリマーの内層、（ｉｉ）内層を覆う編組、メッシュ、または
螺旋コイル層の構成でのワイヤ補強としての、例えば、ステンレス鋼、ニチノール、また
はコバルトクロムなどの金属、及び（ｉｉｉ）例えば、ＰＥＢＡＸ、ポリウレタン、ポリ
エチレン、シリコーン、ＰＶＣ、またはナイロンなどのポリマーの外層を含み得る。
【０１２７】
　幾つかの実施形態では、外層が（ｉｖ）約６０ショアＤ～約８０ショアＤの硬度を有し
て、チャネルの近位部（すなわち、チャネルの最初の約１２インチ～約２４インチ（約３
０．４８ｃｍ～約６０．９６ｃｍ））において最も剛性であり；（ｖ）約５０ショアＤ～
約７２ショアＤの硬度を有して、中央部（すなわち、チャネルの次の約１２インチ～約３
６インチ（約３０．４８ｃｍ～約９１．４４ｃｍ））において中程度の剛性を有し；（ｖ
ｉ）約２０ショアＤ～約５０ショアＤの硬度を有して、遠位部（すなわち、チャネルの次
の約０．５インチ～約２インチ（約１．２７ｃｍ～約５．０８ｃｍ））において最も柔軟
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であるように、チャネルは構成され得る。幾つかの実施形態では、チャネルの遠位部は屈
曲する部分であり得、かつチャネルの遠位約１インチ（２．５４ｃｍ）であり得る。幾つ
かの実施形態では、例えば、チャネルを貫通して挿入される器具が胃腸処置中に組織を把
持するときなど、先端部に曲げモーメントがある場合、チャネルは遠位部のすぐ近位に剛
性部を有するため、この可撓性部を一直線状に保つことができる。チャネルの剛性部の長
さは、例えば、約１ｃｍ～約１０ｃｍ、約２ｃｍ～約８ｃｍ、約３ｃｍ～約７ｃｍ、約４
ｃｍ～約６ｃｍの範囲、約６ｃｍ、または１ｃｍ増分されたこの中の任意の範囲であり得
る。剛性部には、外側ポリマー層と内側ポリマー層との間に埋め込まれる、例えばステン
レス鋼若しくはＮＩＴＩＮＯＬ、またはＰＥＥＫ若しくはポリイミドなどのポリマーなど
の補強材料を含む剛性チューブが含まれ得る。剛性部は、システムにおいてその機能を実
行するのに適切な任意の長さを有し得る。幾つかの実施形態では、剛性部は約０．００１
インチ～約０．００５インチ（約０．００２５ｃｍ～約０．０１２ｃｍ）の範囲の長さを
有し得る。
【０１２８】
　チャネルの内層の厚さは、約０．０００５インチ～約０．００５インチ（約０．００１
３ｃｍ～約０．０１２ｃｍ）、約０．００１インチ～約０．００４インチ（約０．００２
５ｃｍ～約０．０１０ｃｍ）、約０．００２インチ～約０．００３インチ（約０．００５
１ｃｍ～約０．００７６ｃｍ）の範囲、約０．００１インチ（約０．００２５ｃｍ）、ま
たは０．０００５インチ（０．００１３ｃｍ）増分されたこの中の任意の範囲であり得る
。補強層の厚さは、約０．００１インチ～約０．００６インチ（約０．００２５ｃｍ～約
０．０１５ｃｍ）、約０．００２インチ～約０．００５インチ（約０．００５１ｃｍ～約
０．０１２ｃｍ）、約０．００３インチ～約０．００５インチ（約０．００７６ｃｍ～約
０．０１２ｃｍ）、約０．００１インチ～約０．００３インチ（０．００２５ｃｍ～約０
．００７６ｃｍ）の範囲、約０．００２インチ（約０．００５１ｃｍ）、または０．００
０５インチ（０．００１３ｃｍ）増分されたこの中の任意の範囲であり得る。外層の厚さ
は、約０．００３インチ～約０．０１２インチ（約０．００７６ｃｍ～約０．０３０ｃｍ
）、約０．００４インチ～約０．０１０インチ（約０．０１０ｃｍ～約０．０２５ｃｍ）
、約０．００５インチ～約０．００９インチ（約０．０１２ｃｍ～約０．０２２ｃｍ）、
約０．００５インチ～約０．００８インチ（約０．０１２ｃｍ～約０．０２０ｃｍ）の範
囲、約０．１０インチ（約０．２５ｃｍ）、または０．００１インチ（０．００２５ｃｍ
）増分されたこの中の任意の範囲であり得る。
【０１２９】
　チャネルの遠位端を屈曲させるために、内層と外層との間に埋め込まれた引張りワイヤ
を有する側部ルーメンがあり得る。幾つかの実施形態では、側部ルーメンは内層と補強層
との間に位置し得、または側部ルーメンは内層の一部であってもよい。側部ルーメンは、
本明細書で教示されるシステムにおいて有用であると当業者によって考えられる任意の材
料で構成され得る。例えば、材料としては、例として、ＴＥＦＬＯＮ（登録商標）または
ポリエチレンなどのポリマーの可撓性チューブが挙げられる。幾つかの実施形態では、側
部ルーメンは、チャネルの遠位部においてチャネルの長さに平行に伸び、次いでチャネル
の遠位部の近位側で螺旋状に伸びる。螺旋のピッチは、例えば、約１．０インチ～約６．
０インチ（約２．５４ｃｍ～約１５．２４ｃｍ）、約２．０インチ～約５．０インチ（約
５．０８～約１２．７ｃｍ）、約１．０インチ～約４．０インチ（約２．５４ｃｍ～約１
０．１６ｃｍ）、約３．０インチ～約５．０インチ（約７．６２ｃｍ～約１２．７ｃｍ）
、約４．０インチ（約１０．１６ｃｍ）、または０．１インチ（０．２５ｃｍ）増分され
たこの中の任意の範囲で変化し得る。側部ルーメンが螺旋状に伸びることにより、ワイヤ
張力はシャフトの周り全体に分散されるため、シャフトは滑らかに任意の方向に回転し、
かつ少なくとも略安定した状態にとどまり得る。幾つかの実施形態では、引張りワイヤは
ハンドル内でワイヤアクチュエータから側部ルーメンに伸び、側部ルーメンの遠位端から
出て、剛性リング周りに環状になり得る。遠位端で剛性リング（ステンレス鋼、０．００
２インチ－０．００５インチ（０．００５１ｃｍ－０．０１２ｃｍ）厚、０．０４０イン
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チ－０．２５インチ（０．１０ｃｍ－０．６３ｃｍ）長）、側部ルーメンに戻り、ハンド
ル内に入り、かつワイヤアクチュエータに取り付けられる。ハンドルはチャネルと作動的
に接続し得、ハンドルはハウジング及びチャネルと連通するルーメンを有し得る。ワイヤ
アクチュエータはハンドルの外側のボタンと共にハウジング内部の引張りワイヤに作動的
に取り付けられ、ボタンはワイヤアクチュエータがハンドルにおいて後方（近位）及び前
方（遠位）にスライドすることを可能とするため、引張りワイヤを引っ張りかつ押すこと
が可能となる。ワイヤを引っ張ると先端部が屈曲して剛性となる一方で、ワイヤを押すと
先端部が緩んで一直線状になり得る。スライドは、例えば、ハウジングの相補的なラチェ
ット歯及びワイヤアクチュエータ機構を用いて、ワイヤアクチュエータを適所にロックす
るための手段を有する。ワイヤアクチュエータボタンが押されると、ラチェット歯ははず
れて、引張りワイヤのロックが解除され得る。幾つかの実施形態では、先端部は約０度～
約１５０度屈曲し得る。別の実施形態では、先端部は約４５度～約１００度屈曲し得る。
先端部は、曲げにおいて柔軟であるが、ねじれにおいて剛性となるように設計されること
で、チャネルが解剖学的構造の湾曲に従うことを可能とし、かつ使用時に身体の外側から
のハンドルの回転を可能とするように設計されることで、トルクが伝達されて所望の方向
に先端部が回転し得る。
【０１３０】
　アウタチューブの内側に配置された術具（ワーキング）チャネルは、リトラクタの拡開
により形成された手術空間内部で体外から独立して術具を操作するための操作可能な通路
を有するマルチルーメンカテーテルを提供する。幾つかの実施形態では、本明細書に記載
のように、１～３つの可撓性チューブがアウタチューブの内側で伸び、かつアウタチュー
ブから取り外し可能であり、それによりシステムの柔軟性が促進される。幾つかの実施形
態では、これらの可撓性チューブは、２つの位置：（ｉ）アウタチューブの遠位端にポー
トを有する環式構造であり得る、リトラクタの近位カプラ、及び（ｉｉ）ハンドルなどの
シャフトの近位端、で取り付けられ得る。これにより、アウタチューブ内での浮動式の構
成が提供され得、それは独特で、可撓性チューブの端部を拘束する一方で、アウタチュー
ブ内での可撓性チューブの略自由な浮動移動を可能とするため、システムの柔軟性が向上
し得る。
【０１３１】
　幾つかの実施形態では、２つのインナチューブがアウタチューブの内面に隣接して配置
されることで、効果的に３つの別個のチャネルが提供され得る。２つのインナチューブは
２つの独立した術具チャネルとして機能し得る一方、これらの最初の２つのチャネルとア
ウタチューブとの間の空間は第３のチャネルとして機能する。第３のチャネルは、他の２
つのチャネルよりも略大きくてもよい。最初の２つの術具チャネルの各々は、例えば、約
２ｍｍ～約６ｍｍ、約３ｍｍ～約５ｍｍの範囲、またはこの中の任意の範囲の内径を有し
得る。幾つかの実施形態では、最初の２つの術具チャネルの直径は約４ｍｍであり得る。
チャネルの各々は、結腸鏡などの内視鏡、並びに、例えば、鉗子、把持具、クリップアプ
ライヤ、切開器具、スネア、電気外科的プローブ、またはループを含む内視鏡器具を収容
するように設計され得る。幾つかの実施形態では、最大直径のチャネルは内視鏡のための
チャネルであり得る。
【０１３２】
　内視鏡を収容するためのチャネルは、例えば、約５ｍｍ～約１５ｍｍ、約６ｍｍ～約１
２ｍｍ、約１１ｍｍ～約１４ｍｍ、約５ｍｍ～約１０ｍｍ、約８ｍｍ～約１３ｍｍの範囲
、または１ｍｍ増分されたこの中の任意の範囲の内径を有するように設計され得る。イン
ナチューブは、本明細書に記載の目的のために有用であることが当業者に公知である任意
の適した材料、並びにそれらの複合材料を含み得る。例えば、インナチューブは術具また
は内視鏡の通過及び移動を容易にするための潤滑性のために、ＴＥＦＬＯＮ（登録商標）
などのフルオロポリマーを含み得る。使用され得る他の材料には、例えば、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ＰＥＢＡＸ、ナイロン、ポリウレタン、シリコーン、及びこれらの複
合材料があり、それらの各々はまた、潤滑コーティングと共に使用されてもよい。チュー
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ブはまた、編組、メッシュまたは螺旋コイルなどの金属ワイヤ補強を含んでもよく、それ
らの各々はチューブに埋め込まれ得る。
【０１３３】
　当業者は、本明細書で教示されるシステムは、対象者の最小侵襲処置のための、可逆的
に安定化されるとともに可逆的に拡開可能であるリトラクタを有する浮動式マルチルーメ
ンカテーテル・リトラクタシステムを備えた手術室として使用され得ることを理解すべき
である。これらの実施形態では、システムは、システム内の略浮動式の構成において浮動
チャネル及び浮動内視鏡を誘導するための可撓性アウタチューブを含み得る。浮動システ
ムの構造に起因して、システムは非常に柔軟であるため、可撓性アウタチューブは非常に
柔軟であり、かつルーメン、近位端及び遠位端を有し得る。そして、浮動チャネルは、対
象者の体内での対象組織の処置において操作される術具のガイドとして機能し得る。リト
ラクタは、拡開時に処置空間を形成する可逆的に安定化されるとともに可逆的に拡開可能
であるリトラクタであり得る。リトラクタは、例えば、アウタチューブの遠位端よりも遠
位側で拡開を発生させるように構成され得、かつ対象者の体内でのシステムの位置決めを
容易とするように設計されたリトラクタの可撓性構成を可逆的に補強するとともに、リト
ラクタの拡開を可逆的に補強するように構成され得る。つまり、システムは、上述の実施
形態と同様に、安定化／剛性化構造を含み得、それは要素及びリトラクタシステムを剛性
化するためにスライド可能であり得る。
【０１３４】
　システムの使用中、浮動チャネルは、（ｉ）第１の近位位置及び第１の遠位位置でアウ
タチューブのルーメンに少なくともスライド可能に取り付けられ、かつ（ｉｉ）第１の近
位位置と第１の遠位位置との間でアウタチューブのルーメン内に少なくとも略浮動し得る
。同様に、システムの使用中、浮動内視鏡は、（ｉｉｉ）第２の近位位置及び第２の遠位
位置でアウタチューブのルーメンに少なくともスライド可能に取り付けられ、かつ（ｉｖ
）第２の近位位置と第２の遠位位置との間でアウタチューブのルーメン内に少なくとも略
浮動し得る。そして、システムの使用中、浮動式の構成は、（ｖ）術具及び内視鏡のため
のルーメンを有する第２のそのようなシステムにわたってシステムの柔軟性を少なくとも
略高めることができ、ルーメンはアウタチューブの近位端と遠位端との間の全長にわたっ
てアウタチューブのルーメンに取り付けられる。柔軟性の増加は、対象者の体内でのシス
テムの位置決めを容易とし得、そして、リトラクタの可逆的に補強された構成は、対象組
織を処置するための対象者の体内での拡開のための構造的支持体として少なくとも略剛性
のビームを形成し得る。
【０１３５】
　幾つかの実施形態では、リトラクタは少なくとも２つの拡開可能なリトラクタ要素を備
え、部材の各々は近位端及び遠位端を有し、近位端はスライド可能にアウタチューブと係
合し、かつ部材の各々は、近位端から遠位端に向かうスライド量の増加が、部材を圧縮し
てリトラクタを拡開するように構成され得る。これらの実施形態はまた、少なくとも２つ
のリトラクタ要素の各々の遠位端が取り付けられる、アウタチューブの遠位端よりも遠位
側に位置する遠位ネクサスまたはカプラ、及びアウタチューブの遠位端に遠位ネクサスを
接続し、かつリトラクタの非対称拡開のためにリトラクタの可撓性部分を可逆的に補強す
るように構成された少なくとも略剛性の構成要素を有するスタビライザ・サブシステム、
を含み得る。
【０１３６】
　幾つかの実施形態では、リトラクタは４つの拡開可能なリトラクタ要素を備え、部材の
各々は近位端及び遠位端を有し、近位端はスライド可能にアウタチューブと係合し、かつ
部材の各々は、近位端から遠位端に向かうスライド量の増加が、部材を圧縮してリトラク
タを拡開するように構成され得る。これらの実施形態はまた、アウタチューブの遠位端に
取り付けられた近位カプラを含み得、近位カプラは４つのリトラクタ要素とスライド可能
に係合するための４つのリトラクタポートを有する。４つのリトラクタポートは、近位カ
プラの周りに円周方向に配置され、かつリトラクタの非対称拡開のためのリトラクタ要素
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の可逆的な軸スライドを容易にするように構成され得る。これらの実施形態はまた、４つ
のリトラクタ要素の各々の遠位端が取り付けられる、アウタチューブの遠位端よりも遠位
側に位置する遠位ネクサスまたはカプラ、及びスタビライザ・サブシステムを含み得る。
スタビライザ・サブシステムは、アウタチューブの遠位端に遠位ネクサスを接続し、かつ
（ｉ）近位カプラから遠位ネクサスに延びる可撓性構成要素、及び（ｉｉ）近位カプラと
スライド可能に係合し、かつ近位カプラから遠位ネクサスに可逆的に延びる少なくとも略
剛性の構成要素を有するため、リトラクタの非対称拡開においてリトラクタが可逆的に補
強され得る。リトラクタ要素は、上述の方法のいずれかで拡開状態に移行され得る。また
、必要に応じて、リトラクタ要素の２つのみが上述の実施形態と同様に拡開する。
【０１３７】
　可撓性構成要素及び剛性構成要素はそれぞれ、シャフトの遠位端の中心軸に少なくとも
略平行な中心軸を有し、剛性構成要素は非対称な拡開のための構造的支持体として少なく
とも略剛性のビームを形成し、剛性ビームは管腔側及び反管腔側を有し得る。
【０１３８】
　本明細書で提供されるシステムは、幾つかの異なる方法の処置において使用され得る。
例えば、システムは、病変への多方向かつ多角的なアプローチによって胃腸病変を処置す
る方法において使用され得る。この方法は、対象者の胃腸管内でのシステムの位置決めを
含み得、位置決めは、処置のために標的病変部の近傍にリトラクタを配置する工程、リト
ラクタを拡開して術具を使用するための処置空間を形成する工程；術具で病変部を処置す
る工程；リトラクタを閉縮する工程；及び対象者からシステムを引き出す工程、を含み得
る。病変としては、例えば、穿孔、組織病変、ポリープ、腫瘍、癌組織、出血、憩室炎、
潰瘍、血管異常、または盲腸が挙げられる。
【０１３９】
　上記に教示したものに加えて、多数の手順及び変形が存在し、それらは本明細書で教示
されるシステムの実施において当業者によって容易に使用され得ることが理解されるべき
である。幾つかの実施形態では、当業者は、システムの内視鏡チャネルを貫通して内視鏡
を挿入し、かつリトラクタの遠位端よりも遠位側に内視鏡の遠位端を延ばすことで、組立
体を形成可能である。その後、組立体は、体腔内または開口部、例えば結腸に挿入され、
そしてスコープまたはレンズの遠位端が処置すべき対象組織（病変または欠損）に接近す
るまで、口腔側に前み得る。内視鏡からの画像を観察しながら、リトラクタが内視鏡の遠
位端上に配置されるまで、システムはスコープ上を前方に進む。内視鏡からの画像を観察
しながら、対象組織がリトラクタの近位カプラと遠位ネクサスとの間に位置するまで、シ
ステムは前進する。内視鏡からの画像を観察しながら、リトラクタを回転させるためにハ
ンドルまたはアウタチューブが回転されることによって、対象組織がリトラクタ部材に対
して所望の位置にくる。その後、リトラクタは、可撓性ビームを剛性ビームに変換するこ
とによって一直線状かつ安定化し得る。その後、内視鏡からの画像を観察しながら、ハン
ドルにおいてリトラクタ・アクチュエータを前方に移動させることによってリトラクタが
拡開され得る。この動作により、組織は外向きに押され、対象組織周りに手術空間が形成
され、かつ対象組織が固定かつ安定化し得る。必要に応じて、リトラクタが拡開されてい
る間、システムを引き戻して最も拡開した部材のピークを遠位に移動させることによって
、内視鏡と非対称な手術空間のピークとの間の作業距離が改善され得、ピークは一般的に
、対象組織周りに位置することが推奨される。内視鏡からの画像を観察しながら、ワーキ
ング（術具）チャネルに挿入される器具と共に、ワーキングチャネルをシステムの近位ポ
ートに挿入し、ワーキングチャネルの先端部がリトラクタの近位カプラより遠位側にくる
まで、器具及びチャネルを遠位に進める。この時点で、ワーキングチャネルの先端部が術
具のために適切な角度に曲げられることで、処置すべき病変部に接近可能である。ワーキ
ングチャネルは、必要に応じて術具のために所望の位置に、軸方向に回転かつ移動され得
る。同様に、器具／術具は、必要に応じてワーキングチャネルの遠位端に対して進み、必
要に応じて器具を延ばすことで、対象組織に到達し得る。様々な器具は、所望の通りにワ
ーキングチャネルを貫通して挿入され得、内視鏡及び器具の両方は手術領域内で独立して
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前進かつ配置されることで、より近くに近接してまたは角形成して対象組織をさらに操作
かつ可視化することが可能である。これは、幾つかの実施形態では、内視鏡もまた手術空
間内で曲がり得るからである。
【０１４０】
　幾つかの実施形態では、リトラクタの対象部位への送達中、対象部位での対象組織の処
置中、対象組織の除去中、及び／または対象者からのシステムの除去中、またはこれらの
組み合わせの間、リトラクタを含めたシステムの一部を被覆する任意のカバーまたはシー
スを用いて、本明細書で教示されるシステムを送達する工程を提供することが望ましい。
このような任意のカバー３５５の幾つかの実施形態は、例えば図３Ａ及び３Ｋにおいて本
明細書に例示されていることを思い出されたい。当業者は、リトラクタの対象部位への送
達または対象部位からの除去の間に、リトラクタは、組織を獲得、捕捉、またはそうでな
ければ乱す、若しくは組織と接触し得る要素を有することを理解する。また、対象組織の
処置は、例えば、対象組織が周囲組織と交じり合うことなく、カバー内で実施され得る組
織の切開を含んでもよい。さらに、切開組織はそれをカバー内に封入することによって処
置または除去の間に包含されていることが望ましい癌性または他の組織であり得る。用語
「カバー」及び「シース」は、多くの実施形態においてほぼ同じ意味で使用され得、この
ような実施形態は、本明細書で教示されるように、改良の余地があることを当業者は理解
し得る。
【０１４１】
　図１０Ａ－１０Ｅは、幾つかの実施形態による、本明細書で教示されるようなシステム
のリトラクタを被覆するリトラクタシースを示している。図１０Ａ－１０Ｃは、柔軟かつ
透明なシース１０００を示す上面図、斜視図、及び側面図を示している。シース１０００
はリトラクタ１０５０の閉縮構成を被覆することで、対象組織（図示せず）の処置のため
にリトラクタ１０５０を対象部位（図示せず）に送達するために、少なくとも略滑らか及
び／または非外傷性の表面１００５を付与し得る。図１０Ａ－１０Ｃにおいて、カバーは
、処置のためにリトラクタ１０５０の拡開まで維持され得る、または処置後に可逆的に得
られる閉止構成にある。図１０Ｄ及び１０Ｅは、処置のための開口構成におけるカバーを
有するリトラクタの拡開構成の上面図及び側面図を示している。
【０１４２】
　シース１０００は、リトラクタ１０５０の対象部位への送達または対象部位からの除去
の間に、リトラクタ要素１０５１、１０５２、１０５３、１０５４及びブリッジ部材１０
４４ａ、１０４４ｂが、組織を獲得、捕捉、またはそうでなければ乱す、若しくは組織と
接触することを防止または阻害するように設計され得る。シース１０００は、遠位ハブま
たはカプラ１０９９に一端が取り付けられて、かつ近位カプラまたはハブ１０９８を越え
て近位に延び、カテーテル１０５５の外面に取り付けられる。あるいは、シース１０００
は、近位カプラ１０９８に近位端が取り付けられてもよい。このような保持器は、リトラ
クタ周りの任意の位置で使用されることで、手術空間１０６０の構成の保持が容易となり
、例えば、リトラクタ１０５０の拡開力の下で構成を保持することが可能となる。シース
１０００はまた、処置中に所望されるまで組織がリトラクタ１０５０に進入することを防
止または阻害し得る。シース１０００はまた、切除組織を閉じ込め及び／または取り出す
ための収集手段としての機能を果たし、それは幾つかの実施形態では、癌組織の切除にお
いて特に望ましい可能性がある。シース１０００は、送達中はリトラクタ１０５０周りで
少なくとも略閉止し得、リトラクタ１０５０が処置のための手術空間１０６０を形成する
ために拡開されるときに開口するように設計され得る。あるいは、リトラクタ要素の拡開
及びシースは独立していてもよい。
【０１４３】
　可撓性ビーム１０７０は、他の実施形態と関連して上述されたような変換の方法及び構
造を用いて、少なくとも略剛性のビーム１０７５に変換され得る。例えば、アクチュエー
タがビーム（剛性化構造）１０７５に作動的に接続されて、それを可撓性ビーム１０７０
のルーメン内で前進させるか、あるいは（図１０Ｄに示されるように）それを可撓性ビー
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ム１０７０上で前進させることで、可撓性ビーム１０７０を補強（より剛性に）すること
が可能である。ブリッジ部材１０４４ａは拡開可能なリトラクタ要素１０５１、１０５２
を接続し得、かつブリッジ部材１０４４ｂは要素１０５３、１０５４を接続し得るため、
本明細書に記載の他のブリッジ部材と同様に、側方向の移動を制限し、かつリトラクタを
安定化させ得る。代替実施形態では、ブリッジ部材１０４４ｂはブリッジ部材１０４４ａ
から延び、かつ要素１０５３、１０５４に接続するため、４つの全ての要素１０５１、１
０５２、１０５３及び１０５４がブリッジ要素１０４４ａ、１０４４ｂによって接続され
得る。ブリッジ部材１０４４ｃは要素１０５３、１０５４を接続し得る。カバーリング１
０５１ａ及び１０５２ａは、リトラクタ要素１０５１、１０５２にそれぞれ適用されるこ
とで、以下の図１１の実施形態に記載されるように、拡開を制御し得る。
【０１４４】
　幾つかの実施形態では、シース１０００は長手方向に穿孔され得（図示せず）、リトラ
クタ１０５０の拡開時にシース１０００が対象部位での穿孔の引裂きによって開口するよ
うに設計され得る。幾つかの実施形態では、リトラクタ１０５０の上部でスリット１００
７を少なくとも略閉止するために、例えばＺＩＰＬＯＣＫ機構などの溝形機構が使用され
得、それはまた対象部位におけるリトラクタ１０５０の拡開時に開口され得る。幾つかの
実施形態では、より大きな穿孔、または閉止されていない部分１００１がシース１０００
に残ることで、リトラクタ１０５０の拡開時に対象部位におけるシースの引裂きまたは開
口が容易となり得る。幾つかの実施形態では、用語「スリット」及び「開口部」はほぼ同
じ意味で使用され得る。
【０１４５】
　幾つかの実施形態では、シースは可逆的に開口し得るため、シースは再び閉止され得る
。例えば、引き紐、ケーブル、またはワイヤが開口部と連通して作動的に配置されること
で、処置中に患者の外側から引き紐、ケーブル、またはワイヤを引くかまたは押すことに
より開口部を再び閉止することが可能である。幾つかの実施形態では、開口部の縁部は長
手方向のポケットまたはチャネルを形成するため、例えば、他の作動手段と同様に、シス
テムを貫通して、及び恐らくハンドルを貫通して、引き紐、ケーブル、またはワイヤが伸
びることで、処置中に患者の外側から所望の通りに引き紐、ケーブル、またはワイヤを引
くかまたは押すことができる。幾つかの実施形態では、引き紐はシースを再び閉止するた
めに使用される。該紐はスリットを閉止するためにハンドルにて張力をかけられ、または
リトラクタが拡開することを可能にするために緩められ得る。幾つかの実施形態では、シ
ースはケージの中央部分周りで横方向に伸びる補強ストリップを有しているため、ケージ
ワイヤが周囲のシースに引っ掛かることなく拡開することを容易とし得る。補強ストリッ
プは、既存のシースに溶接または接着されたシースの別の層であり得る。それはまた、肥
厚領域として形成され得る。あるいは、より堅い材料が横方向に伸びるポケットに挿入さ
れてもよい。補強材料はシースの材料と同じであってもよく、またはより堅い材料であっ
てもよい。
【０１４６】
　当業者は、シースを被覆する周知の材料及び／または方法のいずれかは、本明細書で教
示される目的のために有用であり得ることを理解する。例えば、シースは、近位カプラ及
び遠位ネクサスに取り付けられた端部で約１０ｍｍ～約３０ｍｍの範囲であり得、近位カ
プラ及び遠位ネクサスの各々はリトラクタ１０５０の端部を規定するために使用され得る
。さらに、シースは、近位カプラ及び／または遠位ネクサス、または恐らくこれらの構成
要素よりも略近位側または略遠位側に熱溶接、接着、または熱収縮されることで、リトラ
クタにシースを留めることが可能である。幾つかの実施形態では、シースは殺菌された、
または清潔なカバーとしてシステムを被覆してもよいため、シースは、例えば、滅菌プロ
セスにおいて適用され得る使い捨て及び／または交換可能な構成要素の伸長部であり得る
。そして、幾つかの実施形態では、シースは中間部分においてより大きくてもよく、直径
は閉縮構成において、例えば約２０ｍｍ～約４０ｍｍの範囲にあり得る。シースは、例え
ば、不透明、半透明、または透明であり得、及びシースを構成する材料は、例えば、ポリ
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エチレン、ナイロン、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ＴＥＦＬＯＮ（登録商標
）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、またはポリカーボネートであり得る。そし
て、幾つかの実施形態では、シース材料の厚さは、例えば、約０．００１０インチ～約０
．００６０インチ（約０．００２５ｃｍ～約０．０１５ｃｍ）、約０．００２０インチ～
約０．００８０インチ（約０．００５１ｃｍ～約０．０２０ｃｍ）、約０．００３０イン
チ～約０．００５０インチ（約０．００７６ｃｍ～約０．０１２ｃｍ）、約０．００１０
インチ～約０．００３０インチ（約０．００２５ｃｍ～約０．００７６ｃｍ）、約０．０
００５インチ～約０．０１００インチ（約０．００１３ｃｍ～約０．０２５ｃｍ）の範囲
、約０．００２０インチ（約０．００５１ｃｍ）、または約０．０００５インチ（約０．
００１３ｃｍ）増分されたこの中の任意の範囲であり得る。
【０１４７】
　使用中に、リトラクタシステム１０５０が図１０Ｂの閉縮挿入状態から図１０Ｅの拡開
状態まで移行したとき、拡開可能なリトラクタ要素はシース１０００から離れて拡開され
る。シース１０００は、例えば患者の身体から除去される、処置すべき対象組織に対向す
る面において開口したままであり得る。あるいは、シース１０００は閉止したままであっ
て、除去された病変部を受容するために内視鏡器具によって開口され得る。図１０Ｅに示
されるように、拡開状態において、シース１０００はリトラクタ要素１０５３、１０５４
及び剛性ビーム１０７５を被覆していて、かつ拡開要素１０５１、１０５２から離間して
いることに留意されたい。代替実施形態では、シースはまた、要素１０５１、１０５２を
それらの拡開構成において被覆し得る。
【０１４８】
　図１１－３０は、全体的に参照番号１１００で指定されるシステムの代替実施形態を示
している。システム１１００は、１つ以上の術具チャネルまたは器具ガイドを受容するよ
うに構成されたマルチルーメンカテーテルまたはチューブ部材１１１０を備えている。図
１１は、２つの術具チャネル１１２２及び１１２４を示していて、十分な数のルーメンが
提供されたカテーテルと共に、幾つかの実施形態では、１つの術具チャネルのみが利用さ
れ得、他の実施形態では、３つ以上の術具チャネルが利用され得ることが理解される。術
具チャネル１１２２、１１２４は、図１１に示されるように、カテーテル１１１０とのキ
ットとしてパッケージ化され得る。あるいは、術具チャネル１１２２、１１２４は別々に
パッケージ化されてもよい。他の実施形態では、術具チャネルはカテーテル１１１０のル
ーメン内部に既にパッケージ化されている。各術具チャネル１１２２、１１２４はルーメ
ン（チャネル）を有していて、それを貫通して内視鏡器具（術具）が受容され得る。
【０１４９】
　術具チャネル（可撓性チューブまたはガイド）１１２２及び１１２４は、カテーテル１
１１０の近位端を貫通して挿入され、カテーテル１１１０内の各ルーメン１１１２、１１
１４（図１２を参照のこと）を通って進む。カテーテル１１１０の近位部分１１１３を示
す図１６に示されるように、カテーテル１１１０は、ルーメン１１１２、１１１４それぞ
れと協働するポート１１１５、１１１７を備えることができ（例えば、図１３を参照のこ
と）、それらは、術具チャネル１１２２、１１２４がその中に貫通して挿入され、かつそ
の中で軸方向に移動するときに、吹送を維持するための弁を備え得る。術具チャネル（チ
ューブ）１１２２は、好ましくは、図１１及び１８に最もよく示される予め曲げられた先
端部１１２２ａを有するため、湾曲した遠位端が提供され得る。術具チャネル（チューブ
）１１２４もまた、好ましくは、湾曲した遠位端を提供する予め曲げられた先端部１１２
４ａを有する。術具チャネル１１２２、１１２４がカテーテル１１１０のルーメン１１１
２、１１１４内に挿入されるとき、先端部１１２２ａ、１１２４ａは、好ましくは、略一
直線状となるため、ルーメンを通る前進が容易となり得る。術具チャネル１１２２、１１
２４が十分に遠位に進み、遠位先端部１１２２ａ、１１２４ａがカテーテルルーメン１１
１２、１１１４の壁の範囲から露出すると、先端部１１２２ａ、１１２４ａは予め設定さ
れた湾曲位置に戻る。これは、カテーテル１１１０内での移動のための術具チャネル１１
２２、１１２４の一直線状の位置を点線で示す図１８を参照することによって理解され得
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る。本明細書に開示される他の実施形態と同様に、術具チャネル１１２２、１１２４は超
弾性材料で構成され得るが、露出されるときに略一直線状の挿入形状から湾曲形状に戻る
湾曲先端部を提供するための他の材料、例えばステンレス鋼なども使用可能である。また
、本明細書に開示される他の実施形態と同様に、ニチノールなどの材料の形状記憶特性は
記憶された湾曲先端形状において使用され得る。代替実施形態では、上述したように、術
具チャネル１１２２、１１２４は、その遠位端を曲げるように作動される引張りワイヤな
どの機構を有し得る。図１１－３０の実施形態における術具チャネル１１２２、１１２４
は、カテーテル１１１０に取り付けられていないため、ユーザは使用中に自由に近位端部
１１２２ｂ、１１２４ｂからそれらの軸方向の移動を制御できる。しかしながら、代替実
施形態では、術具チャネルがカテーテルに取り付けられ得ることも想到される。
【０１５０】
　術具チャネル１１２２、１１２４は、必要に応じて、カテーテル１１１０の近位領域で
マーキング１１２３、１１２５をそれぞれ備え得るため、ユーザにカテーテルルーメン１
１１２、１１１４を通る術具チャネル１１２２、１１２４の挿入の深さの視覚指標を提供
し得る。術具チャネル１１２２、１１２４は、最近位端において弁を備えるルアーフィッ
ティング１１２７、１１２９それぞれ（図１１及び１９Ａを参照のこと）を有し得、それ
らは身体からの吹送ガスの逆流を遮断し得る。これは、後述のように、内視鏡器具が術具
チャネル１１２２、１１２４を貫通して挿入されるときに、吹送を維持する。図１９Ｂに
示される代替実施形態における術具チャネルは、術具チャネル１１２２’、１１２４’そ
れぞれの近位端に接続される止血弁１１２１Ａ、１１２１Ｂを有するため、術具の挿入時
に吹送を維持できる。示されるように、弁１１２１Ａ、１１２１Ｂは、ルアーフィッティ
ング１１２７’、１１２９’の近位側にある。術具チャネル１１２２’、１１２４’は、
他の全ての点において術具チャネル１１２２、１１２４と同一である。
【０１５１】
　一実施形態では、術具チャネル１１２２、１１２４は、Ｐｅｂａｘなどの柔軟な軟質材
料で構成され得る。幾つかの実施形態では、超弾性ニチノール骨格が、例えば、湾曲部分
内でＰｅｂａｘ材料の壁に埋め込まれ得る。他の材料もまた想到される。
【０１５２】
　カテーテル１１１０はまた、好ましくは、内視鏡１２００を受容するように構成及び寸
法設定されたルーメン１１１６（例えば、図１６を参照のこと）を有する。幾つかの実施
形態では、ルーメン１１１６は、従来の内視鏡、例えば、従来の結腸内視鏡を受容するよ
うに寸法設定され、かつカテーテル１１１０は内視鏡上にバックロードされる。これは、
使用方法と併せて以下により詳細に説明する。代替実施形態では、ルーメン１１１６は関
節内視鏡を受容し得る。また、代替実施形態では、内視鏡はカテーテル内に挿入されて、
体腔内に挿入され得る。
【０１５３】
　図１１及び１６を参照すると、カテーテル１１１０は近位部分１１１３においてハンド
ルハウジング１１３０を備えていて、それはリトラクタシステム１１５０の移動を制御す
るためのアクチュエータ１１３２、及び剛性化（安定化）構造の移動を制御するためのア
クチュエータ１１３４の２つのアクチュエータを備えている。これらは、以下により詳細
に議論する。カテーテル１１１０はまた、ルアーカップリング１１３７を有するチューブ
１１３９及び内部ガスケット１１７６を遮断するための制御スイッチ１１７５（図３１Ａ
、３１Ｂを参照のこと）を備えている。カバーリング１１７０を閉止するための縫合糸１
１７２は、スイッチ１１７４が図３１Ａの位置から図３１Ｂの位置に移動すると、弾性ガ
スケット１１７６によって固定される。より具体的には、図３１Ａの初期位置では、ハウ
ジング１１７９のスロット内に載せられたボール弁１１７４は、ガスケット１１７６に力
をかけていない。これは、縫合糸１１７２が自由にカテーテルのルーメン内を移動するこ
とを可能とする。縫合糸１１７２を適所にロックすることが所望されるとき、すなわち、
縫合糸１１７２がカバーリング１１７０を閉止するために引っ張られた後、スイッチ１１
７５は前方にスライドされ、それによりボール１１７４はカムによって下方（図３１Ｂの
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向きで見て）にいき、縫合糸１１７２に対してガスケット１１７６内でルーメンを閉縮す
ることで、縫合糸１１７２が固定され得る。これにより、縫合糸１１７２は移動に対して
ロックされ、そのため本明細書に記載されるように、カバーリング（袋）は対象組織を封
入した閉鎖状態に維持される。スイッチ１１７５の逆移動は縫合糸１１７２のロックを解
除するため、縫合糸１１７２の自由な移動を可能とすることに留意されたい。カテーテル
１１１０はまた、一方向ストップコック１１３８を有するチューブ１１３６を有するため
、吹送ポートを提供し得る。このポートは、内視鏡１２００によって提供される吹送ガス
を補充するために使用され得る。ルーメン１１１６の断面寸法は内視鏡１２００の断面寸
法を超えていて、十分な隙間が残るため、吹送ガスは内視鏡１２００周りの領域において
ルーメン１１１６を通って流れる。示されるように、チューブ１１３９、１１３６は、ア
クチュエータ１１３２、１１３４の遠位側に配置される。
【０１５４】
　次に、体腔の再成形または再構成システムを形成するリトラクタシステム１１５０に移
り、図１３を最初に参照すると、リトラクタシステム１１５０はカテーテル１１１０の遠
位部分１１１１（近位ハブ１１４０の遠位）に配置され、かつ可撓性リトラクタ要素１１
５２及び１１５４を備える。リトラクタシステムはまた、リトラクタ要素１１５６及び１
１５８を備える。リトラクタ要素１１５２、１１５４は、体腔内部で手術チャンバ（空間
）を形成し、かつ非対称なケージを形成する拡開可能な要素を形成する。リトラクタ要素
１１５６、１１５８はリトラクタシステムの基部を形成するため、要素１１５２、１１５
４と共にリトラクタケージを規定するのに役立ち得る。幾つかの実施形態では、リトラク
タ要素１１５６、１１５８は、リトラクタシステム１１５０が閉縮挿入状態から拡開状態
に移行するとき、如何なる変化も受けない。他の実施形態では、リトラクタ要素１１５６
、１１５８は、リトラクタシステム１１５０が拡開するとき、適所でわずかな変化、すな
わちわずかな拡開または湾曲を受ける。リトラクタ要素１１５２、１１５４は、非対称な
手術空間を形成する他のシステムに関連して上記で詳細に説明されるように、非対称な手
術チャンバを形成するように拡開可能であるため、可視性及び手術空間が改善され得る。
【０１５５】
　図１５及び図２１Ａの比較から示されるように、リトラクタ要素１１５２及び１１５４
は、好ましくはそれらがカテーテル１１１０の横寸法を超えない閉縮挿入状態から、それ
らが外に向かって横に曲がり、かつカテーテル１１１０の横寸法を超えて延びる横寸法を
有する拡開状態まで移行する。また図１５及び図２１Ａの比較から見ることが可能である
が、閉縮状態における下部（これらの図の向きで見た場合）要素１１５６、１１５８は、
カテーテル１１１０の横寸法を超えてまたは著しく超えて延びず、かつ、リトラクタが拡
開されるとき、略同じ状態に留まり、そのため、下部要素１１５６、１１５８は、カテー
テル１１１０の横寸法を超えてまたは著しく超えて延びない。幾つかの実施形態において
、要素１１５６、１１５８は、カテーテル１１１０の横寸法を超えて延びることは全くな
い。上で説明された実施形態におけるように、リトラクタシステム１１５０、即ちリトラ
クタ要素１１５２、１１５４は、カテーテル１１１０の長手軸を通過する面の片側だけに
拡開し、これにより、本明細書で述べられるその付随する利点を備えた非対称な手術空間
１１５１（及び非対称なケージ）を形成する。
【０１５６】
　リトラクタ要素１１５２、１１５４は、リトラクタに安定性を付加するためのブリッジ
部材１１５５を有し、かつ拡開中にリトラクタ要素の望ましい向きを維持する。ブリッジ
部材１１５５は、２つのリトラクタ要素１１５２、１１５４に、好ましくは中間部分に取
り付けられ、要素１１５２、１１５４に対する横構造を形成し、左右の移動を制限する。
図示されるように、ブリッジ部材１１５５は、リトラクタ要素１１５２に接続された第１
の腕部１１５５ａと、リトラクタ要素１１５４に取り付けられた第２の腕部１１５５ｂと
を有する。上部表面（図１５の向きで見た場合）は、図示されるように、アーチ形であり
得る。ブリッジ部材１１５５は、管状要素１１５９ａ、１１５９ｂによってリトラクタ要
素に取り付けられた個別構成要素であり得、管状要素１１５９ａ、１１５９ｂは、リトラ



(47) JP 2018-122126 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

クタ要素１１５２、１１５４にそれぞれ取り付けられる。このバージョンでは、管状要素
１１５９ａ、１１５９ｂは、リトラクタ要素を受容するための第１開口部と、ブリッジ部
材の腕部を受容するための第２開口部とを有する。注意されたいのは、管状要素１１５９
ａ、１１５９ｂはまた、リトラクタ要素１１５２、１１５４の直径までかさ張ることであ
るが、その理由は、いくつかの実施形態において、リトラクタ要素１１５２、１１５４の
直径は、約０．０３５インチであることによる（他の寸法も想到されることではあるが）
。ブリッジ部材の他の取り付け方法もまた、想到される。代わりに、ブリッジ部材１１５
５は、リトラクタ要素１１５２、１１５４の１つまたは両方と一体化して形成され得る。
ブリッジ部材１１５５は、要素１１５２、１１５４と同様の材料で構成され得るか、また
は異なる材料で構成され得る。ブリッジ部材１１５５はまた、ブリッジ部材を下部要素１
１５８、１１５６にそれぞれ取り付けるために、下部要素１１５８、１１５６にそれぞれ
接続された脚部１１５５ｄ及び１１５５ｅを含み、これにより、リトラクタシステムの安
定性を付加することが可能である。脚部部材は、ポリウレタンチュービングのような柔軟
なエラストマー材料で構成されるのが好ましく、これによって、ケージにより多くの構造
が付加され、かつケージの拡開がより予測可能な方法で容易になる。
【０１５７】
　付加的なブリッジ部材（図示せず）は、リトラクタ要素１０５２、１０５４上に設ける
ことが可能であり、これによって、安定性が増加する。幾つかの実施形態において、閉縮
状態にあるブリッジ部材１０５５は、図１５及び１７Ａにおけるように実質的に軸方向に
拡開し得るが、しかしながら、図２１Ａにおけるようなリトラクタ要素１０５２、１０５
４の拡開状態において、カテーテル１０１０の長手軸に向けて角度を内側に（下方に）変
化させる。
【０１５８】
　付加的なブリッジ部材１１５７（または代わりに、複数のブリッジ部材）は、２つの下
部（図１５の向きで見る場合）リトラクタ要素１１５６、１１５８の間に延びる。これら
の要素１１５６、１１５８は、リトラクタシステム１１５０の下部部分を広げることに役
立つと共に、手術空間のためのケージを形成することに役立ち、かつブリッジ部材１１５
７は、これらの要素１１５６、１１５８を安定化させること、即ち、左右移動を制限する
ことに役立つ。ブリッジ部材１１５７は、図示されるように、要素１１５６、１１５８に
それぞれつながる腕部１１５７ａ、１１５７ｂを有する。ブリッジ部材１０５７は、管状
要素１１６１ａ、１１６１ｂによってリトラクタ要素に取り付けられた個別構成要素であ
り得、管状要素１１６１ａ、１１６１ｂは、リトラクタ要素１１５６、１１５８にそれぞ
れ取り付けられる。管状要素１１６１ａ、１１６１ｂは、要素１１５６または１１５８を
受容するための第１開口部と、ブリッジ部材１１５７の腕部を受容するための第２開口部
とを有することが可能である。ブリッジ部材を取り付ける他の方法もまた、想到される。
代わりに、ブリッジ部材１１５７は、リトラクタ要素１１５６、１１５８の１つまたは両
方と一体で形成されることが可能である。ブリッジ部材１１５７は、要素１１５６、１１
５８と同様な材料で構成されるか、または異なる材料で構成されることが可能である。
【０１５９】
　付加的なブリッジ部材（図示せず）は、リトラクタ要素１１５６、１１５８上に設ける
ことが可能であり、これによって、安定性が増加する。幾つかの実施形態において、閉縮
状態にあるブリッジ部材１１５７は、カテーテル１１１０の長手軸と略平行であるか、ま
たは図１５におけるように略軸方向に延び、かつ図２１Ａにおけるようにリトラクタ要素
１１５２、１１５４の拡開状態において、この状態に略留まるが、その理由は、この実施
形態においては、リトラクタ要素１１５６、１１５８は、リトラクタシステム１１５０が
拡開されるとき、略同じ状態に留まるからである。
【０１６０】
　カテーテル１１１０は近位カプラ（キャップ）１１４０を含み、これを貫通して、リト
ラクタ要素が延びる。ハンドルハウジング１１３０は、長手方向に延びるスロット１１３
１（図１６）を含み、これに沿って、リトラクタアクチュエータ１１３２が軸方向にスラ
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イドする。リトラクタ要素１１５２、１１５４は、図２０Ａ及び図２０Ｂに示されるブロ
ック１１４６を介して、アクチュエータ１１３２に結合される。即ち、各リトラクタ要素
１１５２、１１５４は、カテーテル１１５０内でそれぞれのルーメン１１１２、１１１４
を貫通して延びる近位延長部を有し、かつその近位端でブロック１１４６に接続される。
このように、アクチュエータ１１３２が、図２０Ａのその近位位置から、図２０Ｂのその
遠位位置まで軸性スロット１１３１に沿って移動する場合、ブロック１１４６は遠位に移
動し、これにより、リトラクタ要素１１５２、１１５４を横方向に外側に強引に追いやる
が、その理由は、要素１１５２、１１５４が、それらの遠位端で遠位カプラ１１４８にし
っかりと取り付けられているからである。この実施形態における要素１１５６、１１５８
は、それらの遠位端で遠位カプラ１１４８にしっかりと取り付けられていて、かつそれら
の近位端で近位カプラ１１４０（またはカテーテル１１１０の他の部分）にしっかりと取
り付けられていて、それによって、アクチュエータ１１３２の移動は、これらの要素１１
５６、１１５８の移動に変化をもたらさない。しかしながら、正しく認識されるべきこと
であるが、リトラクタ１１５０が拡開される場合、仮に要素１１５６、１１５８を移動さ
せる、即ち、外側にわずかに曲げることが望ましいならば、これらの要素１１５６、１１
５８は、ブロック１１４６に取り付けられることが可能であり、そのため、アクチュエー
タ１１３２が進められるか、または代わりに別個のアクチュエータに取り付けられる場合
、要素１１５６、１１５８が移動される。一実施形態において、要素１１５２、１１５４
、１１５６及び１１５８は、遠位カプラ１１４８に形成されたスロット内で固定すること
が可能である。注意されたいことであるが、以下で述べるように、カテーテル１１１０が
内視鏡上にバックロードされる場合、近位カプラ１１４０及び遠位カプラ１１４８は、内
視鏡を受容するように寸法設定された開口部を有することが可能である。ハウジング１１
３０は、アクチュエータ１１３２に結合される歯による係合のために、図６Ａから図６Ｄ
までの歯と同様な複数の歯（図示せず）を含むことが可能であり、これにより、幾つかの
選択状態の１つにリトラクタを保持するための、保持機構またはロック機構を形成する。
保持機構またはロック機構に対する開放機構が提供され得る。
【０１６１】
　加えて、正しく認識されるべきことであるが、リトラクタ要素を拡開するための代替方
法を利用することが可能であるが、それには、上で説明されたカプラ、例えばカプラ１９
８、１９９と同様な方法で、リトラクタ要素１１５２、１１５４（及び任意選択的に１１
５６、１１５８）を拡開するための、例えば比較的に可動的なカプラ１１４０、１１４８
を提供することが含まれる。リトラクタ要素はまた、代わりに、カテーテルまたはシース
から露出されたときに拡開する形状記憶材料のような、自己拡開性材料から成ることが可
能である。
【０１６２】
　リトラクタ１１５２、１１５４は、任意選択的に小さなひだを有することが可能であり
、該ひだは、リトラクタ１１５２、１１５４が遠位カプラ１１４８に固着される場所に隣
接する遠位端で平らにされた状態を形成する。これによって、そのポイントでの曲げ剛性
が減少し、このために、そのポイントはヒンジのように振舞い、より予測可能な拡開方向
を作り出す、即ち上方に、かつわずかに外側に偏る。このことはまた、曲げを初期化する
のに必要とされる力の度合いを減少させる。そのような平らにされた部分はまた、本明細
書で開示される他の実施形態のリトラクタ要素と共に使用することが可能である。
【０１６３】
　リトラクタシステム１１５０は、リトラクタ１１５０の、そうでなければ可撓性の構成
を、可逆的に補強するように構成され得る。この点において、リトラクタシステム１１５
０は、拡開されたリトラクタ１１５０を支持するための略剛性のビームを含むことが可能
であり、このことは、本明細書で説明されるような、より安定化されたチャンバ（または
ケージ）を形成するのに役立つ。図１５及び図１７Ａを参照すると、可撓性チューブまた
はビーム１１６０が、閉縮された構成において提供され、これに対して図１７Ｂでは、リ
トラクタシステムは、可撓性ビーム１１６０から形成される剛性ビームを有する。より具
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体的には、この実施形態では、可撓性ビーム１１６０は、剛性チューブまたはロッド（ビ
ーム）１１６２のような、安定化構造または剛性化構造をスライド可能に受容するための
ルーメンを有するロッドまたはチューブ１１６５の形態にある。剛性化（安定化）構造１
１６２は、アクチュエータ１１３４の移動により、ユーザーによって独立に作動される。
アクチュエータ１１３４は、ハウジング１１３０の長手方向に延びるスロット内に、スラ
イド可能にマウントされる。図１７Ａの初期状態では、剛性化構造１１６２は、カテーテ
ルのルーメン内に後退され、かつ、可撓性チューブ（またはロッド）１１６０と係合され
ないか、または部分的に係合される。剛性化構造１１６２は、アクチュエータ１１３４に
作動的に接続されるスライドブロック１１６４に、近位端で取り付けられる。チューブ１
１６０を剛性化するために、アクチュエータ１１３４は、図１７Ｂの状態まで遠位にスラ
イドされ、これにより、スライドブロック１１６４及び取り付けられた安定化構造１１６
２を遠位に進める。そのような移動によって、剛性化構造１１６２は、可撓性チューブ１
１６０のルーメン１１６５を貫通して、遠位端１１６０ａまで進み、これにより、ビーム
が補強される。剛性化構造１１６２は、システムを元のより可撓性の状態に戻すために、
可撓性ビーム１０６０から任意選択的に除去されることが可能であり、その結果、軸性ス
ロット内で逆方向に（近位に）アクチュエータ１１３４をスライドすることにより、リト
ラクタシステム１０５０の閉縮を促進し、これにより、可撓性チューブ１１６０内に進め
られた状態から剛性化構造１１６２を抜去する。一実施形態において、剛性化構造１１６
４は、柔軟な編組ポリイミドチューブによって結合された近位金属管状構造及び遠位金属
管状構造を有する構造の形態をしている。しかしながら、他の構造が想到されることも、
正しく認識されるべきである。他の断面形状も想到されることではあるが、構造１１６０
、１１６２は、断面が略円形であり得ることに注意されたい。前述の実施形態におけるよ
うに、剛性ビームはカテーテル１１１０の遠位端１１１１の偏りを制限するが、そうでな
ければ、偏りは、体腔壁によって遠位端に及ぼされる圧力によって生じる。
【０１６４】
　図１７Ａ及び図１７Ｂに示されるように、アクチュエータはコネクタ１１３５を含み、
該コネクタ１１３５は、ハウジング１１３０内に配置されるラック上の歯と係合するため
の歯またはつめ１１３７を有し、これによって、剛性化構造１１６４を幾つかの選択され
る位置の１つに保持することが可能である。
【０１６５】
　図１７Ｃ及び図１７Ｄの代替実施形態では、可撓性要素のルーメン内で剛性化構造を進
める代わりに、剛性化構造は、可撓性要素上で進められる。より具体的には、可撓性ビー
ム１１６０’は、剛性化構造、例えば管状部材１１６２’を可撓性ビーム１１６０’上で
移動させることによって剛性化される。即ち、剛性化部材１１６２’はルーメンを有し、
該ルーメンは、図１７Ｃの矢印の方向に、剛性化部材１１６２’が可撓性ビーム１１６０
’上を通過する際、可撓性ビーム１１６０’を受容するように構成され、かつ寸法設定さ
れている。可撓性要素１１５２は、明確にするため、図１７Ｃ及び図１７Ｄからは除去さ
れていることに注意されたい。代替方法はもちろんのこと、アクチュエータ１１３４は、
そのような移動に対して利用することが可能である。
【０１６６】
　カバーリングまたはカバー１１７０は、カテーテル１１１０の遠位端に設けられるのが
好ましい。実施形態で例示されるカバーリング１１７０は、近位カプラ１１４０及び遠位
カプラ１１４８の周囲の周りにマウントされる。幾つかの実施形態において、カバー１１
７０にはひだが付けられ、かつカプラ（キャップ）１１４０、１１４８の周りで、熱収縮
ラップによって密閉される。カバー１１７０は、閉縮挿入状態では要素１１５２、１１５
４、１１５６、１１５８の周りに配置され、カバー１１７０における開口部は、対称組織
、例えば除去されるべき病変に対向する。即ち、図１５の向きにおいて、カバー１１７０
における開口部は、上方を向いている。カバー１１７０は、閉縮状態で開口部を有するよ
うに構成することが可能であり、または、代わりに、カバー１１７０にはスリットが設け
られ、該スリットは、リトラクタ要素１１５２、１１５４が拡開状態に移行する場合、伸
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張によって開くことが可能である。リトラクタ１１５２、１１５４が拡開されると、それ
らは、カバー１１７０を通過して対象組織に向かって移動する。代わりに、カバー１１７
０の縁は、リトラクタ１１５２、１１５４に取り付けることが可能であり、これにより、
リトラクタ要素と共に移動することが可能である。対象組織が、本明細書で説明される内
視鏡器具によって除去される場合、除去される組織はカバー１１７０内に配置され、かつ
カバー１１７０が、例えば図２９に示される縫合糸または糸１１７２によって閉止される
が、それによって、組織を封入し、かつ体腔から除去する間の漏洩及び種形成を防止する
。縫合糸１１７２は、カバー１１７０の壁、またはポケット、またはカバー１１７０に形
成されたチャネルに埋め込まれることが可能であるが、その場合、縫合糸１１７２は、遠
位の固定ポイントに永久に固定され、かつカバー１１７０を閉止するべく、縫合糸１１７
２を引っ張るために、近位に引かれる。
【０１６７】
　図１０のカバー（シース）１０００と同様に、カバー１１７０は、リトラクタ要素１１
５２、１１５４、１１５６、１１５８をカバーすることによって、リトラクタシステムを
対象部位に送達するための、滑らかで非外傷性の表面を提供することが可能である。カバ
ー１０００のように、カバー１１７０はまた、外科手術中に、組織、例えば体腔壁が、ビ
ーム１１６０と要素１１５６、１１５８との間の空間を通って入ることを防止するのに役
立つ。
【０１６８】
　好ましい実施形態において、縫合糸１１７２の両端は、チュービング１１３９から延び
る。それらの近位端は、ユーザーが容易に把持できるように、ある長さのチュービングに
よってカバーされることが可能である。縫合糸１１７２は、スイッチ１１３７及びチュー
ビング１１３９を通り、カテーテル中の専用ルーメン（チャネル）を通り、カバーリング
１１７０を通って延び、遠位キャップ１１４８で輪にされ、そこで取り付け（固着）され
る。手術中、縫合糸１１７２には、引っ張られないままである。組織がカバー（バッグ）
１１７０内に配置された後、カバー１１７０を閉止するべく、縫合糸１１７２を引っ張る
ために、輪になった縫合糸１１７２の２つの近位端が近位に引かれる。その後、摩擦によ
って縫合糸１１７２に係合して固定するためにスイッチが移動され、それによって、縫合
糸は引っ張られた状態でロックされ、カバー１１７０の閉止が維持される。
【０１６９】
　図１１のシステムの使用は、結腸壁からポリープのような病変を除去することに関連し
て説明される。しかしながら、理解されることであるが、システム１１００は、結腸また
は胃腸管の中での他の手術に対しても使用可能であり、同様に、他の体腔または患者の体
内空間における手術に対しても使用可能である。
【０１７０】
　先ず図１２、図１３に目を転じると、遠位視内視鏡１２００（図１２に示すように、こ
の中にはシステム１１００が、近位端１２０１上にバックロードされている）が、結腸Ｂ
の壁から対象ポリープＣを除去するための手術において、結腸中の体腔Ａを通って挿入さ
れる。この実施形態における内視鏡１２００は遠位視鏡であり、該遠位視鏡は、約１５０
度から１７０度の範囲の遠位視領域を備え、そのため、ポリープＣ及び周囲領域が可視化
され得る。対象組織に隣接して、即ち、対象ポリープＣのわずかに近位に内視鏡１２００
を配置した後、システム１１００は、内視鏡１２００上をさらに進められる。遠位カプラ
（キャップ）１１４８は開口部１１４８ａを有し、かつ近位カプラ（キャップ）１１４０
は、カテーテル１１１０のルーメン１１１６（図１６）と連通する開口部を有するが、こ
のことによって、内視鏡１２００のそのようなバックロード及び内視鏡上でのシステム１
１００の前進が可能になる。カテーテル１１１０は、図１４に示されるように内視鏡１２
００上を進められるが、それは、図１５に示されるように、カテーテルが対象部位に到達
するまでであり、到達状態では、リトラクタシステム１０５０は、ポリープＣと一直線と
なる。正しく認識され得ることであるが、カテーテル１１１０のこの挿入状態では、リト
ラクタシステム１１５０は、非拡開（または閉縮）状態であり、リトラクタ要素１１５２
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、１１５４は、カテーテル１１１０の横寸法を超えない、またはわずかに超えるのが好ま
しい。この状態では、リトラクタ要素、または少なくともリトラクタ要素１１５６、１１
５８は、カバーリング１１７０によってカバーされる。図示されるように、この状態では
、内視鏡１２００の遠位端１２０２は、近位カプラ１１４０の端部に配置されるのが好ま
しく、かつ手術空間１１５１の中に延びないが、これにより、手術空間内で内視鏡器具を
操作するための、より多くの余地が残される。しかしながら、他の状態もまた想到され、
例えば幾つかのバージョンでは、内視鏡が、手術空間１１５１の中に延びることが可能で
ある。この挿入状態では、アクチュエータ１１３４及び１１３２は、図１６に示されるよ
うに、それらの後退位置にあることに注意されたい。
【０１７１】
　次に、リトラクトシステム１１５０を剛性化するために、アクチュエータ１１３４は、
図１７Ａの状態から図１７Ｂの状態へ遠位に移動され（図１６における矢印も参照のこと
）、可撓性チューブ１１６０のルーメン１１６５内で、剛性化構造１１６２は後退位置か
ら前進位置へ進められる。これは、上で説明されたように、リトラクタシステム１１５０
を補強する／安定化させる。上で説明されたように、リトラクタシステム１１５０は、代
わりに、図１７Ｃ及び１７Ｄで示されたように、可撓性要素上で剛性化構造を進めること
によって、補強／安定化され得ることに注意されたい。
【０１７２】
　さて、リトラクタシステム１１５０が拡開される。アクチュエータ１１３２は、図２０
Ａの位置から、図２０Ｂの位置へ遠位に進められる（図１９も参照のこと）。これによっ
てブロック１１４６（これは、上で説明されたように、リトラクタ要素１１５２及び１１
５４に作動的に結合される）が進められ、リトラクタ要素１１５２、１１５４が横方向に
外側に図２０Ｂの位置まで強引に追いやられ、これにより、上で詳しく説明されたように
、非対称な手術空間（チャンバ）が形成される。
【０１７３】
　次に、術具チャネル１１２２、１１２４が、ポート１１１５、１１１７を通ってカテー
テル１１１０の近位領域に挿入され（図１９Ａを参照）、かつカテーテルのルーメン１１
１２、１１１４を通ってユーザーによって進められ、それによって、術具チャネルは、ル
ーメン１１１２、１１１４の遠位開口部を出て、かつ図２１Ａで示されるチャンバ１１５
１の中に延びる。術具チャネルが、ルーメン１１１２、１１１４から現れ、かつカテーテ
ル１１１０のルーメン壁の拘束から出ると、それらの遠位先端１１２２ａ，１１２４ａは
、湾曲した（曲がった）状態に戻り、ポリープＣに向けて上方に（図２１Ａの向きで見た
場合）湾曲することに注意されたい。図２１Ａでは、リトラクタ要素が先ず拡開され、続
いて、カテーテルのルーメン１１１２、１１１４から術具チャネル１１２２、１１２４が
出て、手術空間１１５１の中に挿入されることに注意されたい。しかしながら、代替実施
形態において、リトラクタ要素１１５２、１１５４が拡開される前に、術具チャネル１１
２２、１１２４が、カテーテルのルーメン１１１２、１１１４を貫通して手術空間１１５
１に挿入され得ることも想到される。この代替方法は図２１Ｂで示され、その場合、術具
チャネル先端１１２２ａ、１１２２ｂは露出されるが、しかしながら、リトラクタシステ
ム１１５０は、依然として非拡開状態にある。術具チャネル１１２２、１１２４は、それ
らの状態をポリープＣに対して調節するために、独立に回転される、かつ／または軸方向
に移動されることが可能であることに注意されたい。正しく認識され得るように、本明細
書で使用される、上方に及び下方にという用語は、参照図面におけるシステムの向きを指
す。仮にシステム（及び対象組織）の位置が変化する場合、向き及び用語もまた変化する
。
【０１７４】
　術具チャネル１１２２、１１２４の挿入後、内視鏡器具（術具）１２１０は、術具チャ
ネル１１２４のルアー取り付け具１１２９（図１９Ａ）を貫通して挿入され、かつ術具チ
ャネルのルーメン（チャネル）を貫通して進められる。図２２に示されるように、第１の
内視鏡器具１２１０は、術具チャネル１１２４から延び、かつ術具チャネル１１２４の湾
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曲に追従する。第２の内視鏡器具（術具）１２２０は、術具チャネル１１２２のルアー取
り付け具１１２７を貫通して挿入され、かつ術具チャネル１１２２のルーメンを貫通して
進められる。図２３に示されるように、第２の内視鏡器具は、術具チャネル１１２２の湾
曲に追従する。上で注意されたように、術具チャネルは、図１９Ｂに示されるように、止
血バルブのようなバルブであり得、そのため、術具チャネルから内視鏡器具を挿入及び除
去する間、吹送が失われない。内視鏡器具１２１０、１２２０は、図２４及び図２５に示
されるように、軸方向にさらに移動され、例えばポリープＣに接触し、これを処置、除去
するために、術具チャネル１１２２、１１２４からさらに延びる。図２３から図２５を比
較することによって示される、内視鏡器具のこの移動は、術具チャネル１１２２、１１２
４の利点を示す。図示されるように、一旦術具チャネル１１２２、１１２４が、ポリープ
Ｃに対して望ましい位置にあれば、それらは、固定湾曲を規定するものと見なすことが可
能である。これが意味するのは、内視鏡器具１２１０、１２２０が軸方向に進められると
、それらは、曲率において変化することなく、かつポリープＣに対するそれらの軸方向位
置において変化することなく、対象ポリープＣに接近するように移動し、従って、余分な
自由度が提供されることである。例示される実施形態においては把持具である内視鏡器具
１２１０は、ポリープＣ上に緊張を加えるが、その一方で、電気外科の切開器具１１８０
は、結腸壁ＢからポリープＣを切開／切断する。ポリープ除去のために、他の内視鏡も使
用可能である。加えて、幾つかの実施形態において、単一の術具チャネルを使用すること
が可能であり、かつ別の内視鏡器具、例えば把持具または切開器具が、内視鏡のワーキン
グチャネル（ルーメン）を貫通して挿入されることが可能である。内視鏡のチャネルを貫
通して挿入されるそのような器具はまた、２つ以上の術具チャネルを有する実施形態に関
して使用することが可能である。
【０１７５】
　術具チャネル１１２２、１１２４の角度により、かつ、従って、それを貫通して挿入さ
れる内視鏡により、図３０において点線で描かれるように、組織の三角配置が達成され得
る。
【０１７６】
　結腸壁ＢからポリープＣを除去した後、図２６で示されるように、ポリープＣはカバー
１１７０内に配置され、体内から除去されるための準備をする。必要に応じて、リトラク
タシステムをより可撓性の状態に戻すために、アクチュエータ１１３４は近位に移動され
る。カテーテル１１１０を除去するため、拡開されたリトラクタ要素１１５２、１１５４
を図２８のそれらの閉縮状態に戻すべく、アクチュエータ１１３２は、図２７の矢印の方
向において近位に移動される。その後、糸または縫合糸１１７２は、図２９に示されるよ
うに、カバー（バッグ）１１７０を閉止するために引っ張られ、ポリープＣを封入するた
めのバッグを形成する。その後、糸１１７２をロックするために、スイッチ１１７５が図
３１Ｂの位置に移動され、かつ、これにより、カバー１１７０を閉止状態に維持すること
が可能である。その後、ポリープＣがカバー１１７０内に保護された（封入された）状態
で、カテーテル１１１０は結腸Ｂから除去される。好ましくはカバー１１７０が透明であ
ることに注意されたいが、その結果として、図面によって、リトラクタ要素、ブリッジ部
材、ビームなどが例示される。しかしながら、カバー１１７０の理解を容易にするために
、図２９は、リトラクタ要素、ブリッジ要素、ビームなどを、バッグ／カバー１１７０の
架空内部で示している。
【０１７７】
　内視鏡器具は、部分組織切除、例えば粘膜下の、または漿膜下の切除のために使用可能
であることに注意されたい。内視鏡器具はまた、完全な厚さの組織を切除するために使用
され得る。器具は、相当な組織マージンを持って病変を除去することを可能にし、これに
より、病理学的病変の完全な一括除去を提供する。
【０１７８】
　任意の理論または作用機序に限定されることを意図せず、上記教示が提供されるのは、
単に可能な実施形態を列挙するというよりは、全ての可能な実施形態の見本を例示するた
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摘要(译)

要解决的问题：提供用于执行内窥镜手术的改进的方法和装置，以及用于在稳定但动态的手术环境中以微创方式内窥镜地可操作地
治疗胃肠病症的系统。解决方案：该系统包括，例如，内窥镜手术室。手术室可以具有可逆扩张的牵开器，该牵开器扩张以在受试
者体内提供稳定的操作环境。扩张可以围绕稳定器子系统不对称，以最大化工具的空间，并且每个内窥镜可以独立地操纵，以使目
标组织可视化，并以微创方式从患者体外处理目标组织。图1：图1
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